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は
じ
め
に

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

国
際
私
法
の
法
典
化
は
、
ま
ず
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
、
他
の
圏
内
法
の
法
典
化
と
共
に
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
民
法
の
施
行
に
合
わ
せ
て
、
法
例
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
ま
た
、
国
際
私
法
法
典
化
の
第
二
の

波
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
広
が
り
、
周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
法
例
の
婚
姻
お
よ
び
親
子
に
関
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
ス
千
ス
は
、
新
し
い
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法

(
I
P
R
G
)
を
一
九
八
七
年
二
一
月
一
八
日
に
成
立
さ
せ
、
一

九
八
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
た
。
こ
の

I
P
R
G
は
、
全
文
二

O
O条
か
ら
な
り
、
準
拠
法
の
み
な
ら
ず
、
国
際
管
轄
・
外
国
判
決
の

承
認
執
行
・
国
際
破
産
・
国
際
仲
裁
に
及
ぶ
包
括
的
国
際
私
法
立
法
で
あ
釘
r

わ
が
国
に
お
い
て
も
、

I
P
R
G
は
、
試
案
・
草
案
の
段
階

か
ら
注
目
を
集
め
、
全
体
の
紹
介
は
数
少
な
い
も
の
の
、
個
々
の
条
文
は
、
し
ば
し
ば
文
献
に
引
用
さ
れ
て
い
れ
r

そ
の

I
P
R
G
に
つ
い

て
、
本
稿
は
、
若
干
の
基
本
的
諸
問
題
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
何
故
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
国
際
私
法
典
が
こ
の
時
期
に
ス
イ
ス
に
お
い
て
成
立
し
た
の
か
、
と
い
う
法
典
化
の
必
要
性
が
問
題

と
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
従
来
は
一
八
九
一
年
の
定
住
者
・
滞
在
者
法

(
N
A
G
)
が
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の

分
野
を
不
完
全
に
規
律
す
る
の
み
で
あ
り
、
財
産
法
分
野
は
、
ほ
と
ん
ど
判
例
法
に
よ
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
今
回
の
立
法
作
業
が
開
始

し
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
七

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、

む
し
ろ
何
故
、
こ
れ
ま
で
成
文
法
の
欠
如
が
続
い
て
い
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説

た
の
か
、
こ
の
よ
う
に
第
一
の
問
題
を
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
、

I
P
R
G
は
、
属
人
法
の
決
定
基
準
と
し
て
基
本
的
に
住
所
地
法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
住
所
地
法
主
義
は
、

N
A
G
以

来
の
伝
統
と
さ
れ
て
い
る
が
、
周
辺
諸
国
は
い
ず
れ
も
本
国
法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

I
P
R
G
に
お
け
る
住
所
地
法
主
義
採

用
の
理
由
、
更
に
そ
こ
で
採
用
さ
れ
た
住
所
概
念
が
問
題
と
な
る
。
ま
た

I
P
R
G
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
住
所
地
法
主
義
を
貫
徹
し
て

論

一
定
の
範
囲
で
本
国
法
の
適
用
も
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
住
所
地
法
主
義
の
修
正
は
、

I
P
R
G
に
お
い
て
重

い
る
わ
け
で
は
な
く
、

要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(6) 

最
後
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
最
も
注
目
を
集
め
た
一
般
例
外
条
項
の
意
義
を
探
っ
て
み
た
い
。
こ
れ
も
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
伝
統
に
基
づ

そ
の
ル
!
ツ
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
現
在
の

I
P
R
G
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た

く
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

し
う
る
の
か
、
こ
れ
ら
が
関
心
事
と
な
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
テ
1
マ
の
う
ち
、
中
心
を
な
す
の
は
、
住
所
地
法
主
義
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
の

法
典
化
が
遅
れ
た
最
大
の
原
因
は
、
少
な
く
と
も
当
初
は
、

N
A
G
の
住
所
地
法
主
義
の
存
続
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
一
般
例
外
条

項
の
伝
統
は
、
主
に
契
約
に
関
す
る
判
例
に
求
め
ら
れ
る
が
、
現
在
の

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
分
野

に
お
い
て
、
い
か
に
例
外
を
見
出
し
う
る
か
、
こ
れ
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
の
テ

l
マ
は
、
本
来

I
P
R
G

の
全
体
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
叙
述
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
分
野
に
若
干
偏
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

更
に
、
本
稿
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
そ
の
全
体
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
た
め
、
個
々
の
規

定
の
細
か
な
解
釈
問
題
は
、
割
愛
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
本
稿
は
、
ス
イ
ス
法
の
論
理
を
解
明
す
る
こ
と
に
努
め
た
が
、
も
と
よ
り
ス

イ
ス
の
文
献
は
、
ス
イ
ス
の
研
究
者
に
と
っ
て
当
然
の
事
柄
を
事
細
か
に
説
明
し
た
り
し
な
い
。
何
よ
り
も
、

I
P
R
G
の
解
釈
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
ス
イ
ス
の
学
界
に
お
い
て
も
見
解
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
稿
も
、
少
な
か
ら
ぬ
箇
所
に
お
い
て
、
問
題
が
未

北法40(2・4)294



解
決
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
点
も
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

*
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
学
術
振
興
会
の
昭
和
六
三
年
度
特
定
国
派
遣
研
究
員
と
し
て
、
ス
イ
ス
比
較
法
研
究
所
を
訪
問
し
、
資
料
収
集

を
行
っ
た
。

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

(
1
)
本
法
の
正
式
名
称
は
、
「
国
際
私
法
に
関
す
る
一
九
八
七
年
一
二
月
一
八
日
の
連
邦
法
」
(
切
口
口
広
g
m巾
認
定

g
g
z
・
0
巾N
巾
B
Zニ
由
∞
叶
ロ
σ
R

門田曲目

E
Z
E同
t
o
g
-
m阿
川
門
戸
4

〈
由
同
『
巾
円
宮
一
戸
。
二
匙
m
z
z
E
H∞向日
mnmBσ
吋
巾
冨
∞
吋
由
民
-
巾
門
町
三
三
己
負
ロ
由
民
。

E-
匂ユ
4m
一
z
m
m巾内

-aq即日巾

【
同
巾
ニ
∞
色
円
巾
HHMσEE∞叶田
E
a
-
-
H
Z
E
Z
E白N
一
。
ロ
白
】
巾
匂
ユ
〈
白
件
。
)
で
あ
る
。
し
か
し
、

I
P
R
G
(
ド
イ
ツ
語
)
お
よ
び
L
D
I
P
(
フ
ラ
ン

ス
語
・
イ
タ
リ
ア
語
)
と
い
う
略
語
が
官
報
に
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
語
表
記
に
従
う
こ
と
に
し
た
。
本
法
の
条
文
に
関

し
て
は
、
拙
稿
「
一
九
八
七
年
の
ス
イ
ス
連
邦
国
際
私
法
二
)
|
(
六
・
完
)
」
戸
籍
時
報
三
七
四
号
|
三
七
九
号
ご
九
八
九
)
お
よ
び
そ
こ

に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
願
い
た
い
。
な
お
、
以
下
で
も
、
ス
イ
ス
の
法
令
・
判
例
集
・
雑
誌
等
に
つ
い
て
、
二
つ
以
上
の
-
一
一
口
語
の
表
記
が
あ
る
場

合
に
は
、
ド
イ
ツ
語
表
記
に
従
う
こ
と
に
す
る
。

(
2
)

一
九
八
二
年
草
案
全
体
に
関
し
て
は
、
石
黒
一
憲
「
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
二
草
案
(
一
九
八
二
年
)
に
つ
い
て
(
こ
(
一
一
了
完
)
」
法
学
協

会
雑
誌
一

O
O巻一

O
号
一
六
四
頁
以
下
、
一

O
一
巻
二
号
一

O
四
頁
以
下
、
一

O
一
巻
六
号
二
ニ
八
頁
以
下
(
一
九
八
三
|
四
)
が
あ
る
。
一

九
八
二
年
草
案
の
個
々
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
津
木
敬
郎
・
妹
場
準
一
・
田
村
精
一
・
松
岡
博
「
(
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
)
わ
が
国
際
私
法
改
革
へ
の
基

本
的
視
座
|
|
婚
姻
・
親
子
を
中
心
と
し
て
|
|
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
四
巻
二
号
六
七
頁
以
下
(
一
九
八
五
)
、
西
賢
「
法
例
改
正
の
中
間
報

告
」
同
八
五
巻
六
号
三
五
頁
以
下
(
一
九
八
七
)
、
田
村
精
一
「
『
法
例
改
正
に
つ
い
て
の
中
間
報
告
』
に
つ
い
て
」
同
八
六
巻
一
号
四
五
頁
以
下

こ
九
八
七
)
、
松
岡
博
「
『
法
例
改
正
中
間
報
告
』
に
つ
い
て
」
同
八
六
巻
一
号
五
五
頁
以
下
ご
九
八
七
)
。

一
九
七
八
年
試
案
の
個
々
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
山
田
鎖
一
『
国
際
私
法
』
(
一
九
八
二
)
六
七
頁
注

(
1
)
、
一
三
二
頁
注

(
1
)
お
よ
び
石

黒
助
教
授
の
諸
著
作
(
前
掲
・
法
学
協
会
雑
誌
一

O
O巻一

O
号
一
六
五
頁
注

(
1
)
に
引
用
さ
れ
た
も
の
)
が
あ
る
。

(
3
)
な
お
、
別
の
面
か
ら
の
考
察
と
し
て
は
、
拙
稿
(
紹
介
)
ペ
・
出
血
HMm同『
Z
R
(出
向
田
m
-
Y
U芯
包
紅
一
g
M
aロ
巾
ロ
切
町
田
巴
g
g
zロ
m
g

回

Z
E
g
m
m認
定
町
田
口
σ巾
吋
【
凶
器
吉
広
目
白
E
o
s
-
m
可
ユ
〈
印
可
巾
n
Z
(呂
∞
∞
)
・
国
際
法
外
交
雑
誌
八
八
巻
一
号
一
五
八
頁
以
下
ご
九
八
九
)
。

北法40(2・5)295
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説

(
4
)
本
法
の
正
式
名
称
は
、
「
定
住
者
お
よ
び
滞
在
者
の
民
事
的
法
律
関
係
に
関
す
る
一
八
九
一
年
六
月
二
五
日
の
連
邦
法
」
(
∞

5
仏
2
常
国
巾
尽
き
ヨ

N

印・』ロロ一回∞由同

σ巾
同
門
巾
同
町
巾
ロ
円
山
岳
町
巳
〈
ロ
円
巾
円

Z-wy巾
ロ
〈
巾
吋
}
同
住
吉
町
出
巾
弘
司

Z
一巾円山
qmmw]出
回
∞
巾
ロ
巾
ロ
ロ
ロ
門
同
〉
口
問
巾
ロ
吾
色
丹
巾
「
一
円
。
二
m仏
m
E
Z
門r
M
M
印

〕己山口]戸市山市
EH
回口吋}巾国吋即日】℃。司片山凶仏巾弘司
O
F
片
門
戸
〈
出
色
巾
日
門
戸
件
。
日
刊
巾
ロ
国
m仲
間

σロ
凹
。
ロ
巾
ロ
凹
巾
〕
。
ロ
吋
一
戸
内
問
問
内
向
巾
円
四
巾
吋
国
-
巾
内
山
m
-
N
日開山口開ロ。]広山由
H
m
c
-
司回目
V

句。門広

島
内
出
江
口
o
n一三-巾仏巾一色
05-n一]一同巴巾仏巾一日門出
g
0
3口
同
じ
で
あ
る
が
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
一
般
に

N
A
G
(ド
イ
ツ
語
)
お
よ
び

L
R
D
C

(
フ
ラ
ン
ス
語
)
と
い
う
略
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
民
法
典

(
Z
G
B
)
お
よ
び
債
務
法

(
O
R
)
も
同
様
で
あ
る
。

(
5
)
例
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
お
よ
び
西
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
七
八
年
お
よ
び
一
九
八
六
年
の
改
正
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に

は
本
国
法
主
義
を
維
持
し
た
。

(6)
前
掲
・
注

(
2
)
の
諸
文
献
参
照
。
と
り
わ
け
、
浮
木
・
係
場
・
田
村
・
絵
岡
・
七
四
頁
、
七
七
頁
以
下
、
九
一
頁
以
下
、
西
・
六
一
頁
以
下
、

松
岡
・
五
六
頁
以
下
。

論

I 

法
典
化
の
必
要
性

1 

N
A
G
の
問
題
点

ス
イ
ス
国
際
私
法
の
主
要
法
源
と
し
て
は
、
従
来
は
、

一
八
九
一
年
の

N
A
G
が
挙
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の

N
A
G
は
、
元
来
、
一
九
一
一
一
年
に
ス
イ
ス
民
法
典

(
Z
G
B
)
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
準
国
際
私
法
と
し
て
、
カ
ン
ト
ン
聞
の

法
抵
触
を
規
律
す
る
こ
と
が
主
要
目
的
で
あ
っ
た
。
後
述
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、

N
A
G
は、

Z
G
B施
行
後
も
、
国
際
私
法
を
規
律
す
る

た
め
に
残
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
従
っ
て
十
分
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

第
一
に
、

N
A
G
の
構
成
は
、
第
一
章
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
ス
イ
ス
人
定
住
者
お
よ
び
滞
在
者
の
民
事
的
法
律
関
係
」
(
第
一
条
|
第
二
七

条
)
、
第
二
章
「
在
外
ス
イ
ス
人
の
民
事
的
法
律
関
係
L

(

第
二
八
条
|
第
コ
二
条
)
、
第
三
章
「
在
留
外
国
人
の
民
事
的
法
律
関
係
」
(
第
三

前
述
の
よ
う
に
、
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二
条
!
第
三
四
条
)
、
第
四
章
「
経
過
・
最
終
規
定
」
(
第
三
五
条
|
第
四

O
条
)
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
規
定
の
大
半
は
、
第

一
章
の
カ
ン
ト
ン
間
抵
触
法
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
国
際
私
法
は
、
周
辺
に
お
い
て
の
み
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
在
外
ス
イ
ス
人
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
「
外
国
の
立
法
に
よ
り
外
国
法
に
服
さ
な
い
場
合
に
は
、
本
籍
カ
ン
ト
ン
の
法
お
よ
び
裁
判
管
轄
に
服
す
る
」
(
第

二
八
条
)
と
規
定
す
る
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
在
留
外
国
人
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
、
本
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た

三
二
条
)
。
従
っ
て
、
内
容
の
面
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
後
に
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た

(第

(
後
述
ロ
ロ

ω-m

2
参
照
)
。

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

第
二
に
、

N
A
G
は
、
後
に
若
干
の
補
充
が
行
わ
れ
た
と
は
い
え
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
枠
を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、
財
産
法
関

係
に
つ
い
て
は
、
全
く
規
定
を
欠
い
て
い
的
「
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
一
八
八
一
年
に
連
邦
債
務
法
が
成
立
し
て
お
り
、
こ
れ
は
後
に
一
九

O

七
年
の

Z
G
B
お
よ
び
一
九
一
一
年
の
連
邦
債
務
法

(
O
R
)
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
の
国
内
実

質
法
を
財
産
法
関
係
に
つ
い
て
は
統
一
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

N
A
G
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
に
つ
い
て
も
、
準
拠
法
お
よ
び
裁
判
管
轄
は
規
定
し
て
い
た
が
、
判
決
の
承
認
執
行
は
規

カ
ン
ト
ン
聞
の
判
決
の
承
認
執
行
が
す
で
に
一
八
七
四
年
の
連
邦
憲
法
第
六
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ

第
三
に
、

と定
にし
よて
るI2P
0-な

か
っ
た

'-

れ
は

最
後
に
、
総
論
関
係
の
問
題
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
ン
間
抵
触
法
と
し
て
必
要
な
も
の
だ
け
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

他
の
カ
ン
ト
ン
法
の
職
権
に
よ
る
適
用
、
住
所
の
定
義
、
重
本
籍
、
不
統
一
カ
ン
ト
ン
法
な
ど
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

N
A
G
は
、
カ
ン
ト
ン
間
抵
触
法
と
し
て
は
、
必
要
十
分
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
際
私
法
と
し
て
は
、
欠
触

が
多
す
ぎ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
に
述
べ
る
当
時
の
外
国
人
の
在
留
状
況
か
ら
み
て
も

(
H
1
参
照
)
、

Z
G
B
の
施
行
と
同
時
に
、

N
A
G
は

廃
止
し
、
新
し
い
国
際
私
法
立
法
を
行
う
こ
と
が
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
、

Z
G
B
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
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説

そ
れ
は
試
み
ら
れ
た
が
、

し
か
し
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

論

(
7
)
切
ロ
ロ
門
田
巾
話
一
g
m
丹
N
ロ
σ
巾
円
仏
印
印
宮
神
巾
自
白
色
。
ロ
白
】
巾
司
ユ
4
同
門
叶
巾
n
Z
(
弔
問
引
の
2
2
N
)
・
ω
n
v
z
g
σ
q
-
n
Z
仏
巾
吋
同
W
H
H
】
巾
『
円
巾
ロ
}
S
E
E
-
m
色
。
ロ
N
C
B

。
2
2
N
巾
由
巾
ロ
件
当
ロ
ユ
(
冨
叶
申
)
・
ω
・
同
一
切
O
仲
良
町
担
問
同
N
Z
B
∞
ロ
ロ
己
巾
m
m
巾
叩
巾
円
N
C
σ
巾
吋
仏
国
回
目
ロ
丹
市
吋
ロ
白
色
O
口
同
町
句
ユ
〈
白
可
巾
門
町
門
(
円
同
M
m
・
の
2
2
N
)
〈
。
5
5
・

2
0
〈
m
B
σ
R
E
∞
N
(
巴
∞
ω
)
・
ω
・
ω
・
両
文
献
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
後
述
・
注
(
泊
)
・
(
お
)
参
照
。

(
8
)
切
∞
同
(
冨
∞
∞
ー
-
E
U
-
-
2
0
・
ち
な
み
に
、
一
八
六
二
年
一
一
月
二
八
日
の
「
カ
ン
ト
ン
間
定
住
関
係
に
お
け
る
カ
ン
ト
ン
の
管
轄
の
規
律
お
よ

ぴ
分
配
に
関
す
る
法
律
案
」
に
お
い
て
は
、
税
法
お
よ
び
破
産
法
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
在
留
外
国
人
お
よ
び
在
外
ス
イ
ス
人
に
関
す
る
規
定
は

存
在
し
な
か
っ
た
。
∞
∞
H
(
呂田
N
|
冨
)
印

S
・
続
く
、
一
八
七
六
年
一

O
月
二
五
日
の
「
ス
イ
ス
の
定
住
者
お
よ
び
滞
在
者
の
民
事
的
法
律
関
係

に
関
す
る
法
律
案
」
に
お
い
て
は
、
在
留
外
国
人
に
関
す
る
規
定
だ
け
が
置
か
れ
た
(
第
一
五
条
)
。
∞
∞
同
(
冨
諒
|
宅
)
詰
そ
し
て
、
よ
う
や

く
一
八
八
七
年
五
月
二
八
日
の
「
定
住
者
お
よ
び
滞
在
者
の
民
事
的
法
律
関
係
に
関
す
る
法
律
案
」
に
お
い
て
、
在
留
外
国
人
お
よ
び
在
外
ス
イ

ス
人
に
関
す
る
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
三
か
条
ず
つ
設
け
ら
れ
た
。
∞
∞
H
(
H
∞
∞
吋
|
昌
)
戸
ω
・

(
9
)
「
本
法
の
規
定
は
、
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
外
国
人
に
準
用
す
る
。
」
但
し
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
関
す
る
第
二
章
が
準
用
さ
れ
る
範
囲
に
つ
い

て
は
、
若
干
の
争
い
が
あ
っ
た
。
〈
伺
]
・
4
弓
・
盟
主
町
内
巾
F
H
V
E
乱
回
目
白
日
4
〉
の
(
冨
吋
印
)
・
ω
・
5
0
・
な
お
、

Z
G
B施
行
後
に
改
正
追
加
さ
れ
た
規

定
(
第
七

a
条
|
第
八

e
条
)
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
第
三
二
条
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、
在
留
外
国
人
に
適
用
さ
れ
る
。
〈
m
-
-
H
-
p
v
者
間
口
仏
巾
吋
噂

u-巾
出
血
ロ
島
g
σ
ロ
ロ
肉
門
同
四
回
口
ゆ
ロ
巾
口
問
問
》
閉
山
自
の
巾
印
巾
門
N
m
∞-
E
一
回
出
口
問
白
円
一
昨
ロ
巾
『
二
凶
・
白
・

0
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
ω
)
・
ω
・
5
・

(
叩
)
財
産
法
分
野
に
お
け
る
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
は
、
ω
n
z
g
島
市
ユ
円
宮
古
田
・
白
・

0
・w
〉
ロ
ヨ
(
叶
)
・
ω
・
品
同
一
∞
♀
R
E
P
-
白
・
白
・
。
・
・
〉
ロ
5
・
(
吋
)
・

ω
・
印
円
抵
触
規
定
だ
け
を
列
挙
し
て
お
く
と
、
道
路
交
通
に
関
す
る
一
九
五
八
年
二
一
月
一
九
日
の
連
邦
法
第
八
五
条
、
O
R
第
四
一
八
b
条
第

二
項
(
代
理
商
契
約
)
、
O
R
第
五

O
一
条
第
四
項
(
保
証
契
約
)
、
O
R
第
一

O
八
六
条
第
一

O
九
五
条
(
手
形
)
、
O
R
第
一
一
三
八
条
|
第

一
一
四
二
条
・
第
一
一
四
三
条
第
一
項
第
一
一
一
号
(
小
切
手
)
、
O
R
最
終
規
定
第
一
四
条
お
よ
び
一
九
三
七
年
六
月
七
日
の
商
業
登
記
規
則
第
五

O
条
第
二
項
(
法
人
の
本
拠
移
転
)
、
以
上
に
す
ぎ
な
い
。

(日
)
ω
n
E
5
印
ぴ
R
W
V
F
目
・
白
・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
"
ω
-
N
同
一
回
三
回
n
y
阻
止
・
白
・
白
・

9
・
〉
ロ
B
・
(
吋
)
・
ω
・
品
・
こ
の
債
務
法
に
関
す
る
一
八
八
一
年
六
月
一

四
日
の
連
邦
法
は
、
動
産
物
権
・
会
社
・
手
形
小
切
手
な
ど
に
関
す
る
規
定
も
含
ん
で
い
た
。
ち
な
み
に
、
現
在
で
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
・
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スイス国際私法典における若干の基本的諮問題(ー)

物
権
は
、

Z
G
B
に
よ
り
、
債
務
・
会
社
・
手
形
小
切
手
な
ど
は
、

O
R
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
。

(ロ
)ω
円】
Z
Z
Z江
口
町
ゲ
白
・
白
・
。
-w
〉
ロ
ヨ
・
(
斗
)wω-N
一
切

2
R
E
P
-
白血・

0
・・〉ロヨ・(叶)・

ω・
品
・
連
邦
憲
法
第
六
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
カ
ン
ト
ン
に
お
い
て
下
さ
れ
た
確
定
力
を
有
す
る
民
事
判
決
は
、
全
ス
イ
ス
に
お
い
て
執
行
さ
れ
う
る
も
の
と
す
る
。
」
但
し
、

Z
G
B
の
施
行

に
伴
い
追
加
さ
れ
た

N
A
G第
七
f
条
お
よ
び
第
七

g
条
第
三
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
外
国
に
お
け
る
婚
姻
挙
行
お
よ
び
離
婚
判
決
の
承
認
を
規
定
し

て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
外
国
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
た
婚
姻
は
、
明
ら
か
に
ス
イ
ス
法
の
無
効
事
由
を
回
避
す
る
意
図
を
も
っ
て
、
挙
行
地
を

外
国
に
移
し
た
も
の
で
な
い
限
り
、
承
認
さ
れ
る
(
第
七
f
条
)
。
ま
た
、
外
国
の
裁
判
所
に
よ
り
下
さ
れ
た
在
外
ス
イ
ス
人
の
離
婚
に
関
す
る
判

決
は
、
当
該
外
国
法
に
よ
り
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
承
認
さ
れ
る
(
第
七

g
条
第
三
項
)
。

(
日
)
と
り
わ
け
、
国
際
民
事
訴
訟
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
連
邦
法
と
カ
ン
ト
ン
法
が
入
り
乱
れ
、
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
連

邦
憲
法
第
六
四
条
に
よ
る
と
、
連
邦
は
、
自
然
人
の
行
為
能
力
、
商
法
・
手
形
法
を
含
め
た
債
務
法
、
無
体
財
産
権
法
、
倒
産
法
、
そ
の
他
の
民

事
法
に
関
す
る
立
法
権
限
を
有
す
る
が
、
裁
判
手
続
法
は
、
カ
ン
ト
ン
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
二
六
の
カ
ン
ト
ン
が
独
自
の
民
事
訴

訟
法
を
有
し
、
か
つ
土
地
管
轄
に
つ
い
て
も
独
自
の
規
定
を
有
し
て
い
た
。
し
か
も
、
カ
ン
ト
ン
の
裁
判
所
は
、
国
際
的
管
轄
に
つ
い
て
も
、
土

地
管
轄
に
関
す
る
カ
ン
ト
ン
法
の
規
定
を
準
用
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
他
方
に
お
い
て
、
連
邦
も
、
連
邦
法
の
適
用
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、

国
際
的
管
轄
を
定
め
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
統
一
的
な
連
邦
民
事
訴
訟
法
と
し
て
で
は
な
く
、
個
々
の
連
邦
法
に
散
在
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
連
邦
法
の
規
定
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
、
国
際
的
管
轄
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
ン
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、

ω
n
v
-
c
g
σ
q
w
F
F
目・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・
品
円
一
切
。
同
印
n
z
-
P
白・白・

0
・・〉ロヨ‘(叶)・

ω・
印
円
一
司
・
〈
。
]
}
内
巾
P
間耐え巾
E
F

-
口
一
戸
町
岩
田
白
ロ
ロ
巾
『
問
。
]-cGEロ
ヨ
ロ
σ向
島
巾
ロ
仏
巾
ロ
門
田
n
y巾
ロ
ロ
ロ
円
目
的
門
町
毛
色
N
巾江田
n
y
g
の
巾
山
内
仲
間
凹
巾
口
同
巧
口
氏
N
C
円
Z
E吋巾
m
m
E口
問
仏

g
z
g『，

ロ白色。ロ田

-g
司ユ〈由同『巾
nF窓
口
混
血
)
・

ω-NNHR-
一色角田・・

2
2
m
関口同
d
i
n
E
Cロ
閃
巾
口
一
ヨ
回
巾
円
巳
門
町
内
凶
巾
『
山
口
Z
E白色。口出

}gNza出口門出
m
w巾
F

Z
一
喝
巾
広
明
白
宮
丘
町
同
苫
吋
河
口
仏
O
民
冨
S
R
(凶器吋)・
ω-Nω
叶内向・

Z
G
B草
案
に
お
け
る
国
際
私
法
規
定

一
九

O
O年
に
公
表
さ
れ
た
フ

l
パ
l
の
Z
G
B
試
案
は
、
ま
ず
序
章
第
五
条
に
お
い
て
、
若
干
の
総
論
上
の
問
題
、
す
な
わ
ち
条
約
法
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説

の
優
位
、
外
国
法
の
適
用
、
外
国
法
の
内
容
不
明
の
場
合
に
お
け
る
措
置
な
ど
を
扱
い
、
更
に
、
最
終
章
第
一
節
に
お
い
て
、
「
内
外
法
の
適

用
」
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
最
終
章
第
一
節
は
、
物
権
・
債
権
・
公
序
・
方
式
を
規
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

N
A
G
の
欠
触
を
か
な

り
補
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
更
に
、
在
留
外
国
人
の
人
事
・
家
族
・
相
続
法
関
係
に
つ
い
て
は
、

N
A
G
の
原
則
を
変
更
し
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、

N
A
G
は
、
住
所
地
法
主
義
を
採
用
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
フ

l
パ

l
試
案
は
、
出
生
以
来
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
一

O
年

以
上
継
続
し
て
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
外
国
人
の
み
が
ス
イ
ス
法
の
適
用
を
受
け
、
そ
の
他
の
外
国
人
は
、
本
国
の
国
際
私
法
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
た
準
拠
法
に
服
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
た
(
第
H
項
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ

l
パ
1
試
案
の
国
際
私
法
規
定
は
、
そ
の
起
草

過
程
、
立
法
形
式
、
そ
し
て
何
よ
り
も
住
所
地
法
主
義
と
本
国
法
主
義
の
調
整
方
法
な
ど
の
点
で
、
マ
イ
リ
l
の
強
い
批
判
を
受
け
る
と
共

に
、
専
門
委
員
会
に
お
い
て
も
、
結
局
、
審
議
さ
れ
る
こ
と
な
く
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
一
九

O
五
年
の
政
府
草
案
に
お
い
て
は
、
再
び
三
三
か
条
に
上
る
国
際
私
法
規
定
が
最
終
章
に
置
か
れ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
う
ち
の
二
四
か
条
が
人
事
・
家
族
・
相
続
法
関
係
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
在
留
外
国
人
に
つ
い
て
、
住
所
地
法
主
義
と

論

本
国
法
主
義
の
調
整
が
図
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
出
生
し
、
か
つ
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
外
国
人
の
み
が
ス
イ
ス
法
に

服
し
、
そ
の
他
の
外
国
人
は
、
本
国
の
国
際
私
法
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
準
拠
法
に
服
す
る
こ
と
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
(
第
一
七
四
五

条
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
九

O
五
年
草
案
の
国
際
私
法
規
定
も
、
と
り
わ
け
住
所
地
法
主
義
の
修
正
の
点
で
、
連
邦
議
会
の
強
硬
な
反

対
を
受
け
、
再
び
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
。
そ
し
て
、
結
局
、
一
九

O
七
年
に
成
立
し
た
現
行
の

Z
G
B
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
お
よ
び

在
留
外
国
人
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
引
き
続
き

N
A
G
が
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
共
に
、
婚
姻
法
等
に
つ
い
て
、
若
干
の
規

定
を
追
加
す
る
に
留
ま
っ
た
(
最
終
章
第
五
九
条
)
。

こ
の
よ
う
な
決
定
に
至
っ
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
国
際
私
法
は
、
い
ま
だ
形
成
途
上
の
段
階
に
あ
る
。

第
二
に
、
今
後
の
国
際
条
約
の
成
り
行
き
を
見
守
る
の
が
得
策
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
に

N
A
G
の
存
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続
を
認
め
、
数
年
後
に
は
、
国
際
私
法
立
法
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

包
括
的
な
国
際
私
法
立
法
を
求
め
る
声
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
後
の
経
緯
は
、
学
界
の
中
に
、

一
九
七

0
年
代
に
入
る
ま
で
、
長
い
暫
定
期
間
が
続
く
こ
と
に
な
っ

た。

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

(M)
フ
l
パ

l
試
案
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
は
、
開
・
出
口
σ
R
-
Nの
∞
〈
0
5
E
d
Eユ
〈
。
ロ

E
C
C
(
E
o
s
-
ω
・∞い

g
R
そ
の
最
終
章
第
一
節
第

H
項
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
後
述
H
1
参
照
。

(
日
)
マ
イ
リ
1
の
批
判
は
、
と
り
わ
け
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
フ

l
パ

i
試
案
は
、
公
表
前
に
、
ス
イ
ス
の
(
国
際
私
法
)
専
門
家

に
対
し
て
何
の
説
明
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
ハ

1
グ
国
際
私
法
会
議
の
代
表
の
意
見
を
あ
ら
か
じ
め
聞
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

第
二
に
、
立
法
形
式
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
は
単
行
法
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
に
、
住
所
地
法
主
義
と
本
国
法
主
義
の
調
整
に
つ
い
て

は
、
フ

l
パ
l
試
案
の
よ
う
な
解
決
方
法
は
他
に
見
た
こ
と
も
な
く
、
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、

N
A
G
の
原
則
を
拡
張
す
る

と
共
に
、
万
国
国
際
法
学
会
の
(
一
八
八

O
年
の
)
決
議
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
司
・
冨
包
ロ
ロ
庁
間
。
色
宮
内
巳
芯
ロ
仏
B
R
V当
巴
見
ユ
∞
各
自
司

Z
Sゲ

ロロ己

g
g吟
2
y
g
(
E
C
H
)
・∞
-HHN
片岡・

(
日
)
従
っ
て
、
一
九

O
四
年
の
委
員
会
草
案
は
、
国
際
私
法
規
定
を
欠
い
て
、
公
表
さ
れ
た
。
回
目
(
昌
吉
岡
)
・

ω
∞
叶
己
-
一

gg-
∞ロロ

ω斗
河

(]{唱。吋)・

ω・]{N
∞・

(
口
)
一
九

O
五
年
の
政
府
草
案
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
は
、
回
∞
H
(
E
C印
|
口

)
w
m
N呂
町
内
連
邦
政
府
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
第
一
七
四
五

条
の
起
草
趣
旨
は
、
基
本
的
に
は
、
フ

i
パ

l
試
案
の
最
終
章
第
一
節
第
H
項
と
変
わ
ら
な
い
が
、
法
的
安
定
性
の
た
め
に
、
住
所
地
法
に
従
う

べ
き
外
国
人
と
本
国
法
に
従
う
べ
き
外
国
人
の
区
別
を
簡
明
に
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
∞
∞
同

(50日
ロ
)
・

ω
日
由
同
ち
な
み
に
、
こ

の
一
九

O
五
年
草
案
の
国
際
私
法
規
定
は
、
ま
ず
ハ

l
グ
国
際
私
法
会
議
の
連
邦
政
府
代
表
、
す
な
わ
ち
マ
イ
リ
1
(
チ
ュ

1
リ
ツ
ヒ
大
学
教
授
)

お
よ
び
ロ

i
ガ
ン
(
ロ

l
ザ
ン
ヌ
大
学
教
授
)
の
鑑
定
に
付
さ
れ
、
更
に
、
ロ

l
ガ
ン
お
よ
び
グ
レ
ニ
エ
(
ロ
|
ザ
ン
ヌ
大
学
教
授
)
が
出
席
し

た
会
議
に
お
い
て
審
議
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
∞
回
H
(
E
C印l
l

ロ
ア

ω・
可
同
前
掲
・
注
(
日
)
の
マ
イ
リ
1
の
批
判
参
照
。

(
日
)
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

ω丹市ロ・切ロロ・

ω吋同州

(
E
0
3
・
ω-HN由民・
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説

(
四
)
追
加
さ
れ
た
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
述

H5ω
お
よ
び
ロ

ω参
照
。

(却

)ω
宮
口
・
∞
ロ
ロ
・

ω吋
河

(H由。
3
・
ω-HN吋同・

(
幻
)
例
え
ば
、
ス
イ
ス
法
曹
協
会
は
、
す
で
に
一
九
二
五
年
に
国
際
債
務
法
を
も
含
め
た
包
括
的
立
法
要
求
の
決
議
を
行
っ
て
い
る
。

Nω
河

(EN印
|

ロ
ア

ω・
ωωE-
そ
の
後
の
学
説
と
し
て
は
、
国
・
甲
山
門
N
m
n
F
P
U白印刷》
g
z
m
S
仏
旬
。
巾
凹
巾
皮
肉
巾
σ
g
m
ロ
σ巾
司
仏
国
三
口
Z
E丘一。ロ白
Z
3
1日〈印可
R
E

門田巾『

ωnyd司
a
n
N
ω
同州

(
E
N
S
-
∞
-NωN
町
内
・
一
〉
・
同

ω円『ロ一昨
N巾♂回巾色白吋同門同町四回
ωnv毛
色
N巾ユ凹
nyoH口
同
町
『
ロ
白
色
。
ロ
色
。
句
ユ
〈
印
可
巾
円
宮
包
ロ
巾
田
口
巾
戸
国
内
川
口

。巾印巾同
N
g
J
w
-
ω
出
閉
山
(
同
呂
町
)
・

ω・
自
民
・
一
色
巾
3
・
開
口
件
当
口
広
巾
Z
g
H
N
R
Z
Eロ
g
g己
ロ
ロ
問
的
関
巾
師
免
N
g
L口
一
司
mw叩件関白
σ巾
N
C
B
吋0
・

。
S
R
Z
E
m
gロ
冨
mwM向
。
己
丹
N呈一
-
R
(
H
S
S
・
ω・
お
由
民
・
一
巧
-mvnFα
ロ
g
g吋
m
q
z・
司
・
冨
m
m
r
Nロ
江
口
町
巾
『
州
内
O
E
g
g
g吋
N
Z
S

ωnF42-N巾ユ凹
nymロ
N円三
-m22Nσ
ロ
ny・
4
a
g出
ロ
色
〈
宮
(
巴
吋
ω)
・
ω・
ωN
『・

論

I
P
R
G成
立
の
経
緯

今
回
の
立
法
作
業
の
契
機
は
、
ス
イ
ス
法
曹
協
会
の
一
九
七
一
年
総
会
に
お
け
る
報
告
お
よ
び
討
論
に
あ
る
。
フ
ィ
シ
ャ

1
お
よ
び
ブ
ロ

ジ
l
ニ
の
報
告
は
、
少
な
く
と
も

N
A
G
の
全
面
改
正
と
い
う
点
で
は
、
一
致
し
て
い
お
r

こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
法
分
野
に
つ
い
て
は
、

意
見
が
分
か
料
「
総
論
の
立
法
化
に
つ
い
て
は
、
両
者
と
も
消
極
的
で
あ
っ

M
r
包
括
的
な
立
法
に
反
対
し
な
が
ら
、

N
A
G
の
全
面
改
正

3 

を
主
張
す
る
理
由
は
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
一
日
一
成
文
法
と
し
て
成
立
し
た
も
の
を
再
び
不
文
法
に
戻

す
こ
と
は
、
経
験
則
上
不
可
能
で
あ
る
。
第
二
に
、
家
族
法
お
よ
び
相
続
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
法
的
安
定
性
が
重
要
で
あ
り
、

ま
た
、
こ
こ
で
は
法
適
用
が
裁
判
所
で
は
な
く
官
庁
の
手
に
大
部
分
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、

N
A
G
の
規
定
は
、
現
状
に
お
い
て

満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
包
括
的
立
法
に
反
対
す
る
理
由
は
多
岐
に
渡
る
が
、
と
り
わ
け
判
決
の
硬
直
化
お

よ
び
国
際
的
法
統
一
の
阻
害
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
討
議
に
お
い
て
は
、
総
論
を
も
含
め
た
包
括
的
立
法
を
主
張
す
る
者
、

N
A
Gだ
け
の
改
正
を
主
張
す
る
者
、

N
A
G
の
改
正
を
不
要
と
主
張
す
る
者
、

N
A
G
を
廃
止
し
て
国
際
私
法
全
体
を
判
例
に
委
ね
よ
と
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主
張
す
る
者
、
こ
の
よ
う
に
様
々
の
見
解
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
間
も
な
く
、
連
邦
議
会
に
動
議
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
動
議
は
、
形
式
上
は

N
A
G
の
全
面
改
正
を
要
求
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
新
た
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
分
野
と
し
て
、
法
人
に
関
す
る
法
・
外
国
に
お
け
る
外
国
人
に
関
す
る
法
・
国
際
債
務
法
・
国
際
物

権
法
・
国
際
私
法
総
論
を
挙
げ
て
お
り
、
実
質
上
は
包
括
的
立
法
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
政
府
は
、
先
の
ス

イ
ス
法
曹
協
会
の
年
次
総
会
に
お
け
る
意
見
の
不
一
致
を
も
考
慮
し
て
、
問
題
全
体
を
専
門
家
グ
ル
ー
プ
の
作
業
に
委
ね
、
そ
の
作
業
の
結

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

果
は
、
動
議
に
拘
束
さ
れ
な
い
で
判
断
し
た
い
と
回
答
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
動
議
は
要
請
に
変
更
さ
れ
、
連
邦
下
院
が
一
九
七
二
年
九
月

二
七
日
の
決
議
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
支
持
し
た
。
翌
一
九
七
三
年
、
連
邦
政
府
は
、
ス
イ
ス
国
際
法
協
会
に
対
し
、
「
学
説
お
よ
び
実
務
の
現

状
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
限
り
に
お
い
て
」
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
・
国
際
民
事
訴
訟
法
の
試
案
を
作
成
す
る
よ
う
依
頼
し
た
。

こ
の
依
頼
に
も
と
づ
き
、
ス
イ
ス
国
際
法
協
会
は
、
そ
の
会
員
の
中
か
ら
人
選
を
行
い
、
こ
の
人
選
を
受
け
て
、
専
門
委
員
が
任
命
さ
れ

M
r

こ
の
専
門
委
員
会
は
、
そ
の
後
一
九
七
八
年
に
全
文
一
九
六
条
か
ら
な
る
試
案
お
よ
び
最
終
報
告
書
を
提
出
し

mr
報
告
書
の
冒
頭
に
お

い
て
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
の
現
状
が
概
観
さ
れ
た
後
、
そ
こ
に
は
多
数
の
欠
融
お
よ
び
欠
陥
が
存
在
す
る
と
の
結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
。
も
つ

ス
イ
ス
は
、
約
三

O
Oに
上
る
二
国
間
お
よ
び
多
数
国
聞
の
国
際
私
法
関
係
条
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
ス
イ
ス
国
際
私

シ
)
ふ
υ

、

法
の
運
用
を
容
易
な
ら
し
め
る
ど
こ
ろ
か
、

む
し
ろ
圏
内
立
法
の
欠
知
を
際
立
た
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
、
国
際
私
法
条
約
を
填
め

込
む
べ
き
「
圏
内
法
の
枠
L

が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
専
門
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
包
括
的
立
法
の
結
論
を
下
し
た
の
で

あ
る
。そ
の
後
直
ち
に
、
こ
の
試
案
に
つ
い
て
、
各
方
面
に
意
見
が
求
め
ら
れ
た
。
立
法
の
必
要
性
に
関
し
て
は
、
大
部
分
は
、
専
門
委
員
会
の

方
針
に
同
意
し
た
も
の
の
、
一
部
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
、
判
決
の
硬
直
化
お
よ
び
国
際
私
法
条
約
の
増
大
に
よ
る
圏
内
立
法
の
実
質
的

意
義
の
喪
失
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
立
法
で
は
な
く
、
部
分
立
法
に
留
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
、

部
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説

に
は
残
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
例
え
ば
、
一
九
七
八
年
の
試
案
に
お
い
て
は
、
第
一
二
章
と
し
て
、
「
司
法
共
助
、
訴
訟
費
用
の
担
保
お
よ

び
訴
訟
上
の
救
助
」
(
第
一
八
三
条
第
一
八
九
条
)
が
置
か
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草
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お
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独
立
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司
法
共
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し
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追
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し
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)
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い
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な
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限
り
、
ド
イ
ツ
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版
を
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用
す
る
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但
し
、
条
文
の
翻
訳
に
際
し
て
は
、
常
に
独
・
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・
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を
比

較
し
た
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そ
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つ
い
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(
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九
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案
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第
二
草
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と
称
さ
れ
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が
、
前
掲
・
注
(
泊
)
に
お
い
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述
べ
た
の
と
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の
理
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に
よ
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
政
府
草
案
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ま
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単
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「
草
案
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と
し
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引
用
す
る
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体
の
性
質
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連
邦
政
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よ
る
連
邦
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会
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対
す
る
報
告
書
で
あ
る

が
、
そ
の
中
に
は
、
草
案
と
理
由
書
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
草
案
は
条
文
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号
に
よ
り
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別
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数
に
よ
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す
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4 

I
P
R
G
成
立
の
要
因

ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
私
法
の
法
典
化
と
い
う
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
実
を
説
明
す
る
に
は
、
政
治
的
側
面
、
憲
法
問
題
な
ど
も
考
慮
す
る



説

必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
国
際
私
法
プ
ロ
パ

1
の
問
題
に
限
定
し
た
い
。

ま
ず

N
A
G
-
Z
G
B成
立
の
時
代
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
本
国
法
主
義
が
定
着
し
始
め
た
噴
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
時
の
立
法

作
業
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
。
し
か
る
に
、
当
時
に
お
い
て
も
、
す
で
に
在
留
外
国
人
は
、
ス
イ
ス
住
民
の
か
な
り
の

割
合
を
占
め
て
い
た
(
後
述
H
1
参
照
)
。
そ
こ
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
住
所
地
法
主
義
と
本
国
法
主
義
の
調
整
が
図
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
失

敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

論

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の

N
A
G
の
運
用
に
お
い
て
は
、
住
所
地
法
主
義
の
適
用
を
命
じ
た
原
則
規
定
で
は
な
く
、
む
し
ろ
例
外
的
に
本
国

法
を
指
定
し
て
い
た
規
定
に
問
題
が
生
じ
、
そ
れ
が
一
九
七
二
年
お
よ
び
一
九
七
六
年
に
お
け
る

N
A
G
の
一
部
改
正
に
つ
な
が
っ
た
。
更

に
、
周
辺
諸
国
お
よ
び
ハ

1
グ
国
際
私
法
会
議
に
お
い
て
も
、
本
国
法
主
義
は
、
絶
対
的
優
位
を
徐
々
に
失
い
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は

修
正
を
余
儀
無
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
お
い
て
も
、
属
人
法
の
決
定
基
準
に
つ
い
て
合

意
の
成
立
が
可
能
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

第
二
に
、
ス
イ
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
中
心
に
位
置
す
る
小
国
と
し
て
、
す
で
に

N
A
G
の
時
代
か
ら
、
国
際
私
法
条
約
の
締
結
に

積
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
国
法
主
義
が
定
着
し
始
め
て
い
た
時
期
に
、
ハ

1
グ
国
際
私
法
会

議
も
す
で
に
活
動
を
開
始
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
た
と
え
住
所
地
法
主
義
に
も
と
づ
く
国
内
立
法
を
成
立
さ
せ
た
と
し
て
も
、
本
国
法
主
義

に
も
と
づ
く
多
数
国
間
条
約
の
批
准
に
よ
り
、
実
質
上
、
圏
内
立
法
が
無
意
味
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
、

Z
G
B

草
案
に
お
け
る
国
際
私
法
規
定
は
削
除
さ
れ
、
暫
定
期
間
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
ハ

l
グ
国
際
私

そ
れ
は
、
事
項
的
に
限
ら
れ
た
分
野

を
扱
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
す
べ
て
の
周
辺
諸
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
よ
り
も
ス
イ
ス
自

体
が
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
す
べ
て
の
ハ

l
グ
条
約
を
批
准
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

法
条
約
の
状
況
は
、
も
は
や
こ
れ
を
園
内
立
法
不
要
の
理
由
と
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
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一
部
に
お

他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
圏
内
立
法
が
国
際
私
法
の
統
一
を
阻
害
す
る
と
の
考
え
は
、

い
て
根
強
く
残
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
危
慎
も
、

I
P
R
G
の
制
定
過
程
に
お
い
て
克
服
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

前
述
の
よ
う
に
、

I
P
R
G
は
、
国
際
私
法
条
約
を
填
め
込
む
べ
き
「
圏
内
法
の
枠
」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
国
際
私

法
条
約
を
す
べ
て
受
容
可
能
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ス
イ
ス
が
す
で
に
批
准
し
た
国
際
私
法
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
、
圏
内
法
に
対
す
る

条
約
法
の
優
位
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
(
第
一
条
第
二
項
)
、
ス
イ
ス
が

I
P
R
G
成
立
後
も
、
国
際
私
法
条
約
の
締
結
に
積
極
的
で
あ
り

続
け
る
と
い
う
政
策
の
表
明
と
も
受
け
取
れ
よ
う
。

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

I
P
R
G
は
、
相
互
主
義
に
も
と
づ
か
な
い
普
遍
的
適
用
の
条
約
を
、
直
接
に
指
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
問
の
扶
養
義

務
(
第
四
九
条
)
、
親
子
聞
の
扶
養
義
務
(
第
八
三
条
)
、
遺
言
の
方
式
(
第
九
三
条
)
、
有
体
動
産
の
売
買
(
第
一
一
八
条
)
、
道
路
交
通
事

故
(
第
一
三
四
条
)
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
執
行
(
第
一
九
四
条
)
、
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
条
約
に
よ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
互
主
義
に
も
と
づ
く
条
約
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
、

I
P
R
G
の
条
文
に
お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
な
い

ま
た
、

が
、
後
見
に
関
す
る
第
八
五
条
の
よ
う
に
、

I
P
R
G
が
相
互
主
義
の
要
件
を
外
し
、
普
遍
的
適
用
に
拡
張
し
た
条
約
も
見
ら
れ
る
。
他
方

に
お
い
て
、
そ
の
他
の
相
互
主
義
に
も
と
づ
く
条
約
に
関
係
す
る
事
項
は
、
外
国
離
婚
判
決
の
承
認
(
第
六
五
条
)
お
よ
び
養
子
縁
組
(
第

七
五
条
以
下
)
の
よ
う
に
、

I
P
R
G
に
お
い
て
独
自
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
全
く
問
題
を
生
じ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
締
約
国

間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
第
一
条
第
二
項
に
よ
り
、
当
然
に
条
約
だ
け
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
ス
イ
ス
の
学
説
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
は
、
法
典
化
に
対
し
て
消
極
的
に
作
用
し
て
い
た
。
そ
の
典
型
は
、
ス
イ
ス
法

曹
協
会
の
一
九
七
一
年
総
会
に
お
け
る
フ
イ
シ
ャ

l
の
報
告
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
な
判
決
の
硬
直
化
に
対
す
る
警
戒
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
フ

l
パ
l
試
案
の
よ
う
な
国
際
私
法
規
定
で
あ
り
、
フ
ィ
シ
ャ

l
の
主
張
は
、
む
し
ろ

I
P
R
G
の

起
草
過
程
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
フ

i
パ
1
試
案
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
人
事
・
家
族
・
相
続
法
関
係
、

北法40(2・19)309



説

在
留
外
国
人
の
同
様
の
法
律
関
係
、
物
権
お
よ
び
債
権
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
か
条
を
規
定
す
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
他
に
は
、
若
干
の
総

則
規
定
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
適
用
範
囲
の
広
い
概
括
的
な
国
際
私
法
規
定
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
判
決
の
硬
直
化

が
著
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
寸
表
面
的
に
同
じ
に
見
え
る
も
の
」
も
、
厳
密
に
区
別
す
る
方
針
が
取
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

I
P
R
G
は
、
意
識
的
に
詳
細
な
規
定
方
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
国
際
民
事
訴
訟
法
を
含
む
と

は
い
え
、
二

O
O条
に
上
る
規
定
を
擁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
随
所
に
硬
直
化
防
止
の
た
め
の
規
定
が
置

か
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
一
般
例
外
条
項
は
、
こ
の
よ
う
な

I
P
R
G成
立
の
経
緯
を
抜
き
に
し
て
は
、
語
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
け
る
国
際
私
法
法
典
化
の
傾
向
を
挙
げ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

N
A
G
-
Z
G
B成
立
の
時
代

に
は
、
確
か
に
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
な
ど
に
成
文
国
際
私
法
が
存
在
し
て
い
た
が
、
ま
だ
不
完
全
な
も
の

が
多
か
つ
が
「
ス
イ
ス
法
曹
協
会
の
一
九
七
一
年
総
会
の
当
時
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
諸
国
に
国
際
私
法
改
正
の
動
き
が
あ
っ
た
が
、
ま

だ
本
格
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
政
府
草
案
の
審
議
が
開
始
さ
れ
た
一
九
八
五
年
に
は
、
す
で
に
オ

l
ス
ト

こ
九
七
八
年
)
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
(
一
九
六
三
年
)
、
ポ
ー
ラ
ン
ド

(
一
九
七
九
年
)
、
ト
ル
コ

論

(
一
九
六
六
年
)
、
ド
イ
ツ

二
九
八
二
年
)
等
に
お
い
て
包
括
的
国
際
私
法
典
が
成
立
し
て

も
目
前
に
追
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
包
括
的
法
典
化
の
傾
向
は
、
い
ま

や
着
実
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
政
府
草
案
は
、
他
に
例
を
見
な
い
程
の
条
文
数
と
は
い
え
、
こ
れ
を
拒
否
す
べ
き
理
由
は
見
出
し
難
か
っ

た
と
言
え
よ
う
。

リ
ア

二
九
六
五
年
)
、

ポ
ル
ト
ガ
ル

民
主
共
和
国
(
一
九
七
五
年
)
、

ハ
ン
ガ
リ
ー

お
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の

E
G
B
G
B
改
正
ご
九
八
六
年
)

以
上
の
よ
う
に
、

I
P
R
G成
立
の
過
程
は
、
決
し
て
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

N
A
G
の
問
題
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
決
し
て

そ
の
当
時
か
ら
急
務
と
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

九
七
三
年
に
専
門
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
か
ら
も
、
更
に
、

し
ば
ら
く
様
子
を
見
る
こ
と
が
決
断
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一
九
七
八
年
の
試
案
お
よ
び
一
九
八
二
年
の
草
案
が
公
表
さ
れ
て
か
ら
も
、
反
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

よ
う
や
く
一
九
八
七
年
に

I
P
R
Gが
成
立
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
に
有
利
な
環
境
が

I
P
R
G
の
内
容
自
体
に
お
い
て
も
、
反
対
意
見
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た
問
題
点
が
一
応
の
解
決

を
見
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な

I
P
R
G
の
解
決
を
す
べ
て
考
察
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で

対
意
見
が
表
明
さ
れ
続
け
て
き
た
。

し
か
る
に
、

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、

は
、
二
つ
の
重
要
な
テ

1
マ
、
す
な
わ
ち
、
属
人
法
の
決
定
基
準
お
よ
び
一
般
例
外
条
項
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(お

)
I
P
R
G
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
、
連
邦
法
務
省
が
一
九
八

O
年
二
月
一
五
日
付
け
の
鑑
定
書
を
提
出
し
て
い
る
。
〈
吋
∞
合

(
5
2
)
Z司・畠・

ω-N吋
由
民
・
〈
mF
白ロ
nE
切
。
仲
田

nF同
町

F
白
・
白
・
0
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・
∞
-N∞
戸
一
∞
円
E
z
g
σ
q
k
z
-
白
血
0
・

w〉
ロ
ヨ
(
吋

)w
∞
-NO
民・

(
却
)
す
で
に

N
A
G
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
万
国
国
際
法
学
会
の
一
八
八

O
年
決
議
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
学
説
に
お
け
る
本
国
法
主
義
へ
の
傾
斜

が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
∞
巴
(
冨
g
l
E
)
・
ω・
2
H

ま
た
、

Z
G
B
の
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
が
す
で
に
本
国
法
主
義
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
本
国
法
主
義
が
有
力
と

な
り
、
国
際
私
法
統
一
条
約
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
基
調
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
∞
巴

(EC印
|
口
)
・

ω・印∞・〈
m-
田口

n
F
2
2・

∞ロ--・

ω叶閉山

(Eos-
∞
-HN品
・
更
に
、
フ

l
パ

1
試
案
に
関
し
て
は
、
後
述
H
1
参
照
。

(ω)
後
述
H
5
(
1
)
お
よ
び

m
2参
照
。

(
H
U
)

例
え
ば
、
西
ド
イ
ツ
の
改
正
法
に
お
い
て
は
、
常
居
所
の
単
独
連
結
(
第
八
条
、
第
一
八
条
、
第
二

O
条
第
二
項
)
、
法
選
択
の
可
能
性
(
第
一

O
条
第
四
項
・
第
五
項
、
第
一
五
条
第
二
項
)
、
択
一
的
連
結
(
第
二

O
条
第
一
項
)
、
補
充
的
連
結
(
第
一
三
条
第
二
項
)
、
段
階
的
連
結
(
第
一

四
条
第
一
項
、
第
一
七
条
、
第
一
九
条
、
第
二
一
条
)
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
改
正
法
に
お
い
て
も
、
段
階
的
連
結
(
第

一
八
条
、
第
一
九
条
、
第
二

O
条
第
一
項
)
お
よ
び
法
選
択
の
可
能
性
(
第
一
九
条
)
が
見
ら
れ
る
。
ハ

1
グ
国
際
私
法
条
約
に
お
け
る
常
居
所

概
念
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
後
述
H
3参
照
。

(必

)ω
芯
ロ
・
∞
三
--ω
吋
月

2
2
3
・
ω-HN叶同・

(
日
)
ス
イ
ス
の
学
説
に
お
け
る
同
様
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、

m，ユ門
Nmnzw
白・白・0・

w〉ロヨ・

(NH)
・
ω・
自
由
『
・
一
回
円
omm-E-
回・白・。
-w
〉ロ
5
・
(NN)w

ω・
ωCH
一
言
〈
O
ロ
ω
E
m
R
-
N
R
問
。
色
町
内
W
住
吉
母
国

-
E
R
B
E
E
-
g
同

4
3
5
n
v
F
N
Zぐ
HH印
(
昌
司
)
ふ
-
E
R
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説論

(
川
判
)
例
え
ば
、
一
九
八
八
年
七
月
二
一
日
現
在
で
み
る
と
、
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
八

O
年
ま
で
に
成
立
し
た
ハ

l
グ
条
約
二
八
件
の
う
ち
、
一
三

件
だ
け
が
ス
イ
ス
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
イ
ス
が
批
准
し
て
い
な
い
条
約
の
う
ち
、
五
件
は
す
で
に
発
効
し
て
い
る
。
但
し
、

司
法
共
助
に
関
す
る
三
件
の
条
約
は
、
現
在
、
連
邦
政
府
部
内
に
お
い
て
批
准
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
〈
。
-wg-
由・出・

0
・〉ロ
5
・

(ωAF)wω
・
]FN印同・

(
M
W
)

ぐ目的円
FR-
白・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・

(NN)
・
ωω
品
問
・
〈
内
】
白
znVMν

恒常『
n-R-Nω
同州

(
5
2
l
H
H
)
・
ω・
色
町
一
〉
・
4
。ロ

0
5号
R
w
-
N
ω
H
N
(凶
器
3
・

ω・
ロ
ω・
但
し
、
フ
ォ
ン
・
オ
ヴ
ァ

l
ベ
ッ
ク
は
、
後
に
改
説
し
た
。

Nω
河

(HSHlHH)
・
ω
-
b
0・

(
組
問
)
詳
細
に
つ
い
て
は
、

ω与
さ
釦
互
角
・
目
・
回
・

0
・・〉ロヨ・(由)・

ω・
品
目
町
内
ち
な
み
に
、
国
際
私
法
に
お
け
る
条
約
の
優
位
は
、
ス
イ
ス
法
の
伝
統
と

言
え
よ
う
。

N
A
G第
三
四
条
、
一
九

O
O年
の
フ

l
パ

l
草
案
第
五
条
第
一
項
、
一
九

O
五
年
の

Z
G
B
草
案
第
一
七
四
一
条
第
一
項
・
第
二

項
。
〈
m
-
-
E
n
F
ω
芯
ロ
・
∞
ロ
ロ
・

ω吋閉山

(
5
0
3
・
ω・回目・

(
灯
)
〈
包
・
〈
O
口
。
〈
巾
号
巾
n
F
白
・
同
・
。
・
・
〉
ロ
ヨ
・

(ω
叶)・

ω・
ωω
。・

Z
G
B
の
制
定
過
程
に
お
け
る
同
様
の
態
度
表
明
に
つ
い
て
は
、
∞
盟

(
E
C印
lHH)噌

ω・
印
由
一

ω丹叩ロ・切ロロ・

ω、H，
m
(
E
0
3
・
ω-HN叶内・

(
必
)
条
約
の
直
接
指
定
は
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
単
な
る
情
報
提
供
の
意
味
を
持
つ
だ
け
で
あ
る
。

ω門町名宮内凶巾叶唱曲一・

ω・
9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
申
)
・

ω・

AFmv
一
〉
-MW・
4
0
ロ
。
〈
巾
ユ
MmnwwF巾
℃
「
。
〕
巾
門
的
口
一
印
印
巾
仏
mw
】
包
印
ロ
『
]
巾
弘
同
・
0
日伸一口丹市同口白押印。口白}匂
H-M〈
m

d
ロ
巾
円
。
門
出
出
向
釦
昨
日
。
ロ
ロ
白
昨
日
0
ロ白】
m
a
-

-ロ印匂一円白氏。ロ山口同
mw同
・
口
出
丘
。
ロ
白
ロ
回
同
一
巾
叫
・
仏
印
ロ
印
一
円
。
-
-
。
門
H
C
巾
巾
ロ
凹
O
E
〈巾口一吋仏巾司同・田口円
o-開門担巴吋角川口同(]{双山由
)
-
u・印印ω・

(ω)
し
か
も
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
機
関
の
管
轄
、
準
拠
法
お
よ
び
判
決
・
決
定
の
承
認
に
関
す
る
一
九
六
五
年
一
一
月
一
五
日
の
ハ

l
グ
条
約

は
、
ス
イ
ス
以
外
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
お
よ
び
英
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
(
一
九
八
八
年
七
月
一
一
一
日
現
在
)
。

(
印
)
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
は
、
更
に
、
第
三
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
実
質
法
の
統
一
を
目
的
と
す
る
条
約
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら

の
条
約
も
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
直
接
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
一
条
第
二
項
に
よ
り
、

I
P
R
G
に
対
し
て
優
先
す
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。

ω
n
v
z
g
σ
R
W
Z
L
F
白・

9
・〉ロ
B
・(吋)・

ω
-
b
一
切
2
R
E
F
白
・
白
・
。
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・白・

(
日
)
同
様
の
傾
向
と
し
て
は
、

NωHN(巴叶
H
|
口)・

ω・
2
叶
同
町
・
(
司
・
冨
・
の
E
N当日巾司)・

ω・品
N
M
R
-
(河
・
出
巾
ロ
m
R
Z巾『)・

(臼

)
ω
n
y
z
a
σ
R
W
F
F
白・印・

0.‘
k
r
ロ
5
・(吋)唾

mwMM
同
一
切
。
門
mny阻
止
・
白
血

0
・w〉ロ
B
・(吋)・

ω-Nω
『
・
〈
也
-hEnF
同
〈
目
的
nvq-
巴
巾
関
ユ
丘
町

白ロ門凶
R
F
R
}
a
s
s
-一n
y
g
呂
aycbmw
仏
g
E
g
E白巴。
E
-
g
H
V
H・日〈白門司巾
nys--口
一
出
協
同
氏
}
同
志
向
ロ
ヱ
)
共
同
門
〉
・
の
R
B田
口
口
(
呂
町
甲
)
・

ω・
ω室

内比一-
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

(
臼
)
例
え
ば
、
第
三
条
(
緊
急
管
轄
)
、
第
一
五
条
(
例
外
条
項
)
、
第
一
九
条
(
外
国
の
強
行
適
用
規
定
の
考
慮
)
、
第
一
一
七
条
(
契
約
の
客
観
的

連
結
)
な
ど
が
代
表
的
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
後
述
盟
参
照
。
〈
包
・
白
cnv
〉
S
F
∞ロロ・

ω吋
河

(HSgwω

巴
吋
一
〉
・
民

ωny口三一巾
F
U
S

ロ巾ロ巾ロベ周目。巾印
2
N
(邑∞∞)・
ω
-
E
同
一
民

ωぽ
F
F
N
Z
B
開

2
4司
ロ
ユ
包
ロ
巾
由
回
nyd司包
Nm江田
ny巾ロ∞ロロ島町田肉角川田
2
N巾田口
σ巾円仏印印

Z
Z目
白
色
。
ロ
白
-o

E
S
5
n
z
-
担
当
¥
〉
巧
ロ

(
H
2
8
・
ω・吋
ω
印町内・

(
日
)
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の

E
G
B
G
B
(
一
八
九
六
年
)
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
(
一
八

O
四
年
)
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
A
B
G
B
(
一
八
一
一
年
)
、
ィ

タ
リ
ア
の
民
法
施
行
規
則
(
一
八
六
五
年
)
な
ど
。
〈
包
・

2
n
F
5
m
n
y
m
F
目・白・

0
・・〉ロヨ・
(
N
N
)

・
ω
-
S

(
町
)
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
私
法
協
会
の
草
案
(
一
九
五
一
年
、
一
九
五
五
年
)
、
西
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
会
議
の
改
正
提
案
(
一
九
六

O
年、

一
九
六
六
年
、
一
九
六
九
年
)
、
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
イ
ツ
タ
草
案
(
一
九
六
七
年
)
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
シ
ュ
ヴ
イ
ン
ト
草
案
(
一
九
七
一
年
)
な
ど
。

〈
包
・
〈
-
R
F
2・
白
・
同
-
。
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
N
N
)

・
ω・
ω由民・

(
団
)
〈
m
F
E
n
y
宮
・
の
Z
R豆
己
負

-
u
q
開
三
者
民
間

NE
巾
山
口
角
関

oe宮
内
田
同
一
。
ロ
己
g
R
v
d司
包
括
江
田
円
宮
口

E
8
2釦
Z
C
ロ
と
胃
守
2
5
n
F
F
N
ω
月

(
H
S申
l
H
)
ゲ

ω・
品
問
・
フ
ィ
シ
ャ

l
も
、
こ
れ
ら
の
国
に
お
け
る
包
括
的
法
典
化
の
傾
向
を
意
識
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
〉
B
F
∞ロロ

ω斗
河
(
同
富
山
)
・
∞
-
M
N酌・

II 

属
人
法
の
決
定
基
準

在
留
外
国
人
お
よ
び
在
外
ス
イ
ス
人
の
状
況

ス
イ
ス
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
は
、
常
に
大
き
な
社
会
・
経
済
問
題
で
あ
っ
た
。
す
で
に

N
A
G
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
在
留

一
八
八

O
年
二
一
月
一
日
付
け
の
統
計
に
よ
る
と
、
ス
イ
ス
住
民
二
、
八
四
六
、

1 

外
国
人
数
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一O
二
人

の
う
ち
、
在
留
外
国
人
数
は
、
二
一
て

O
三
五
人
で
あ
り
、

パ
i
ゼ
ル
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
州
に
お
い
て
は
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
ジ
ュ
ネ

l
ヴ

州
に
お
い
て
は
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
。
更
に
、

N
A
G
に
と
っ
て
重
要
な
他
州
出
身
者
数
は
、

パ
!
ゼ
ル
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
州
に
お
い
て
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説

三
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
州
に
お
い
て
二

O
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
の
在
留
外
国
人
数
を
合
わ
せ
る
と
、
自
州
民
以
外

論

の
割
合
は
、
パ

l
ゼ
ル
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
州
に
お
い
て
七

O
パ
ー
セ
ン
ト
、
ジ
ュ
ネ

1
ヴ
州
に
お
い
て
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
り
、
こ
れ
ら
の

住
民
に
つ
い
て
、
外
国
法
な
い
し
他
州
法
の
適
用
を
命
じ
る
本
国
法
な
い
し
本
籍
地
法
主
義
は
、
到
底
受
け
入
れ
難
い
と
い
う
の
で
あ
ぷ
「

更
に
、
フ

l
パ
l
は
、
住
所
地
法
主
義
と
本
国
法
主
義
の
調
整
の
必
要
性
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

N
A
G
の
住
所

地
法
主
義
は
、
確
か
に
、
現
在
通
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
本
国
法
主
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
人
は
、
通
常
、
ス
イ
ス
国
籍

を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
金
銭
を
支
払
っ
て
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
(
市
町
村
)
に
帰
属
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
、
た
と
え
何
世
代
に
も

渡
っ
て
、
ス
イ
ス
に
居
住
し
て
い
よ
う
と
も
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
は
、
外
国
人
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
試
案
の
規
定
は
、
住
所
地
法

主
義
と
本
国
法
主
義
の
調
和
を
図
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
帰
化
が
比
較
的
容
易
と
な
っ
た
現
在
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ス
イ
ス
へ
の
帰
化
件
数
は
、
最
近

一
0
年
聞
を
み
る
と
、
毎
年
一
万
件
前
後
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
八
七
年
一
月
一
日
現
在
の
在
留
外
国
人
数
は
、
九
七
七
、

0
0
0

人
で
あ
り
、
全
人
口
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
更
に
、
質
的
側
面
を
み
て
も
、
一
九
八
六
年
に
ス
イ
ス
に
お
い
て
挙
行
さ
れ
た
婚
姻

四
O
、
二
三
四
件
の
う
ち
、
約
四
分
の
一
に
お
い
て
、
当
事
者
の
双
方
ま
た
は
一
方
が
外
国
人
で
あ
り
、
七
六
、
三
二

O
人
の
出
生
者
の
う

ち
、
一
二
、
二
五
一
人
が
外
国
人
で
あ
る
。
養
子
縁
組
に
至
っ
て
は
、
一
、
四
三

O
件
の
う
ち
、
半
数
以
上
が
外
国
人
を
養
子
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

次
に
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
状
況
を
み
る
と
、

N
A
G制
定
当
時
に
は
、
正
確
な
統
計
が
な
い
も
の
の
、

O
人
が
外
国
に
移
住
し
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
全
ス
イ
ス
人
の
約
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
。
当
時
に
お
い
て
は
、
南
北
ア
メ

リ
カ
へ
の
農
民
の
移
住
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
最
近
は
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
の
流
出
が
目
立
つ
。
一
九
八
六
年
末
に
在
外
公

一
八
八
三
年
に
は
、

一
一一、

館
に
届
け
ら
れ
た
ス
イ
ス
人
は
、

四
O
二
、
七
八
五
人
で
あ
り
、
全
ス
イ
ス
人
の
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。
但
し
、

そ
の
う
ち
の
こ
五
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

て

五

O
六
人
、
す
な
わ
ち
半
数
以
上
は
重
国
籍
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
連
邦
憲
法
は
、

新
た
に
在
外
ス
イ
ス
人
に
関
す
る
第
四
五
条
b
i
s
を
設
け
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
連
邦
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
本
国
お
よ
び
本
籍
地
と
の

関
係
を
促
進
し
、
こ
の
た
め
の
組
織
を
援
助
す
る
権
限
を
有
す
る
(
第
一
項
)
。
更
に
、
連
邦
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
の
特
別
な
状
況
に
鑑
み
て
、

そ
の
権
利
義
務
の
規
律
に
必
要
な
法
令
、
と
り
わ
け
政
治
的
な
権
利
の
行
使
、
兵
役
義
務
の
履
行
お
よ
び
生
活
保
護
に
関
す
る
法
令
を
制
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
法
令
の
制
定
に
際
し
て
は
、
事
前
に
カ
ン
ト
ン
の
意
見
を
聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
二
項
)
。

一
九
六
六
年
の
改
正
に
よ
り
、

(
町
)
国
際
私
法
に
お
け
る
住
所
地
法
主
義
は
、
ま
さ
に
ス
イ
ス
に
お
い
て
、
外
国
人
統
合
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
司
・

5
R
E
F
同耐え
2
・

同
F
E
一
戸
田
口
白
血
ロ
ロ
巾
『
問
。
-
Z
D
E
Z
5・
白
・
白
・
0
.
‘
〉
ロ
5
・
2
5
・
ω・
M
g
更
に
、
ス
イ
ス
の
就
業
人
口
に
お
け
る
外
国
人
の
比
率
は
、
一
九
七
O

年
以
降
の
数
字
を
み
る
と
、
常
に
ニ

O
パ
l
セ
ン
ド
を
越
え
て
お
り
(
短
期
滞
在
者
を
含
な
て
こ
の
よ
う
な
外
国
人
労
働
者
の
問
題
も
重
要
で
あ

る。

ω門担巴丸山田門町内田』曲目凶円
σcn町内凶巾吋

ωnvd司巾一
N
¥
〉
ロ
ロ
ロ
包
『
巾
印
門
田
片
町
2
0ロ
巾
色
町
]
白

ω口
一
回
印
巾
巴
∞
吋
¥
呂
∞
∞
・

ω・
ωω
町内・

(
問
)
そ
の
他
に
、
国
際
私
法
と
カ
ン
ト
ン
間
私
法
の
相
違
、
取
引
保
護
、
人
の
移
動
の
活
発
化
、
連
邦
憲
法
第
四
六
条
な
ど
が
住
所
地
法
主
義
採
用

の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
∞
巴
(
昆
∞
∞
|
冨

)wω
・
2
N
R・
ち
な
み
に
、
連
邦
憲
法
第
四
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
「
定
住
者
は
、

民
事
的
法
律
関
係
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
住
所
地
の
法
お
よ
び
立
法
に
従
う
。
」
「
連
邦
の
立
法
は
、
こ
の
原
則
の
適
用
お
よ
び
二
重
課
税
防

止
の
た
め
に
、
必
要
な
規
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。
」
従
っ
て
、

N
A
G
は
、
連
邦
憲
法
第
四
六
条
の
「
施
行
法
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ω円
v
z
g
σ
R
W
Z
L
F
同・。
-w
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)λ
山
N
一
回
o
g
n町
民
汁
白
・
印
。
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
・

ω-hp・

(
印
)
何
・
出
口
σ巾
♂
開
ユ
阻
ロ

R
Eロ
mhwロ
N
Z
S
〈。
5
2
4司
ロ
広
島
g

a仏間州市ロ
α
g
g
n
F巾ロ』ロ丸山
N-Cロ
S
F
)
-
w巾一色巾唱曲
3
5
mロ
仲
田
(
冨
C
H
)

・
ω
-
E・

(
伺
)
以
上
の
数
字
に
つ
い
て
は
、
盟
国
片
山
由
片
山
田
n
y
g
E耳
σロ
nv・国・回・
0
・1
〉
ロ
ヨ
-
G
3
・
ω・
ω∞
-s-A広
場
巴
・

(
臼
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
〉
・
田
口
σ
2・
ω門白血一円印}内ロロ仏巾
'FmE-SFω
・〉
Z
2・(冨∞∞)・

ω・
2

一
ω与
さ
包
N
R
∞
Z
三
角
冨
∞
∞
(
冨
∞
∞
)
・

ω-Nm-
一
般

に
、
在
外
ス
イ
ス
人
は
、
そ
の
数
の
多
さ
か
ら
、
ド
イ
ツ
系
、
フ
ラ
ン
ス
系
、
イ
タ
リ
ア
系
、
レ
ー
ト
・
ロ
マ

i
ニ
ツ
シ
ュ
系
に
続
く
「
第
五
の

ス
イ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
。

(臼
)
ω
g門戸田巴∞
n
y
g
』白}回『
σロ
nyw
白・釦・

9
・〉ロ
B
・(印叶)・

ω・
∞
品
目
そ
れ
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
在
住
者
が
二
四
て
六
六

O
人
、
南
北
ア
メ
リ
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説

カ
在
住
者
が
一
一
四
、
四
一
八
人
、
ア
フ
リ
カ
在
住
者
が
一
七
、

一
五
三
人
、
ア
ジ
ア
在
住
者
が
二
一
、
五
二

O
人
と
な
っ
て
い
る
。

論

I
P
R
G
の
基
本
方
針

以
上
の
数
字
か
ら
、
ス
イ
ス
は
、
移
民
受
入
国
で
あ
る
と
同
時
に
、
移
民
送
出
国
で
あ
る
と
も
き
同
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
、

直
ち
に
、
属
人
法
の
決
定
基
準
が
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
報
告
書
お
よ
び
理
白
書
は
、
確
か
に
同
様
の
数
字
を
挙
げ
て
い
る
が
、

N
A
G
の
起
草
過
程
の
際
と
異
な
り
、
そ
れ
は
、
単
に
ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
私
法
立
法
の
必
要
性
を
裏
付
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、

I
P
R
G
に
お
け
る
住
所
地
法
主
義
は
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
で
は
な
く
、
最
も
密
接
な
関
係
と
い
う

I

P
R
G
の
基
本
的
連
結
政
策
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
に
お
け
る
最
も
密
接
な
関
係
の
法
は
、
人
が

生
活
の
中
心
を
置
く
場
所
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
問
題
が
す
べ
て
住
所
地

法
の
適
用
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
も
密
接
な
関
係
は
、
む
し
ろ
本
国
に
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
本
国
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
(
段
階
的
連
結
)
。
ま
た
、

I
P
R
G全
体
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
実
質
法
の
基
礎
に
あ
る
法
目
的
、
法

律
関
係
の
容
易
な
成
立
、
よ
り
柔
軟
な
解
決
な
ど
様
々
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
た
結
果
、
随
所
に
お
い
て
、
択
一
的
連
結
、
補
充
的
連
結
、
当

事
者
に
よ
る
法
選
択
な
ど
様
々
の
連
結
方
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。
更
に
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
対
し
て
も
、
一
定
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
、
そ
の
他
の
問
題
と
区
別
し
て
、
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
以
下
で
は
、
ま
ず
連
結
概
念
と
し
て
の
住
所
・

常
居
所
・
国
籍
に
関
す
る
規
定
を
考
察
し
た
後
、
個
々
の
問
題
に
お
け
る
伶
所
地
法
主
義
お
よ
び
そ
の
修
正
を
順
次
見
て
ゆ
き
た
い
。

な
お
、
全
体
と
し
て
の
住
所
地
法
主
義
採
用
の
理
由
と
し
て
は
、
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

N
A
G
以
来
の
伝
統
、

周
辺
諸
国
お
よ
び
ハ

1
グ
国
際
私
法
条
約
に
お
け
る
本
国
法
主
義
の
後
退
な
ど
も
、
確
か
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
従
来
の
本
国
法
主
義
と
住
所
地
法
主
義
の
対
有
を
止
揚
し
た
点
に
、
意
義
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

2 

I
P
R
G
は、
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

(臼

)ω
円
E
Z田島
q
r
z
w
白・白・

0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω-HN
一
∞
2
R
E
P
-
白・白・

0
・〉ロ
5
・(叶)・

ω・
∞
『
・
後
者
は
、
更
に
、
財
産
法
分
野
に
お
け
る
立

法
の
必
要
性
を
裏
付
け
る
数
字
と
し
て
、
輸
出
入
額
、
外
国
人
労
働
者
数
、
登
録
外
国
会
社
数
、
内
外
直
接
投
資
額
、
外
国
居
住
者
の
特
許
件
数
、

外
国
人
当
事
者
の
関
わ
る
仲
裁
件
数
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

(制

)ω
円
EEmσ
巾門戸
n
Z
L
F
白
0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
噌

ω・
ωN
同
・
一
切
O同
国
内
町
民
?
白
・
白
・

0
・・〉ロヨ・(斗)・

ω・
怠
・
宮
内
〈
肉
戸
白
zny
〈門的
ny巾〆白・白・
0
・・〉ロヨ・

(
M
M
)

・
ω
-
g
R
但
し
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
も
、
本
国
法
主
義
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
見
ら
れ
る
。
目
色
宮
口
関
口
同
町

5
2・国・白・
0
・w

〉ロ
E
G
g
-
ω
・×
M
M内〈口同

(
d
a
∞釦印
mY
〈
qσ
白ロ己

ωnyd司巳
N
巾江田
n
y
R
N
i
r
gロ仏印
σ
g一
B
芯
P
問。口町巾円。ロ
N

仏
R
W白
ロ
件
。
ロ
白
】
巾
ロ
〉
口
町
田
-nF仲間目

σ巾『
α丘
巾
ロ

-
B
N守
口
凹
宮
口
門
日
明
者
巾
印
巾
ロ
)
・
〈
関
戸
田
口
nv
∞
-
u
z
Z
F
N
ω
同
(
早
口

lHH)
・
ω-AHN叶
町
内
一

F
・2ω
口
町
句
。
出
回
一
宮
巾
門
田
口
『
回
同
g
n
y巾H
H
M

巾ロ仲卸

-mw-oF
ロ
回
丘
。
ロ
回
-
ぬ
何
ロ
己
円
。
{
門
戸
ロ
C
W
吋口出
Z
O口出-匂円
{4mmC{担問巾・

ω】口同(]戸市町由也¥吋{})唱

ω-AFHR一・

(
臼
)
〈
包
-
E
n
v
∞。
g
n
F同
F
由
・
同
・
。
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
叶
ア

ω・
2
一
∞
門
Z
5
5
R
-
n
z
-
白・国・

0
・w〉ロヨ・(叶)・
ω・
ωN
同
・
ち
な
み
に
、
一
九

O
O年
の
フ

1

パ

l
試
案
お
よ
び
一
九

O
五
年
の

Z
G
B
草
案
の
よ
う
な
本
国
法
主
義
と
住
所
地
法
主
義
の
調
整
方
法
は
、
一
方
的
抵
触
規
定
と
し
て
の
み
可
能

で
あ
り
、
ス
イ
ス
在
留
の
外
国
人
に
し
か
適
用
で
き
な
い
と
し
て
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
に
よ
り
批
判
さ
れ
て
い
る
。
〈
gnFR-
白・白・

9
・〉ロヨ・

(NN)w

ω.
品

0
.

(侃

)
ω
n
E
5凹
σ
q
w
y
F
目
・
由
・
0
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・
回
一
切
2
m
n
g
p
白・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
・

ω・
日
間
・
ま
た
、
移
民
受
入
国
と
し
て
の
政
策
的
立

場
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
も
あ
る
0
0・同
a
m
-
-
Z
R
E
a
z
E】2
司

E
4田可
o
n
Zム
・
〉
ロ
戸
(
冨
∞
吋
)
・

ω-N∞
N
一〈
Cロ
O
〈
巾
号
RWWOHy

n
一
?
ロ
・
(
品

g
・
u
-
g品
更
に
、
フ
ォ
ン
・
ォ
l
ヴ
ァ

l
べ
ツ
ク
は
、
住
所
地
管
轄
と
結
び
つ
け
て
、
自
国
法
適
用
の
機
会
が
増
大
す
る
と
い
う
商

も
指
摘
し
て
い
る
。
〉
-
何
-

J

可
。
ロ
。
〈
巾
叶
σ巾
n
w
-
E巾
開
コ
邑
R
Eロ
mV
〉
ロ
者
巾
ロ
門
田
己
口
問
ロ
ロ
色
白
σ巾
与
呂
同
ロ
ロ
m刊
号
司
ユ
ny昨
日
向
巾
ロ
〉
ロ
司
自
己
己
口
問
門
日
巾
印

回同同委巾ロ門出
u
白吋巾ロ閉山町円
FEw-口
一
出
血
口
問
由
江
口
R-
白
・
白
・
0
・
・
〉
ロ
ヨ
・

(ω)wm凶・由
ω
一
〈
Oロ
。
〈
巾
円
σ巾
n
w
-
o
u
n
F
-
ロ・(品
g
・
u-
印

E
-

(
訂
)
ち
な
み
に
、
万
国
国
際
法
学
会
の
一
九
八
七
年
総
会
に
お
い
て
は
、
「
国
際
私
法
に
お
け
る
国
籍
主
義
と
住
所
地
主
義
の
二
元
性
」
が
決
議
さ
れ

た
。
と
り
わ
け
、
夫
婦
財
産
制
・
相
続
・
婚
姻
の
効
力
・
離
婚
お
よ
び
別
居
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
法
選
択
を
認
め
る
べ
き
こ
と
、
な
ら
び
に
本

国
法
主
義
に
お
い
て
共
通
国
籍
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
共
通
住
所
地
法
を
適
用
し
、
住
所
地
法
主
義
に
お
い
て
共
通
住
所
が
存
在
し
な
い
場

合
に
は
、
共
通
本
国
法
を
適
用
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
段
階
的
連
結
を
認
め
る
べ
き
こ
と
な
ど
が
勧
告
さ
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
に
値
す
る
。
戸
白

色
己
丘
一
広
仏
巾
凹
匂
ユ
ロ
ロ
一
切
巾
凹
母
ロ
白
Z
Cロ
丘
町
広
巾
丹
仏
巾
色
。
ョ
一
円
安
凶
巾
ロ
仏
円
。
芹

E
Z
E白
色
。
ロ
白
ご
】
ユ
〈
少
〉
ロ
ロ
-
Z
2・
ロ
『
-
一
口
同
・
(
呂
∞
吋
|
ロ

)
L
Y
N唱。印凹・
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説

住
所
お
よ
び
常
居
所

ス
イ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
住
所
概
念
は
、

N
A
G第
三
条
お
よ
び
第
四
条
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、

Z
G

B
の
施
行
に
伴
う

N
A
G
の
一
部
改
正
に
際
し
て
削
除
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
趣
旨
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

Z
G
B
の
第
二
三
条
か
ら

第
二
六
条
に
受
け
継
が
れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
渉
外
事
件
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、

Z
G
B
第
二
三
条

は
、
住
所
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
人
の
住
所
は
、
そ
の
者
が
継
続
し
て
留
ま
る
意
思
を
も
っ
て
滞
在
す
る
地
に
存
す
る
。

何
人
も
、
複
数
の
地
に
同
時
に
住
所
を
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
条
の
規
定
は
、
営
業
所
の
所
在
に
は
適
用
し
な
い
。
」

更
に
、

Z
G
B
第
二
六
条
は
、
住
所
概
念
を
補
足
し
て
、
特
別
の
目
的
を
も
っ
た
滞
在
は
、
住
所
を
形
成
し
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
通
学
の
た
め
の
あ
る
地
に
お
け
る
滞
在
、
お
よ
び
教
育
・
養
育
・
療
養
・
刑
罰
の
た
め
の
施
設
に
お
け
る
宿
泊
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
、

Z
G
B
第
二
四
条
お
よ
び
第
二
五
条
は
、
そ
れ
ぞ
れ
擬
制
的
住
所
お
よ
び
派
生
的
住
所
を
定
め
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者

に
よ
る
と
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
一
旦
取
得
し
た
住
所
は
、
新
し
い
住
所
を
取
得
す
る
ま
で
存
続
す
る
。
但
し
、
以
前
に
取
得
し
た
住
所
が
不

明
で
あ
る
か
、
ま
た
は
外
国
に
お
い
て
取
得
し
た
住
所
が
放
棄
さ
れ
て
、
い
ま
だ
ス
イ
ス
に
お
い
て
新
し
い
住
所
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合

に
は
、
居
所
を
も
っ
て
住
所
と
さ
れ
る
。
ま
た
後
者
に
よ
る
と
、
妻
の
住
所
・
親
権
に
服
す
る
子
の
住
所
・
後
見
に
服
す
る
者
の
住
所
は
、

そ
れ
ぞ
れ
夫
の
住
所
・
両
親
の
住
所
・
後
見
官
庁
の
所
在
地
と
同
一
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
専
門
委
員
会
は
、

I
P
R
G
と
Z
G
B
と
の
間
で
は
、
異
な
っ
た
住
所
概
念
が
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
規
定
を
提
案
し
た
。

「
人
は
、
そ
の
生
活
関
係
〔
独
〕

H
利
害
関
係
〔
仏
〕
の
中
心
の
存
す
る
国
に
住
所
を
有
す
る
」
(
試
案
第
一
九
条
第
一
項
)
。

3 

論
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「
住
所
お
よ
び
居
所
に
関
す
る
民
法
典
の
規
定
は
適
用
し
な
い
L

(

同
条
第
三
項
第
一
文
)
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
専
門
委
員
会
は
、
と
り
わ
け
次
の
ニ
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
第
一
に
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
擬
制

的
ま
た
は
派
生
的
な
住
所
は
認
め
ら
れ
な
い
。
住
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
つ
い
て
独
立
に
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
住
所
は
、

本
人
の
み
な
ら
ず
、
第
三
者
お
よ
び
官
庁
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
か
ら
、
本
人
の
主
観
の
み
で
は
決
定
で
き
な
い
。
住
所
は
、
む
し
ろ
外

部
か
ら
認
識
し
う
る
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
客
観
的
に
認
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
住
所
の
取
得
に
際
し
て
、

全
く
本
人
の
意
思
を
不
要
と
す
る
趣
旨
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
思
も
、
外
部
か
ら
認
識
し
う
る
事
情
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

こ
の
よ
う
な
専
門
委
員
会
の
提
案
趣
旨
自
体
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
同
じ
く
住
所
と
言
い
な
が
ら
、

I
P
R
G
と
Z
G
B
と

で
異
な
っ
た
定
義
規
定
を
置
く
こ
と
に
は
、
批
判
が
多
か
っ
た
。
そ
と
で
、
草
案
に
お
い
て
は
、
規
定
の
文
言
だ
け
は
、

Z
G
B
と
一
致
さ

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
は
、
「
継
続
し
て
留
ま
る
意
思
を
も
っ
て
滞
在
す
る
国
」
に
住
所
を
有
す
る
(
草
案
第
一
九
条
第
一
項

a
号、

I
P
R
G第
二

O
条
第
一
項

a
号
)
。
但
し
、

Z
G
B
の
適
用
を
排
除
す
る
規
定
は
、
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
(
草
案
第
一
九
条
第
二
項

第
三
文
、

I
P
R
G第
二

O
条
第
二
項
第
三
文
)
。
更
に
、
理
由
書
に
お
い
て
も
、
報
告
書
の
説
明
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
従
っ

て
、
前
述
の
よ
う
な

Z
G
B
と
の
相
違
点
は
、
現
在
の

I
P
R
G
に
も
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
新
た
に
常
居
所
の
概
念
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
と
住
所
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
試
案
以
来
変
わ
ら
な
い
そ
の
定
義
規
定
に
よ
る
と
、
人
は
、
「
た
と
え
予
め
期
間
が
限
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
相
当

の
期
間
居
住
す
る
国
」
に
常
居
所
を
有
す
る
(
試
案
第
一
九
条
第
二
項
、
草
案
第
一
九
条
第
一
項
b
号、

I
P
R
G第
二

O
条
第
一
項
b
号)。

従
っ
て
、
こ
れ
を
前
述
の
住
所
の
定
義
規
定
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
次
の
点
に
お
い
て
、
両
者
は
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
住

所
に
関
し
て
は
、
規
定
の
文
言
お
よ
び
立
法
趣
旨
か
ら
、
本
人
の
意
思
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
常
居
所
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に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
思
が
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
常
居
所
に
関
し
て
は
、
全
く
本
人
の
意
思
は
考
慮
さ
れ
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
は
、
こ
れ
に
関
し
て
、
住
所
の
場
合
よ
り
も
外
観
が
重
視
さ
れ
、
意
思
の
要
素
が
後
退
す
る
と
だ
け

述
べ
て
い
引
r

第
二
に
、
常
居
所
に
関
し
て
は
、
滞
在
期
間
が
最
初
か
ら
限
定
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
住

論

所
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
文
言
が
な
い
こ
と
か
ら
、
予
め
期
間
を
限
定
し
た
滞
在
が
住
所
の
要
件
を
充
た
す
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
報
告
書
お
よ
び
理
白
書
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
何
も
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

更
に
、
そ
の
他
の
規
定
も
見
て
お
く
と
、
ま
ず

I
P
R
G第
二

O
条
第
二
項
第
一
文
は
、
「
何
人
も
、
複
数
の
地
に
同
時
に
住
所
を
有
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
住
所
の
積
極
的
抵
触
は
生
じ
な
い
。
こ
れ
は
、

I
P
R
G
が
国
際
私
法
独
自
の
立
場
か
ら

住
所
を
定
義
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
更
に
、
最
も
密
接
な
関
係
の
観
点
か
ら
も
、
肯
定
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に

対
し
て
、
常
居
所
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
報
告
書
お
よ
び
理
白
書
は
、
複
数
の
地
に
常
居
所
が
存
在

し
う
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、

I
P
R
G第
二

O
条
第
二
項
第
二
文
は
、
「
人
が
ど
こ
に
も
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
常
居
所
を
も
っ
て
住
所
と
す
る
」
と
規

定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
試
案
お
よ
び
草
案
に
は
無
か
っ
た
規
定
で
あ
り
、
し
か
も
、
連
邦
議
会
で
も
提
案
の
理
由
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

但
し
、
草
案
第
一
九
条
第
二
項
第
一
文
が
「
本
法
に
お
い
て
住
所
と
い
う
場
合
、
行
為
能
力
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
常
居
所
を
も
っ

て
住
所
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
の
で
、

I
P
R
G
は
、
こ
の
草
案
の
規
定
を
拡
大
し
た
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
報
告
書
お
よ
び
理
白
書
の
説
明
を
見
て
お
く
と
、

ま
ず
住
所
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
生
活
関
係
の
中
心
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
生
活
関
係
の
中
心
は
、
通
常
は
、
親
族
と
の
つ
な
が
り
が
最
も
強
い
場
所
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
職
業
的
・
経
済
的
利
益
の
考
慮
を
全
く
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
親
族
と
の
つ
な
が
り
が
全
く
存
在
し
な
い
か
、
ま
た
は
非
常
に
疎
遠

で
あ
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
職
業
的
利
益
が
決
定
的
と
も
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
独
身
の
外
人
労
働
者
が
本
国
の
親
族
と
疎
遠
な
関
係
に
な
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り
、
そ
の
時
々
の
労
働
場
所
を
生
活
の
中
心
と
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
常
居
所
は
、
通
常
、
特
別
の
目
的
の
た
め

に
取
得
さ
れ
る
と
す
る
。
例
え
ば
、
職
業
ま
た
は
営
業
の
目
的
、
療
養
・
教
育
・
勉
学
の
目
的
、
余
生
を
過
ご
す
目
的
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

従
っ
て
、
常
居
所
は
、
必
ず
し
も
住
所
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
ず
、
異
な
っ
た
場
所
に
存
在
し
う
る
。
例
え
ば
、
季
節
労
働
者
は
、
本
国
に

家
族
と
家
が
あ
り
、
度
々
そ
こ
に
戻
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
生
活
関
係
の
中
心
、
す
な
わ
ち
住
所
は
本
国
に
存
在
す
る
が
、
常
居
所
は
ス
イ

ス
に
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
年
間
滞
在
者
は
、
通
常
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
常
居
所
を
有
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
家
族
を
呼
び
寄
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
か
ら
、
む
し
ろ
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
定
住
許
可
を
受
け
た
者
は
、

通
常
、
住
所
も
常
居
所
も
ス
イ
ス
に
有
す

M
r

そ
れ
で
は
更
に
、

I
P
R
G
に
お
い
て
住
所
と
常
居
所
は
、
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
準
拠
法

お
よ
び
管
轄
に
関
す
る
規
定
だ
け
を
見
て
お
く
。
ま
ず
準
拠
法
に
関
し
て
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
分
野
に
お
い
て
、
圧
倒
的
に
住
所

が
連
結
点
と
さ
れ
て
い
る
。
理
白
書
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
い
て
は
、
直
接
の
個
人
的
関
係
に
あ
る
者
だ
け
が
関
与
す
る
こ
と
、

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
一
定
の
継
続
性
を
保
証
す
る
解
決
が
望
ま
し
い
こ
と
が
、
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
親
子

関
係
に
お
け
る
子
に
関
し
て
は
、
そ
の
子
が
住
所
を
形
成
す
る
だ
け
の
判
断
能
力
を
有
し
て
い
る
か
否
か
の
認
定
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
住

所
に
代
え
て
常
居
所
が
連
結
点
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
属
人
法
と
は
言
え
な
い
が
、
債
務
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
一
定
の
範

囲
で
常
居
所
が
連
結
点
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
契
約
の
客
観
的
連
結
に
お
い
て
、
最
も
密
接
な
関
係
は
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
べ
き
当

事
者
の
常
居
所
地
固
ま
た
は
営
業
所
所
在
地
国
に
存
す
る
と
推
定
さ
れ
(
第
一
一
七
条
第
二
項
)
、
不
法
行
為
の
客
観
的
連
結
に
お
い
て
も
、

加
害
者
と
被
害
者
が
同
一
国
に
常
居
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
共
通
常
居
所
地
国
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
(
第
一
三
三
条
第
一
項
)
。
報
告
書

に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
い
て
は
、
あ
る
者
が
そ
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
地
に
統
合
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
は
な
く
、
そ
の
地
に
活

動
の
中
心
が
あ
る
と
い
う
外
観
が
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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次
に
、
管
轄
に
関
し
て
は
、
第
二
条
の
一
般
規
定
に
お
い
て
、
被
告
の
住
所
が
原
則
的
管
轄
原
因
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
財
産
法
の
分
野

で
は
、
被
告
の
住
所
が
な
い
場
合
に
も
、
被
告
の
常
居
所
が
管
轄
原
因
と
さ
れ
(
補
充
的
管
轄
)
4
}

ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
原
告
の
住
所
ま

た
は
常
居
所
が
管
轄
原
因
と
さ
れ
る
(
択
一
的
管
轄
)
。
他
方
に
お
い
て
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
の
分
野
で
は
、
や
は
り
住
所
を
管
轄
原
因

と
す
る
方
が
多
い
が
、
こ
こ
で
も
、
親
子
関
係
に
お
け
る
子
に
関
し
て
は
、
常
居
所
が
基
準
と
さ
れ
、
ま
た
婚
姻
の
効
力
お
よ
び
親
子
関
係

の
効
力
に
お
け
る
親
に
関
し
て
は
、
住
所
が
な
い
場
合
に
も
、
常
居
所
が
管
轄
原
因
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
常
居
所
を
原
因
と
し
た
補
充

的
お
よ
び
択
一
的
管
轄
に
つ
い
て
、
理
白
書
は
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
住
所
お
よ
び
常
居
所
は
、
様
々
の
分
野
に
お
い
て
連
結
点
ま
た
は
管
轄
原
因
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

住
所
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
法
に
お
け
る
準
拠
法
の
連
結
点
お
よ
び
管
轄
原
因
と
し
て
、
最
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
管
轄
原
因
と
し

て
は
、
財
産
法
の
分
野
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
常
居
所
は
、
親
子
関
係
に
お
け
る
子
に
と
っ
て
は
、
住
所
に
代

わ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
が
、
財
産
法
分
野
に
お
け
る
準
拠
法
の
連
結
点
と
し
て
は
、
む
し
ろ
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、

管
轄
原
因
と
し
て
は
、
常
居
所
は
、
親
子
関
係
に
お
け
る
子
の
場
合
を
除
け
ば
、
住
所
が
な
い
場
合
の
補
充
的
管
轄
原
因
と
し
て
、
ま
た
は

住
所
と
共
に
択
一
的
な
管
轄
原
因
と
し
て
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
前
述
の
よ
う
な

I
P
R
G
の
規
定
な
ら
び
に
報
告
書
お
よ
び
理

白
書
の
説
明
は
、
一
応
の
参
考
に
は
な
る
が
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
住
所
ま
た
は
常
居
所
の
機
能
を
考
慮
し
て
、
問
題
毎

に
決
定
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

論

最
後
に
、
条
約
に
お
け
る
住
所
お
よ
び
常
居
所
概
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
ス
イ
ス
が
批
准
し
た
範
囲
で
み

て
も
、
条
約
に
お
け
る
住
所
概
念
と
し
て
は
、
無
国
籍
者
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
九
五
四
年
九
月
二
八
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
一

条
第
一
項
が
あ
り

(
I
P
R
G第
二
四
条
第
一
項
)
、
条
約
に
お
け
る
常
居
所
概
念
と
し
て
は
、
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
七
三
年

一
O
月
二
日
の
ハ

l
グ
条
約

(
I
P
R
G第
四
九
条
、
第
八
三
条
第
一
項
)
、
未
成
年
者
の
保
護
に
つ
い
て
の
管
轄
お
よ
び
準
拠
法
に
関
す
る
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

一
九
六
一
年
一

O
月
五
日
の
ハ

l
グ
条
約

(
I
P
R
G第
八
五
条
第
一
項
)
、
有
体
動
産
の
国
際
的
売
買
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
五
五
年
六

月
一
五
日
の
ハ

l
グ
条
約

(
I
P
R
G第
一
一
八
条
第
一
項
)
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
条
約
に
お
い
て
は
、
住
所
お
よ
び
常
居

所
の
定
義
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、

I
P
R
G
の
定
義
が
こ
れ
ら
の
条
約
に
適
用
さ
れ
る
か
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
か

も
し
れ
な
吋
r

し
か
し
、
こ
れ
は
、
条
約
の
優
位
を
定
め
た

I
P
R
G第
一
条
第
二
項
か
ら
み
て
、
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
報
告

書
お
よ
び
理
由
書
に
よ
っ
て
も
、
条
約
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
概
念
は
、
そ
の
目
的
お
よ
び
趣
旨
を
考
慮
し
て
、
独
自
に
定
め
ら
れ
る
と
す

る
。
従
っ
て
、
住
所
お
よ
び
常
居
所
の
概
念
も
、
条
約
と

I
P
R
G
の
間
で
同
一
に
解
釈
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

前
述
の
よ
う
に
、

I
P
R
G
の
定
義
自
体
を
機
能
的
に
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
住
所
お
よ
び
常
居
所
概
念
に
つ
い
て
、

I
P
R
G
と
条
約

の
区
別
を
そ
れ
ほ
ど
強
調
す
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

(
伺
)
更
に
、
遡
る
と
、
住
所
の
定
義
は
、
一
八
七
六
年
の

N
A
G草
案
第
二
条
・
第
三
条
お
よ
び
一
八
八
七
年
の

N
A
G
草
案
第
三
条
・
第
四
条
に
見

ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
六
二
年
の
草
案
に
お
い
て
は
、
住
所
で
は
な
く
「
定
住
カ
ン
ト
ン
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
、
一
八
七
六
年
の
草
案
に
お
い
て
は
、
定
住
者
と
滞
在
者
を
区
別
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
新
た
に
住
所
概
念
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

∞
盟
(
民
話
!
弓
γ
ω
・
8
・
〈
包
・
即
日
町
∞
盟
(
昆
∞
叶
li---)
・
ω
-
H
E
円
こ
れ
ら
の
草
案
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
注

(
8
)
の
官
報
参
照
。

(
回
)
切
O
H
O
-
H
0・
5
ω
0・
切
の
開
窓
口

ωω
日・

ω
・
ωω
吋
円
一
切
の
吋
-
N
-
E
X
-
-凶
の
何
∞
同
ロ
ロ
・

ω
・
5

一
〈
U
n
v
R
¥
〈
。
ロ
宝
田
口

gw
出回・

0
・〉ロヨ・

(NS
・
ω・
ωω

一
宮
・
同
巾
}
}
巾
『
ロ
・
民
∞
一
巾
宵
・
〉
-
5巾H
H
M
a

ロ巾戸市町『巾ロ門凶

g
z
z
g巳
Z
口同
-
2
3
1
2由同門巾
n
y
g
(
凶器品)・

ω・
出
∞
一
〉
・
何
m
m
R
-
Z司
-

Z

N

Z

〉
ユ
-
N
ω
Nの回
L
s
z
n
E巾円相内
C
B
B
g門出円・回門凶
-
H
(
邑
ω。)・

ω
・
5
叶・

(
叩
)
(
江

)
N
A
G
旧
第
三
条
第
一
項
・
第
四
項
、
一
八
八
七
年
草
案
第
三
条
第
一
項
参
照
。
但
し
、
一
八
七
六
年
の

N
A
G草
案
第
二
条
第
一
項
に

お
い
て
は
、
意
思
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
す
べ
て
の
ス
イ
ス
国
民
は
、
た
だ
一
つ
の
普
通
住
所
を
有
し
、
そ
れ
は
通

常
、
そ
の
者
が
定
住
ま
た
は
継
続
し
て
滞
在
す
る
地
に
有
す
る
も
の
と
す
る
。
」

(
η
)
N
A
G
旧
第
三
条
第
二
項
、
一
八
八
七
年
草
案
第
三
条
第
二
項
参
照
。
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説論

(
η
)
N
A
G旧
第
三
条
第
三
項
、
一
八
八
七
年
草
案
第
三
条
第
二
項
、
一
八
七
六
年
草
案
第
二
条
第
二
項
参
照
。

(九

)
N
A
G
旧
第
四
条
、
一
八
八
七
年
草
案
第
四
条
参
照
。
但
し
、
妻
の
派
生
的
住
所
は
、
一
九
八
四
年
一

O
月
五
日
の
婚
姻
法
改
正
に
よ
り
廃
止

さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
親
権
に
服
す
る
子
の
住
所
に
関
す
る
規
定
も
修
正
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
親
権
に
服
す
る
子
の
住
所
は
、
両
親
の

住
所
、
ま
た
は
両
親
が
共
通
の
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
子
を
監
護
す
る
親
の
住
所
と
同
一
と
み
な
す
。
そ
の
他
の
場
合
に
は
、
居
所
を
も
っ

て
住
所
と
す
る
。
」

(
布
)
但
し
、
専
門
委
員
会
の
中
に
は
、
様
々
の
意
見
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

Z
G
B第
二
三
条
以
下
の
規
定
を
そ
の
ま
ま

I
P
R
G
に
適
用
す
べ

き
で
あ
る
と
す
る
見
解
、

Z
G
B第
二
四
条
な
い
し
第
二
六
条
を
除
外
し
て
、
第
二
三
条
だ
け
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
専
ら
常
居

所
だ
け
を
連
結
点
と
し
、
定
義
し
な
い
で
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
な
ど
で
あ
る
。

ω円
E
Z印印
σR-nyF
白・国・

0
・・〉ロ
5
・(吋)・

ω・
2
円

(河

)ω
円
E
5印
σ
q
R
Fデ白・白・
0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・吋
N
円
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
妻
の
派
生
的
住
所
は
、

Z
G
B
に
お
い
て
も
廃
止
さ

れ
た
。
前
述
・
注
(
日
)
参
照
。
〈
m-・白ロ
ny
∞
の
何
回
・

5
2噂
切
の
開

HHC
口

HON-
∞-HHN
同
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
切
の
自
・

ω-

E
2・
∞
の
開
由
吋
ロ
ゲ

ω・
ω
同
・
〈
関
戸
白
cny
』
・
冨
・
の
円
g
R
P
何日ロ
N巾
志
向
S
F
E
一
ωnyJZ-N巾ユ凹
n
Z印
刷
》
江
〈
同
片
足
nFF
∞
a
-
N
(呂田吋)・

ω・
ω印。

円
一
同
∞
ロ
ny巾円
-
Z司・印

NZ
〉
ユ
-
N
ω
Nの
回
L
ロ
一
回
巾
『
口
市
吋
関
。
5
5巾ロ
g
p
∞
己
・
同

-
N
2
2
e
・
ω
-
E由
円
一
何
m
m巾『
-
Z円・

5
N
C
〉
ユ
-Nω

N
C切・白・
ω・
0
・w〉
ロ
ヨ
・

(S)
・
ω
-
E
U・
ま
た
、
一
八
八
七
年
の

N
A
G草
案
第
三
条
第
四
項
は
、
同
様
の
趣
旨
を
明
文
で
規
定
し
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
「
争
い
の
あ
る
場
合
に
は
、
住
所
は
、
そ
の
際
に
問
題
と
な
っ
た
事
実
関
係
の
全
体
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
一
八
七
六
年
の

N

A
G草
案
第
二
条
第
一
項
第
二
文
も
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。

(打

)ω
芯
ロ
ロ
ロ
関
口
釦
V
E
g
-
白・白・

0
・・〉ロヨ・

(ωω)
・
ω
u内}内}内ぐ口

(
ω
S同
庁
間
三
門
町
田
関
白
2
0ロ
印
斗
巾
回
目
-
P
C口
町
切
目
的
巾
--C三
円
回
口
曲
目
ロ
ロ
巾
w
z
a
E
H同

C
E〈
巾
円
回
目
仲
田
町
巾
己
巾
出
回
己
同
巾
回
開
宮
内
凶
品
回
目
ロ
芯
吉
田
色
。
ロ
白

-2・一山門町当包
Nmユ凹
ny巾
円
〉
ロ
項
目
}
仲
田
〈
巾
円
σ白ロ円四)・

ω・由。町内・(、
H
，
r
Z
0・
〈
出
口
門
戸
口
口
一
∞
白
白
色
-

C
口
町
円
、
何
回
戸
岡
田
釦
ロ
ロ
タ
目
ロ
凹
片
山
吉
同
己
ロ
宮
内
吋
田
宮
号
巾
門
日
刊
の
巾
ロ
巾
〈
巾
・

ωnyd司巾
{N巾ユ∞
n
y
q
〉
ロ
毛
色
丹
印
〈
巾
吋
σ出
口
仏
)
・
但
し
、
ス
イ
ス
の
判
例
お
よ
び
学
説
は
、

一
般
に
住
所
を
「
生
活
関
係
〔
独
〕

H
利
害
関
係
〔
仏
〕
の
中
心
」
(
冨
宮
市

-Eロ
富
島
R
Z
Z
5
5『
E-吉
町
田
市
¥
]
巾

n
g可
巾
仏
g
E
mみ
宮
)
と

解
し
て
い
た
。
∞
の

N印・

ω・
5
ロ
-
∞
の
明
君
ロ
ゲ

ω・
ω
一
切
の
叶
・
∞

E
8・
∞
の
開
窓
口
口
ω・
ω-HH印
一
切
の
巴
-N・
5
臼
-
∞
の
開
コ
ロ

5
・

ω・
口
一
回
ロ
nv巾
F
Z円
ω
N
Z
〉
ユ
-
M
ω
Nの
切
L
F
白・

0
・・
KMロヨ・(吋昂)・

ω
-
m
s
一
何
m
m
m
F
Z『・
5
N
Z
〉
ユ
-
N
ω
N
C切・白・白・
0
・・〉ロ
5
・
3
8
・

∞-
H
S
一
の

gag-
田・白・

0
・・〉ロ
B
・(芸)・

ω・
ω呂
町
・
グ
ロ
セ
ン
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
生
活
関
係
の
中
心
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
第
一

O
二
条
の
イ
ユ
ロ
巳
沼
田

-mg豆
町
田
巾
ヨ
巾
ロ
ペ
・
と
異
な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
〈
ぬ
戸
白
ロ
ny
回
巴
(
昆
詰
|
『
〈
)
・

ω・
8
同・
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

(
祁
)
切
。
片
印
与
え
Fω
・
宮
内
向
・
ち
な
み
に
、
連
邦
政
府
は
、
意
見
聴
取
の
後
、

I
P
R
G
の
規
定
と

Z
G
B第
二
三
条
を
別
の
形
で
調
和
さ
せ
よ
う
と

試
み
た
が
、
結
局
、

Z
G
B第
二
三
条
が
国
民
の
法
感
情
に
深
く
根
づ
い
て
い
る
と
し
て
、
本
文
の
よ
う
な
解
決
を
採
用
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(
叩
)
但
し
、
前
述
・
注
(
花
)
の
よ
う
に
、
専
門
委
員
会
の
中
に
は
、
住
所
ま
た
は
常
居
所
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見

解
が
あ
っ
た
。
更
に
は
、
後
述
・
注
(
肝
)
も
参
照
。

(剖

)
'
f
E
5谷
町
ユ
門
戸
白
・
白
・

0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・
戸
一
∞
三
回
ny即時デ白・白・
0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)wω
・
日
・
他
方
、
函
難
な
問
題
は
、
子
の
奪
取
の
場
合

に
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
を
保
護
す
る
権
利
の
あ
る
親
か
ら
違
法
に
奪
取
さ
れ
、
別
の
国
に
連
れ
去
ら
れ
た
子
の
常
居
所
は
、
ど
こ
に
存
在
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
白
書
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
子
を
保
護
す
る
権
利
の
あ
る
親
が
定
め
た
地
に
、
子
の
生
活
の
中
心
が
あ
る
と
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、
子
の
常
居
所
は
、
子
の
利
益
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
最
も
密
接
な
、
す
な
わ
ち
最
も
安
定
し
た
家
族
関
係
が
存
在
す
る
地
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
図
。
仲
田
ny即
時
?
白
・
白
・
。
ニ
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・
印
∞
・
〈
m-・白
znvω
門町一己目印
σ巾
ユ
円
宮
w白
・
白
・
0
・
・
〉
ロ
5
・
(
3
・
ω・叶印・

(
但
)
も
っ
と
も
、

Z
G
B第
二
三
条
の
住
所
に
関
し
て
は
、
予
め
滞
在
期
聞
が
限
定
さ
れ
て
い
て
も
構
わ
な
い
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
。
切
の

N-N-

]SNωu
∞
の
開

A
S
H
H∞∞
'ω-H申
ω
一
切
の
印
・

ω・
]EAH一
戸
∞
の
開
品
川
E
H
P
ω
・
]{N
一
切
の

AF--0・]戸市町品一戸切の開品川四回叶一
y
m
凶
吋
由
一
切
の

Nω
・申・]{申品一戸

切
の
開
田
由
口

Nコ・

ω-N∞
】
〈
関
戸
田
zny
何

mmqiHA円
-N印
NZ
〉
ユ

N
ω
Nの
切
・
白
・
白
・
0
・
w〉ロヨ・

3
8
・
ω-NCH
一
回
己
門
町
巾
吋
-
Z吋
M
N
N
Z
〉
吋
昨
日
ω

Nの
∞
・
目
・
白
・
。
-w
〉
口
密
・
(
呂
)wω
・印印
ω
同・

(
位
)
∞
O
丹田
n
Z
阻止唱曲・白・

0
・1
〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
・

ω・
日
試
案
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
存
在
し
な
い
が
、
報
告
書
は
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
て
い

る。

ω
n
z
z
g
Zユ
nyグ

E・白・
0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・
2
・
更
に
、

Z
G
B第
二
三
条
第
二
項
、

N
A
G
旧
第
三
条
第
四
項
参
照
。

(回

)
'
f
z
g
m
σ
巾
『
一
門
戸
白
・
白
・

9
・〉ロ
B
・
s
-
ω

豆
一
切
。
門
凹
円
E

F
白・白・

0
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)wω
・
可
〈
ぬ
]
・

2
n
y
同
色
町
吋
¥ω
ぽ
宵
唱
曲
・
白
・

0
・w〉ロヨ・

(冨)・

ω・
ω宮
内
・
但
し
、
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
は
、
こ
の
よ
う
な
常
居
所
の
積
極
的
抵
触
を
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
を
述
べ
て
い
な
い
。
し
か

し、

I
P
R
G
の
全
体
の
趣
旨
か
ら
み
る
と
、
重
国
籍
に
関
す
る
第
二
三
条
が
準
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
定
に
関
し
て
は
、
後
述
H

4
参
照
。

(
制
)
但
し
、
専
門
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
拡
張
を
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
〉
・
同
w
・

5
ロ
。
〈
巾
『
σ
R
F
-巾
門
町
O
山
片
品
冊
目

開拓『印。ロロ
g
w
仏
巾
宮
内
同
ヨ
ロ
】
巾
・

a
g
『
m
m
-
5
2
B
Rコ
ヨ
o
E出
口
同
巾
同
色
町
田

2
2
2回
一
。
ロ
印
色
白
白
白
]
田
口
。
ロ
〈
巾
-
z
z二
匙
母
国
]
巾
印
己
目
印
印
巾
凶
己
『
]
巾
門
町
。
P

E
g
g白己
OE--uユ〈
m-HN巾〈
-
n
3・門町
-
Z
R自
己
・
目
玉
〈
m
(冨∞∞
)w
同】
-N品
。
一
円
、
巾
凹
円
m
m
-
5
2
5
2ュ
ョ
。
E
E
H
R
-
2
2
n
n虫
色
。
ロ
∞

E
E
Z

ロ。ロ〈
E
C
己

g
x
Z
8
5同
門
芯
ロ
回
一
同
}
ユ
〈
m
g
z
m
m
w
E
B
一
句
ロ
2
8
5
0
E
2
(
E・
7
T
W
D
O
E〈
B
Z
己

g
町
二
口
門
巾
吉
良
-oロ
白
]
℃
ユ
4
m
g一回目巾
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説論

(冨∞∞
)

w

匂

-gm-
一
号
3
・
白
血
・

9
・〉ロ
B
・(ω叶)・∞

-aH・
草
案
第
一
九
条
第
二
項
第
一
文
の
起
草
趣
旨
は
、
行
為
無
能
力
者
が
住
所
を
形
成

す
る
だ
げ
の
判
断
能
力
を
有
す
る
か
否
か
を
個
別
に
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
配
慮
に
あ
っ
た
。
∞
。
丹
印

n
g
p白・回・0・
L
5
5・(叶)噂

ω・印∞・ぐぬ]・

2
n
F
r
y
-
5島
常
一
門
戸
白
・
同
・

0
・・〉
D
B・(叶)・

ω・
2
円
従
っ
て
、
行
為
能
力
者
の
無
住
所
の
問
題
は
、
全
く
念
頭
に
置
か
れ
て
い

な
か
っ
た
。

(
部
)
∞
2
R
V同町ゲ白・白・

0
・〉ロ
5
・
(
3
・
ω・
印
印
一

ω
n
Eロ
g
v
q
w
z
w
白
・
白
・
0
・
・
〉
ロ
ヨ
・

(
3
・
ω
ロ
・
〈
m]・白ロ
n
F
o
c
q
N
ロユ
nFNH・
M
-
E
8・
NHN

s
z・
由
日

yω
・

ωHAH-

(
部
)
∞
。
g
n
y田町汁白・白・
0
・・〉ロヨ・(叶)・

ω・
可
一

ω
n
E
C回目
σ母国
nz-
白ー・白

0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
・

ω・
=
〈
肉
戸
白
ロ
ny
。
。

2
・
N
ロユ
nyNH・
M-Hug-Nm

s
z・
3
・
ω・
ω
。
∞
片
岡
・
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
季
節
労
働
者
百
包

gロ
ロ
ぽ
『
)
・
年
間
滞
在
者
(
』
与
話
回
き
な
三
宮
-Z円
)
・
定
住
権
者

(
Z
E司
'

mmsassと
い
う
区
別
は
、
滞
在
許
可
の
区
分
に
も
と
づ
く
。
す
な
わ
ち
、
季
節
労
働
者
は
、
一
年
間
に
最
大
九
カ
月
間
の
み
継
続
し
て
滞
在

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
家
族
の
同
伴
は
認
め
ら
れ
な
い
。
年
間
滞
在
者
は
、
ま
ず
一
年
間
に
つ
い
て
の
み
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
が
、
毎
年
更

新
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
定
住
権
者
は
、
も
は
や
許
可
を
必
要
と
せ
ず
、
滞
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
国
Z
Z
F
白
・
白
・
。
・
・
〉
ロ
B
-
(色
)

w

ω・
ωN・
但
し
、
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
も
、
以
上
の
滞
在
許
可
の
区
分
は
、
単
な
る
一
つ
の
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
述
べ
て
い

る
。
∞
。
z
n
y同町ゲ同・白・
0
・・〉ロヨ・(叶)・

ω・
印
日
一

ω
n
r
z
g
σ
q
r
z
w
白・田・

0
・・〉ロ
5
・(叶)・

ω
斗同町・

(
肝
)
図
。
同

R
E
F
白・白・0・
w

〉ロ

B
e
s
-
ω
-
g・
I
P
R
G
第
三
三
条
第
一
項
(
人
事
法
の
一
般
原
則
)
、
第
三
五
条
(
行
為
能
力
)
、
第
四
八
条
第

一
項
・
第
二
項
(
婚
姻
の
効
力
)
、
第
五
二
条
第
二
項
(
夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
法
選
択
)
、
第
五
四
条
第
一
項
(
夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
客
観
的

連
結
)
、
第
七
二
条
第
一
項
(
認
知
)
、
第
九
五
条
第
一
項
(
相
続
契
約
)
な
ど
。
後
述
H
5
ω
の
よ
う
に
、
住
所
地
管
轄
と
結
び
つ
い
た
ス
イ
ス

法
の
指
定
も
、
住
所
地
法
の
指
定
と
解
さ
れ
る
。

I
P
R
G
第
三
七
条
第
一
項
(
氏
名
)
、
第
三
八
条
第
三
項
(
氏
名
変
更
)
、
第
四
一
条
第
三
項

(
失
綜
宣
告
)
、
第
四
四
条
第
一
項
(
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
)
、
第
六
一
条
、
第
六
三
条
、
第
六
四
条
(
以
上
、
離
婚
お
よ
び
別
居
)
、
第
七
七

条
第
一
項
(
養
子
縁
組
)
、
第
九

O
条
第
一
項
(
相
続
)
な
ど
。

(
部
)
切
。
門
印
与
え
ゲ
白
・
白
・
0
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
唱

ω
印
∞
一

ω
n
E
Z
g
u
q
w
z
-
同・白・0・

w〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・
2
円
I
P
R
G第
六
八
条
第
一
項
(
親
子
関
係

の
成
立
て
第
七
二
条
第
一
項
(
認
知
)
、
第
八
二
条
第
一
項
(
親
子
関
係
の
効
力
)
な
ど
。
更
に
、
前
述
・
注
(
剖
)
参
照
。

(朗

)ω
門町一
5
凹

σ
q
w
z
-
白・白・

0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・
ωω
・
2
・
報
告
書
は
、
そ
れ
を
「
信
頼
保
護
」
(
〈
巾
3
S
E
E
n
y三
N
)

の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

本
文
に
掲
げ
た
以
外
に
も
、

I
P
R
G
第
一
二

O
条
第
一
項
(
消
費
者
契
約
)
、
第
一
一
一
二
条
第
一
項
(
無
体
財
産
権
に
関
す
る
契
約
)
、
第
二
一
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

三
条
(
申
込
に
対
す
る
沈
黙
)
、
第
一
三
五
条
第
一
項

a
号
(
生
産
物
責
任
)
、
第
一
三
九
条
第
一
項
b
号
(
人
格
侵
害
)
、
第
一
五
八
条
(
団
体
法

に
お
け
る
代
表
権
の
制
限
)
な
ど
。
但
し
、
第
一
一
二
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
(
労
働
契
約
)
は
、
住
所
概
念
も
採
用
し
て
い
る
。

(
卯
)
但
し
、
ス
イ
ス
全
体
の
国
際
的
管
轄
に
と
っ
て
は
、
被
告
の
住
所
ま
た
は
常
居
所
が
ス
イ
ス
に
あ
れ
ば
、
管
轄
が
発
生
す
る
の
で
、
択
一
的
管

轄
と
同
じ
結
果
に
な
る
。

I
P
R
G第
九
八
条
第
一
項
(
動
産
物
権
)
、
第
一
一
一
一
条
第
一
項
(
契
約
の
一
般
規
定
)
、
第
一
一
四
条
第
一
項
b
号

(
消
費
者
契
約
)
、
第
一
二
七
条
(
不
当
利
得
)
、
第
一
二
九
条
第
一
項
(
不
法
行
為
)
、
第
一
五
一
条
第
二
項
(
団
体
法
)
、
第
一
五
二
条

a
号
(
外

国
の
団
体
の
責
任
)
な
ど
。
〈
m
U
・白ロ
n
y
同内巾]]巾円¥盟各円・同・白・

0
・・〉ロヨ・

(S)wω
勾吋・

(引

)
I
P
R
G第
一
一
四
条
第
一
項

a
号
(
消
費
者
契
約
)
、
第
一
一
五
条
第
二
項
(
労
働
契
約
)
な
ど
。
〈
包
・
白
c
n
y
穴
巴
ぽ
『

¥ω
芯
可
"
白
・
白
・

0
・・

〉ロヨ・

3
5
・
ω・忠一吋一民・

(
位

)
I
P
R
G第
三
三
条
第
一
項
(
人
事
法
一
般
)
、
第
三
八
条
第
一
項
(
氏
名
変
更
)
、
第
四
一
条
第
一
項
(
失
綜
宣
告
)
、
第
四
三
条
第
一
項
(
婚

姻
の
挙
行
)
、
第
五
一
条

a
号
・

b
号
(
夫
婦
財
産
制
)
、
第
五
九
条
、
第
六
二
条
第
一
項
、
第
六
三
条
第
一
項
、
第
六
四
条
第
一
項
(
以
上
、
離

婚
お
よ
び
別
居
)
、
第
六
六
条
第
一
項
(
出
生
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
て
第
七
一
条
第
一
項
(
認
知
)
、
第
七
五
条
(
養
子
縁
組
)
、
第
八
六
条

第
一
項
(
相
続
)
な
ど
。

(問

)
I
P
R
G第
六
六
条
第
一
項
(
出
生
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
て
第
七
一
条
第
一
項
(
認
知
)
、
第
七
九
条
第
一
項
(
親
子
関
係
の
効
力
)
な

ど。

(倒

)
I
P
R
G第
四
六
条
(
婚
姻
の
効
力
)
、
第
五
一
条

c
号
(
夫
婦
財
産
制
)
、
第
七
九
条
第
一
項
(
親
子
関
係
の
効
力
)
。

(
回
)
∞

o
g
n
z
p
白・白・

0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・印∞一

ω
n
Z
5∞σ巾ユ円
Z-
白-釦・

0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・
2
・
報
告
書
は
、
更
に
、
家
族
法
の
分
野
に
つ
い

て
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
の
管
轄
原
因
が
ス
イ
ス
法
の
適
用
要
件
よ
り
も
厳
格
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
裁
判

管
轄
の
発
生
は
、
一
種
の
「
公
共
サ
ー
ビ
ス
」
(
田

q
i
s℃
Z
Z
W
)
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
外
国
人
に
と
っ
て
、
ス
イ
ス
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
は

あ
ま
り
困
難
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ω
n
Z
5∞
σqwzw
国
・
白
・
O
J
〉
ロ
5
・(吋)唱

ω'
吋H
a

〈
mu・
2
n
F
∞。
g
n
vえ
?
同
・
白
・

0
・w〉
ロ
戸
(
吋
)
噌

ω・コ困

ち
な
み
に
、
試
案
に
お
い
て
は
、
管
轄
の
一
般
原
則
は
、
被
告
の
住
所
ま
た
は
常
居
所
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
家
族
法
お
よ
び
財
産
法
の
分

野
に
お
い
て
は
、
住
所
ま
た
は
常
居
所
の
い
ず
れ
か
を
管
轄
原
因
と
す
る
択
一
的
管
轄
が
広
く
採
用
さ
れ
て
い
た
。
試
案
第
四
四
条
第
一
項
(
婚

姻
の
効
力
)
、
第
四
九
条
b
号
・

c
号
(
夫
婦
財
産
制
)
、
第
五
八
条
、
第
六
ニ
条
第
一
項
、
第
六
三
条
第
一
項
、
第
六
四
条
第
一
項
(
以
上
、
離

婚
お
よ
び
別
居
)
、
第
六
六
条
(
親
子
関
係
の
成
立
て
第
七
一
条
第
一
項
(
認
知
)
、
第
七
二
条
第
一
項
(
準
正
)
、
第
七
八
条
第
一
項
(
親
子
関
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係
の
効
力
)
、
第
一

O
O条
第
二
項
(
動
産
物
権
)
、
第
一
一
一
条
第
一
項
(
債
権
)
、
第
一
五

O
条
第
二
項
(
団
体
法
)
な
ど
。

(
何
)
〈
巴
・
〉
・
閃
〈
。
口
。
4
Rぴ巾
n
F
U巾吋日
nyd司巳
Nmユ∞
ny巾
開
口
件
当
ロ
ユ
巾
円
安
出
回
口
口
会
wmm巾回目円
N巾
凹
ロ
σ
巾
吋
己
白
凹
宮
同
巾
『
ロ
白
巴
。
ロ
国
】
巾
司
ユ
〈
由
同
門
m
n
z・

岡山白
σ巾
Z
N
(
冨叶∞)・

ω・
2ω

一
己
負
凹
ニ

Nd司
U
n
F巾ロ
σ巾ユ
n
Z
ロ
σ巾『門出巾凹
ny君。
-N巾叶山田口町巾目同】閉山
'H耐
え
。
コ
H
f
N白
山
〈
(
出
吋
∞
)
・

ω-NOO
一
∞
zny巾
F

Z
円
-
A
N
R
Nロ
〉
ユ
-
N
ω
N
C∞・白・白・
0
・w〉ロ
B
-
(詰)・

ω
・
印
印
由
同
・
フ
ォ
ン
・
オ

i
ヴ
ァ

l
ベ
ツ
ク
は
、
も
と
も
と
常
居
所
概
念
だ
げ
で
足
り
る

と
す
る
見
解
で
あ
っ
た
。
〉
・
開
・

5
ロ
。
認
可
σ
巾
n
F
心
5
-
A
5
2
0
-
E
G
g
-ロ
m
g
r白
色
ロ
胃
C
』
巾
丹
田
口
一
曲
目
巾
骨

-
o
Z
R
Z
門町
c
-
Zロ
Z
E丘町
O
E
-

同】門戸〈
m
巳
℃
Z
B
5
2∞
み
同
門
位
。
ロ
印
町
田

-2吋巾阿国
E
-
、H，E
4巾
E
M
門E
n
o
g一
丹
市
町
『
田
口
前
田
町
田
骨
骨
。
一
昨
日
ロ
同
町
自
己
Z
E
-
胃
-4mw
白ロロ
mwgH申∞
C

H申告

窓
口
円
m
丘
町
広
冨
吋
由

l
E∞
。
)
・
(
呂
田
)
唱
匂
-
∞
∞
・

(
肝
)
す
な
わ
ち
、
ハ

l
グ
国
際
私
法
条
約
に
お
い
て
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
常
居
所
は
、
試
案
第
一
九
条
の
定
義
に
よ
る
と
、
む
し
ろ
住
所
の
方

に
該
当
す
る
の
で
、
更
に

I
P
R
G
独
自
の
常
居
所
概
念
を
定
め
る
こ
と
は
、
混
乱
を
招
く
と
す
る
批
判
が
意
見
表
明
に
見
ら
れ
た
。

ω円巾]]ロロ
m
E
-

y
g巾同
f
白・国
-
0・w
〉ロヨ・

(ωω)wω
・
8

R
・
(
河
巾
ぬ
ん
。
ロ
色
付
。
口
町
市
『
巾
ロ
N
W
Cロ
向
。
巾
ロ
m〈巾
wω
ぽ
F
F
〈
ぬ
戸
白
ロ
n
v
u
-『巾円件目。ロ門同
S
E
n
-
M巾円
n
F
g
門同巾

。
g
m〈
何
)
・
ま
た

I
P
R
G
の
成
立
前
の
判
例
に
よ
る
と
、
条
約
に
い
う
常
居
所
は
、
「
生
活
関
係
の
重
心
〔
独
〕
H
生
活
の
現
実
的
中
心
〔
仏
〕
」

(ωnF当
巾
召
ロ
ロ
宮
己
負

F
巾
σ巾
ロ
∞
〈
巾
吾
住
吉
町
田
巾
一
-
巾

n
g片
足
丘
町
巾
円
丘
町
仏
m
z
i巾
)
に
存
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。
切
の

N
P
叶・

5
∞
少
切
の
何
回
HN

〈
忌
品
・

ω
-
H
g
(社
会
保
障
に
関
す
る
一
九
六
九
年
五
月
一
日
の
ス
イ
ス
・
ト
ル
コ
共
和
国
間
の
条
約
最
終
議
定
書
第
三
号
)
一
切
の
印
・
∞
昌
宏
-

切
の
開
口
C
ロ
ロ
少

ω-HNN(未
成
年
者
の
保
護
に
つ
い
て
の
機
関
の
管
轄
お
よ
び
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
六
一
年
一

O
月
五
日
の
ハ

i
グ
条
約
)
。

〈
包
・
白
ロ
吾
〈
U
n
F
2
¥〈
。
ロ
盟
国
ロ
g
h
a
白・

0
・・〉ロヨ・

(N5
・
ω
・
皆
同
こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
前
掲
・
注
(
打
)
の
住
所
の
定
義
と
そ
れ
ほ
ど
異

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
よ
り
端
的
に
、
管
轄
原
因
に
つ
い
て
は
、
住
所
と
常
居
所
が
等
価
値
で
あ
る
と
す
る
判
例
も
見
ら
れ
る
。
切
の
∞
∞
・

5
∞
ω・
切
の
何
∞
由
同

ωcωλ
山・

ω
E
一
切
の
∞
-N・
5
一
品
一
∞
・
切
の
開
宏
一
回

Nω
印・

ωEN色
一
・
〈
関
戸
田
口
円
四
回
〈
山
田
ny巾同・
¥40ロ
盟
国
ロ
g
-
由・白・

0
・1
〉ロヨ・

(N5
・

ω
-
a
一
切
口
n
F
R
-
Z司・印
N-mX
〈
。
円
〉
ユ
-
N
N
1
N品
Nの
∞
w国
・
白
・
。
・
:
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
昂
)
・

ω
・印
N
Y
印
ω0・
前
述
・
注
(
河
)
も
参
照
。

(
拘
)
回
え
R
E
F
白・白・

0
・
・
〉
ロ
ヨ
(
吋
)
・

ω・
忠
一

ω円
E
E∞
宮
ユ
円
Z

L
・白・

0
・wk戸ロヨ・(吋)・

ω・
訪
問
ち
な
み
に
、
試
案
第
一
条
第
二
項
も
す
で

に
条
約
の
優
位
を
定
め
て
い
た
が
、
そ
の
第
一
九
条
第
三
項
第
二
文
は
、
改
め
て
条
約
の
規
定
を
留
保
す
る
旨
を
定
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
専
門

委
員
会
が
と
り
わ
け
住
所
お
よ
び
常
居
所
に
つ
い
て
、

I
P
R
G
と
条
約
の
関
係
を
意
識
し
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
条

約
独
自
の
解
釈
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
、

I
P
R
G
に
よ
っ
て
直
接
指
定
さ
れ
た
条
約
に
つ
い
て
も
行
わ
れ
る
。
本
文
に
掲
げ
た

I
P
R
G
の
規

定
参
照
。
こ
の
よ
う
な

I
P
R
G
に
よ
る
条
約
の
直
接
指
定
は
、
単
な
る
情
報
提
供
の
意
味
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
。
前
掲
・
注
(
川
崎
)
参
照
。
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(
卯
)
〈
。
口
。
〈
巾
円

σRw-
同・釦・

9
・〉ロヨ・

3
3
・
ω・
ω出
・
と
り
わ
け
、
条
約
の
適
用
範
囲
を
鉱
張
し
た
箇
所
に
お
い
て
は
、

I
P
R
G
と
ハ

l
グ
条

約
と
の
聞
で
異
な
っ
た
解
釈
を
行
っ
た
な
ら
ば
、
不
都
合
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

I
P
R
G第
八
三
条
第
二
項
、
第
八
五
条
第
二
項
・
第
三
項
、

第
九
三
条
第
二
項
参
照
。
〈
m-・
白
ロ
門
町
田
・
出
。
苫
門
司
巴
巾
肉
巾
5
2
5白
5
8
∞g
z
B
B
z
m
g
a
g
R
7
4弔問一月ユ∞
n
v
g
弔閉山自の
2
2目的巾ロ門巧
R
F

ωmω
』円閉山(]戸由叶申)・

ω
h
H
M
同・

4 

国
籍

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(一)

連
結
点
と
し
て
の
国
籍
に
つ
い
て
も
、

N
A
G
お
よ
び

Z
G
B
の
規
定
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、

N
A
G
は
、
そ
の
第
五
条
に

お
い
て
、
重
本
籍
を
規
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
複
数
の
カ
ン
ト
ン
に
本
籍
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
住
所
を
有
し
て
い
た
本

籍
カ
ン
ト
ン
を
本
籍
地
と
み
な
し
、
い
ず
れ
の
本
籍
カ
ン
ト
ン
に
も
住
所
を
有
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
本
人
ま
た
は
始
祖
が
最
後
に
市
民

(
瑚
)

権
を
取
得
し
た
カ
ン
ト
ン
を
も
っ
て
、
本
籍
地
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

Z
G
B
は
、
そ
の
第
二
二
条
第
三
項
に
お
い
て
、
同
様
の
規
定
を
置
い

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
が
複
数
の
地
に
市
民
権
を
有
す
る
場
合
に
は
、
現
在
ま
た
は
最
後
の
住
所
が
あ
る
本
籍
地
が
基
準
と
さ
れ
、
い
ず

れ
の
本
籍
地
に
も
住
所
が
な
い
場
合
に
は
、
本
人
ま
た
は
始
祖
が
最
後
に
市
民
権
を
取
得
し
た
地
を
も
っ
て
、
本
籍
と
さ
れ
る
。
両
者
は
、

同
じ
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、

N
A
G
の
規
定
は
、
条
文
と
し
て
は
残
っ
て
い
た
が
、

Z
G
B
の
規
定
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。Z
G
B第
二
二
条
第
三
項
は
、
従
来
の
判
例
に
よ
り
、
重
国
籍
者
に
つ
い
て
も
準
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
者
が
同
時
に
ス

(
即
)

イ
ス
国
籍
も
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
が
基
準
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

I
P
R
G
は
、
場
合
に
応
じ
た
解
決
方

法
を
採
用
し
て
い
る
。
ま
ず
、
直
接
管
轄
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
ス
イ
ス
国
籍
は
、
特
に
在
外
ス
イ
ス
人
を
保
護
す
る
目
的
で
管
轄
原

因
と
さ
れ
て
い
る
の
で
(
後
述

H
U
ω
参
照
)
、
重
国
籍
者
に
つ
い
て
も
、
当
然
に
、
ス
イ
ス
国
籍
だ
け
が
基
準
と
さ
れ
る
(
第
二
三
条
第
一

と
こ
ろ
で
、

北法40(2・39)329



説

項
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
国
籍
の
実
効
性
が
問
題
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

I
P
R
G
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、

本
人
と
最
も
密
接
な
関
係
の
あ
る
国
の
国
籍
が
基
準
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
(
同
条
第
二
項
)
。
こ
の
よ
う
な
別
段
の
定
め
と
し
て
は
、
夫
婦
財

産
関
係
に
お
け
る
法
選
択
(
第
五
二
条
第
二
項
)
、
相
続
に
お
け
る
法
選
択
(
第
九

O
条
第
二
項
)
お
よ
び
死
因
処
分
能
力
に
関
す
る
択
一
的

連
結
(
第
九
四
条
)
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
実
効
性
に
関
わ
り
な
く
、
い
ず
れ
の
国
の
国
籍
も
連
結
点
と
な
り
う
る
。
更
に
、
外

国
判
決
の
承
認
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
い
ず
れ
の
本
国
に
お
い
て
下
さ
れ
た
判
決
も
間
接
管
轄
の
要
件
を
充
た
す
と

(
削
}

さ
れ
て
い
る
(
第
二
三
条
第
三
項
)
。

以
上
の
規
定
を
み
る
と
、

I
P
R
G
の
規
定
は
、
と
り
わ
け
準
拠
法
の
決
定
に
際
し
て
、
重
国
籍
者
た
る
在
外
ス
イ
ス
人
に
つ
い
て
、
従

来
の
判
例
を
大
き
く
変
更
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
外
国
国
籍
の
み
を
有
す
る
重
国
籍
者
に
つ
い
て
は
、

Z
G
B
の
規
定
を

適
用
し
た
結
果
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
人
と
最
も
密
接
な
関
係
の
あ
る
固
と
は
、
通
常
は
、
そ
の

者
が
現
に
住
所
ま
た
は
常
居
所
を
有
す
る
国
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
国
籍
の
消
極
的
抵
触
に
つ
い
て
は
、

Z
G
B
の
施
行
に
伴
っ
て
追
加
さ
れ
た

N
A
G第
七

a
条
は
、
国
籍
も
住
所
も
い
ず
れ
も
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
法
を
適
用
す
る
と
定
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
住
所
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
無
国
籍

者
に
つ
い
て
、
住
所
を
基
準
と
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
趣
旨
は
、

I
P
R
G
に
お
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、

I
P
R
G
に

お
い
て
は
、
ま
ず
無
国
籍
者
の
定
義
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
無
国
籍
者
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
九
五
四
年
九
月
二
八
日
の

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
よ
り
無
国
籍
者
と
さ
れ
る
者
、
更
に
は
無
国
籍
者
と
同
一
視
し
う
る
程
に
本
国
と
の
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
た
者
も
、

無
国
籍
者
と
さ
れ
る
(
第
二
四
条
第
一
項
)
。
ま
た
、
一
九
七
九
年
一

O
月
五
日
の
連
邦
難
民
法
に
よ
り
難
民
と
さ
れ
る
者
は
、

I
P
R
G
に

お
い
て
も
難
民
と
さ
れ
る
(
同
条
第
二
項
)
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
無
国
籍
者
お
よ
び
難
民
に
つ
い
て
は
、
住
所
を
も
っ
て
国
籍
と
さ
れ
て
い

(
四
四
)

る
の
で
あ
る
(
同
条
第
三
項
)
。
住
所
も
有
し
な
い
場
合
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
第
二

O
条
第
二
項
第
二
文
に
よ
り
、
常
居
所
を
も
っ
て
住

論
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スイス国際私法典における若千の基本的諸問題(ー)

所
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
、

N
A
G第
七

a
条
が
修
正
さ
れ
た
と
言
え
る
。

最
後
に
、

Z
G
B第
二
二
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
人
の
本
籍
は
、
そ
の
市
民
権
に
よ
っ
て
定
め
る
と
さ
れ
て
い
た
。
同
様
の
趣
旨
は
、

I

P
R
G
に
お
い
て
、
国
籍
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
が
あ
る
国
に
国
籍
を
有
す
る
か
否
か
の
決
定
は
、
当
該
国
の
国

籍
法
に
よ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
第
二
二
条
)
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
に
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
則
)
同
趣
旨
の
規
定
は
、
一
八
八
七
年
の

N
A
G草
案
第
六
条
お
よ
び
一
八
七
六
年
の

N
A
G草
案
第
四
条
に
も
見
ら
れ
る
。

(
削
)
〈
m
F
〈
U
n
F巾
『
¥
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ロ
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回
ロ
g
w
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・
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N
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-
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E一w
H
ω
ω
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(H甲
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ω
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∞
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・
〈
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・白己
n
y
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n
y
q
¥〈
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ロ
宮
釦
ロ
g
-
白・白・

0
・・〉ロヨ・

(N申)喝

ω
・
ω同町・一

回

o
g
n
y国間ゲ白・目・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
・

ω
・
8

一
ωnv-zgσ
巾『一
n
F
F
白・出・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω
・呂・

(
問
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
切
O
同国
n
V担問?白・白・

0
・w
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω
・
2
同
一

ω
n
y
z
g
σ
R
-
n
z
-
白
・
白
・
。
よ
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω
-
g
同

(
胤
)
〈
包
・
釦
Z
n
y
同巾巴巾円¥辺市町門司山一・白・

0
・・〉ロヨ・

(S)
・
ω・
ωH0
・
ま
た
直
接
管
轄
お
よ
び
間
接
管
轄
に
つ
い
て
は
、

I
P
R
G
と
同
様
の
趣
旨
が

す
で
に
従
来
の
判
例
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
∞
の
お
・
吋
・

5
g
-
∞
の
何
∞
品
口
怠
少

ω
・
ミ
N
R
-
一
切
の
∞
・
∞
-
E
8
・
切
の
明
∞
由
同

ω
8・

ω
.
ω
O∞同.

(
邸
)
〈
m

刷
戸
〈
U
n
y
m司¥〈
O
ロ
句
]
白
ロ
g
w
同・白・

0
・w
〉ロ
B
・
(N申)・

ω
・
ωN
・

(
附
)
ち
な
み
に
、
試
案
に
お
い
て
は
、
「
い
か
な
る
国
も
そ
の
者
を
自
国
民
と
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
無
国
籍
者
と
同
一
視
し
う
る
程
に
本
国
と
の
関

係
が
乏
し
く
な
っ
た
場
合
」
に
、
そ
の
者
を
無
国
籍
者
と
し
、
こ
の
よ
う
な
無
国
籍
者
に
つ
い
て
は
、
住
所
を
も
っ
て
国
籍
と
し
て
い
た
(
第
二

二
条
)
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
事
実
上
の
無
国
籍
者
を
含
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
い
る
た

め
、
草
案
以
降
は
、
こ
の
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ま
た
、
難
民
に
つ
い
て
も
、

I
P
R
G
の
規
定
は
、
難
民
の
法
的
地
位
に
関
す
る
一
九
五
一

年
七
月
二
八
日
の
ジ
ュ
ネ

i
ヴ
条
約
お
よ
び
一
九
六
七
年
一
月
=
=
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
議
定
書
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く

(
I
P
R
G

第
一
条
第
二
項
)
、
単
に
ス
イ
ス
の
圏
内
立
法
に
よ
り
難
民
の
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ
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論

5 

住
所
地
法
主
義

北法40(2・42)332

説

て
い
る
。
∞
♀
印
門
町
民
ゲ
白
血
。
・
・
〉
ロ
B
-
(
3
・
ω
-
S
円

一

ω
n
r
z
gぴ
R-n宮
w

国・出・

0.‘
〉
ロ

5
・(吋)・

ω・
∞
回
目

唱

i

(
即
)

前
述
の
よ
う
に
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
住
所
地
法
主
義
の
伝
統
は
、

N
A
G
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で

は
、
妻
の
行
為
能
力
お
よ
び
遺
言
能
力
(
第
七
条
)
、
親
権
(
第
九
条
第
一
項
)
、
後
見
(
第
一

O
条
)
、
夫
婦
財
産
制
(
第
一
九
条
)
、
相
続

(
第
ニ
二
条
)
、
相
続
契
約
(
第
二
五
条
)
に
つ
い
て
、
住
所
地
法
の
適
用
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

N
A
G
に
は
、
重
要
な
例
外
が

存
在
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
人
の
身
分
、
と
り
わ
け
嫡
出
・
非
嫡
出
、
認
知
、
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
、
夫
、

(
削
)

父
ま
た
は
養
親
の
本
国
(
本
籍
地
)
法
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
管
轄
も
本
国
(
本
籍
地
)
に
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
し
(
旧
第
八
条
)
、
親
族

聞
の
扶
養
義
務
は
、
扶
養
義
務
者
の
本
国
(
本
籍
地
)
の
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
(
第
九
条
第
二
項
)
。
ま
た
、
相
続
に
つ
い
て
も
、
原
則

N
A
G
 

的
に
は
、
被
相
続
人
の
最
後
の
住
所
地
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
り
相
続
順
位
を
本
国
(
本
籍
地
)
法
に
よ
ら
せ

る
こ
と
が
で
き
た
(
第
二
二
条
)
。

更
に
、

Z
G
B
の
施
行
に
伴
う
N
A
G
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
本
国
法
主
義
が
基
調
と
さ
え
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
行

為
能
力
に
つ
い
て
は
、
内
国
取
引
保
護
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
則
は
本
国
法
主
義
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
(
第
七
b
条
第
一
項
)
、
婚

姻
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
各
当
事
者
に
つ
き
本
国
法
に
よ
る
と
さ
れ
(
第
七

c
条
第
一
項
)
、
離
婚
に
つ
い
て
も
、
離
婚
原
因
は
本
国
法

に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
(
第
七
h
条
第
一
項
)
。

し
か
し
、
一
九
七
二
年
の
Z
G
B
の
養
子
法
改
正
に
伴
う
N
A
G
の
一
部
改
正
に
お
い
て
は
、
住
所
地
管
轄
と
結
び
つ
い
た
法
延
地
法
主

義
が
採
用
さ
れ
(
第
八

a
条
|
第
八

c
条
)
、
更
に
、

一
九
七
六
年
の
Z
G
B
の
親
子
法
全
面
改
正
に
伴
う
N
A
G
の
改
正
に
お
い
て
は
、
第



八
条
が
つ
い
に
削
除
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
は
、
共
通
住
所
地
法
を
第
一
順
位
と
す
る
段
階
的
連
結
が
採
用
さ

れ
(
第
八

e
条
)
、
管
轄
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
の
一
方
の
住
所
の
存
在
に
よ
り
、
ス
イ
ス
の
管
轄
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
第
八
d

条
河
一
九
八
四
年
に
は
、

Z
G
B
の
婚
姻
法
が
改
正
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
伴
う

N
A
G
の
改
正
は
、

I
P
R
G
の
成
立
に
よ
り
不
要
と
な
っ

たう
な
傾
向
は
、

一
日
一
、
本
国
法
主
義
に
傾
斜
し
た
後
、
再
び
住
所
地
法
主
義
へ
復
帰
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
よ

I
P
R
G
に
お
い
て
、
更
に
発
展
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

N
A
G
は、
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(
閉
山
)
更
に
は
、
一
八
四
八
年
の
連
邦
憲
法
第
四
六
条
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
述
・
注
(
回
)
参
照
。
ち
な
み
に
、
一
八
八
七
年
の

N
A

G
草
案
第
二
条
お
よ
び
一
八
七
六
年
の

N
A
G
草
案
第
一
条
で
は
、
「
本
法
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
住
所
地
の
法
お
よ
び
住
所
地
の
裁
判
管

轄
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

N
A
G第
二
条
で
は
、
寸
本
法
が
明
示
的
に
本
籍
地
の
裁
判
管
轄
を
留
保
し
な
い
限
り
、
:
:
:
住

所
地
の
裁
判
管
轄
L

に
よ
る
と
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
鵬
)
連
邦
政
府
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
人
の
身
分
は
公
法
の
問
題
で
あ
り
、
本
籍
と
最
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
∞

E
2
S
H
I
-
-【)
・

ω.
日
一
山
由
.

(
則
)
連
邦
政
府
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
親
族
問
の
扶
養
義
務
の
問
題
は
、
本
籍
カ
ン
ト
ン
の
生
活
保
護
義
務
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
、
本
籍

地
法
に
よ
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
∞
巴

(
E
2
ロ[)・

ω
印

g
・

(
山
)
本
条
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
後
述
H
M
参
照
。

(m)
但
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
は
、
す
で
に

N
A
G
以
前
の
連
邦
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
行
為
能
力
に
つ
い
て
は
、
自

然
人
の
行
為
能
力
に
関
す
る
一
八
八
一
年
六
月
一
一
一
一
日
の
連
邦
法
第
一

O
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
に
よ
り
、
外
国
人
の
本
国
法
主
義
お
よ
び
内

国
取
引
保
護
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
一
八
八
一
年
法
は
、

N
A
G第
三
四
条
に
よ
り
、
そ
の
適
用
が
留
保
さ
れ
て
い
た
。
他
方
に

お
い
て
、

Z
G
B
の
最
終
章
第
六

O
条
は
、
こ
の
一
八
八
一
年
法
が

Z
G
B
の
規
定
と
抵
触
す
る
限
り
に
お
い
て
廃
止
さ
れ
る
と
し
て
い
た
が
、

同
法
第
一

O
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
よ
り
効
力
維
持
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
∞
の
ロ
・
∞
・

5
∞N-
∞
の
何
回
。
∞
〈

H
N
Y
ω
・
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説論

HN印
一
切
の

N∞・
ω
-
E∞0
・
∞
の
開
呂
田
岡

σ
巴
ω・
ω
-
H
2・〈畑町戸出
z
n
Z
5印
A
M
V
R
¥
さ
ロ

HVEロ
g-
回・白・

0
・・〉ロヨ・

(N5
・
ω
-
E・
ま
た
婚
姻
お
よ

び
離
婚
に
つ
い
て
は
、
身
分
の
確
定
お
よ
び
公
証
な
ら
び
に
婚
姻
に
関
す
る
一
八
七
四
年
一
二
月
二
四
日
の
連
邦
法
第
三
一
条
第
一
項
・
第
三
七

条
第
四
項
・
第
五
六
条
は
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
婚
姻
お
よ
び
離
婚
が
本
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。
〈
区
白
ロ
門
町
田

g

∞
巳
「

ω吋
河

(Eos-ω-HM吋
戸

(
山
)
こ
の
改
正
は
、
同
時
に
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
の
機
関
の
管
轄
、
準
拠
法
お
よ
び
判
決
・
決
定
の
承
認
に
関
す
る
一
九
六
五
年
一
一
月
一
五
日

の
ハ

1
グ
条
約
批
准
の
た
め
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ハ

1
グ
条
約
は
、
締
約
国
の
国
籍
を
有
す
る
未
成
年
者
の
養
子
縁
組
だ
け
を
対
象
と

し
て
い
る
た
め
、

N
A
G
の
改
正
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
も
ち
ろ
ん
外
国
人
を
当
事
者
と
す
る
養
子
縁
組
件
数
の
増
加

が
あ
り
、

N
A
G第
八
条
の
本
国
法
主
義
は
、
こ
の
点
で
不
都
合
と
さ
れ
て
い
る
。
∞

E
2
2
H
H
)
・
ω・
巴
合
同
・
ち
な
み
に
、
ハ

1
グ
条
約
に

お
い
て
は
、
住
所
で
は
な
く
、
常
居
所
が
連
結
点
と
さ
れ
て
い
る
(
第
三
条
第
一
項

a
号)。

(
旧
)
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
に
つ
い
て
は
、
ハ

1
グ
条
約
は
存
在
し
な
い
が
、

N
A
G第
八
条
の
不
都
合
は
明
白
で
あ
っ
た
。
詳
細
に
つ
い

て
は
、
後
述

m
2参
照
。
但
し
、
政
府
草
案
に
お
い
て
は
、
共
通
本
国
法
を
第
一
順
位
と
す
る
段
階
的
連
結
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
以
上
に
つ
い

て
は
、
∞
盟

(
E
2ー
ロ
)
・

ω・
呂
町
民
・
な
お
、
こ
の
よ
う
な
管
轄
お
よ
び
準
拠
法
の
例
外
に
つ
い
て
も
、
後
述

m
2参
照
。

(
山
)
連
邦
政
府
は
、
も
と
も
と

Z
G
B
の
婚
姻
法
改
正
が
発
効
す
る
一
九
八
八
年
一
月
一
日
に
、

I
P
R
G
も
同
時
に
発
効
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い

た。

-Y
〈
。

-
w
g
w
z
g
N一i
z
z
E回当
2
2
5
ロ
2
8
R
Y当
aNEmnyg
弔問山・の巾由巾

F
E
N
N当
(
呂
∞
品

)wω
・
ω
出・

(2) 

I
P
R
G
 

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
住
所
と
常
居
所
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
を
含
め
た
広
い
意
味
の
住
所
地
法
主
義
と
し

て
は
、
人
事
法
の
一
般
原
則
(
第
三
三
条
)
、
行
為
能
力
(
第
三
五
条
)
、
婚
姻
の
効
力
(
第
四
八
条
)
、
夫
婦
財
産
制
(
第
五
四
条
)
、
出
生

に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
(
第
六
八
条
)
、
認
知
(
第
七
二
条
)
、
親
子
関
係
の
効
力
(
第
八
二
条
)
、
相
続
契
約
お
よ
び
相
互
的
死
因
処
分
(
第

九
五
条
)
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
は
、
明
示
的
に
住
所
地
法
な
い
し
常
居
所
地
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

N
A
G
に
お
い
て
も
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
、
住
所
地
管
轄
と
結
び
つ
い
た
法
廷
地
法
の
指
定
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
(
以
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下
で
は
、
管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
と
略
称
す
る
)
、

I
P
R
G
に
お
い
て
も
、
氏
名
(
第
三
七
条
第
一
項
)
、
氏
名
の
変
更
(
第
三
八
条
第
一

項
・
第
三
項
)
、
失
綜
宣
告
(
第
四
一
条
第
一
項
・
第
三
項
)
、
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
(
第
四
三
条
第
一
項
、
第
四
四
条
第
一
項
)
、
離
婚
・

別
居
(
第
五
九
条
、
第
六
一
条
第
一
項
、
第
六
三
条
、
第
六
四
条
)
、
養
子
縁
組
(
第
七
五
条
第
一
項
、
第
七
七
条
第
一
項
)
、
相
続
(
第
八

六
条
第
一
項
、
第
九

O
条
第
一
項
)
な
ど
に
同
様
の
規
定
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
は
、

I
P
R
G
に
お
い
て
、

更
に
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
要
す
る
に
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
場
合
に
つ
い

て
の
み
、
準
拠
法
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
質
上
は
、
住
所
地
法
主
義
を
採
用
し
て
い
る
の
と
異
な
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
は
、
人
事
・
家
族
・
相
続
の
法
律
関
係
形
成
の
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
い
て
は
、
外
国
に
お
け
る
形
成
行
為
は
、
す
べ
て
承
認
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
氏
名
の
変
更
(
第
三
九
条
)
、
失
綜
宣
言
(
第
四
二
条
)
、
婚
姻
挙
行
(
第
四
五
条
)
、
離
婚
・
別
居
(
第
六
五
条
)
、
養
子
縁
組
(
第

七
八
条
)
、
相
続
(
第
九
六
条
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
成
行
為
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
裁
判
所
が
関
与
し
た
も
の
に
限
ら

ず
、
行
政
機
関
が
行
っ
た
も
の
で
も
構
わ
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
承
認
の
要
件
と
な
る
間
接
管
轄
は
、
ス
イ
ス
の
機
関
の
直

接
管
轄
と
別
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
概
ね
直
接
管
轄
よ
り
も
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
準
拠
法
要
件
は
、
こ
の
場
合
、

そ
れ
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
面
か
ら
、
人
事
・
家
族
・
相
続
の
法
律
関
係
形
成
に
つ
い
て
は
、
双
方
的
抵
触
規

定
が
必
要
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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次
に
、
こ
れ
ら
の
法
律
関
係
形
成
行
為
の
幾
つ
か
は
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
も
、
官
庁
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
点
に
、
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
氏
名
、
婚
姻
挙
行
お
よ
び
養
子
縁
組
が
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
の
管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
は
、

手
続
の
迅
速
性
の
た
め
に
、
む
し
ろ
必
要
で
あ
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
ス
イ
ス
法
の
適
用



説

は
、
必
ず
し
も
圏
内
事
件
に
お
け
る
も
の
と
同
一
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
、

I
P
R
G第
七
七
条
第
二
項

は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
養
子
縁
組
が
養
親
と
な
る
べ
き
者
も
し
く
は
夫
婦
の
住
所
地
固
ま
た
は
本
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ず
、
そ
の

結
果
、
子
に
重
大
な
不
利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
機
関
は
、
当
該
国
の
法
に
よ
る
要
件
を
も
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
れ

で
も
な
お
、
承
認
が
確
実
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
縁
組
を
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
こ
れ
を
も
っ
て
、
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
、
住

(m) 

所
地
法
と
本
国
法
が
累
積
適
用
さ
れ
て
い
る
と
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
外
国
法
は
考
膚
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
、
む
し
ろ
渉
外
的
要
素
を
考
膚
し
た
ス
イ
ス
法
の
適
用
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
法
律
関
係
形
成
行
為
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
規
定
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
外
国
に
お
け
る

承
認
可
能
性
の
考
慮
お
よ
び
そ
れ
に
伴
っ
た
外
国
法
の
適
用
な
い
し
考
慮
は
、
国
際
私
法
総
論
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
一
一
言
う
こ
と
が
で
き
よ

河
「
ち
な
み
に
、

I
P
R
G第
四
三
条
第
二
項
は
、
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人
間
の
婚
姻
に
つ
い
て
、
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
婚
姻
が

論

当
事
者
双
方
の
住
所
地
固
ま
た
は
本
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
場
合
」
に
限
り
、
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
第
一
に
、
管
轄
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
婚
姻
が
外
国
に
お
い
て
承
認
さ
れ
な
い
場
合
に
、
当
該
外
国
法
の
考
慮
を
定
め
た

そ
も
そ
も
ス
イ
ス
の
管
轄
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
は
、
ス
イ
ス
に
住

所
を
有
し
な
い
外
国
人
の
婚
姻
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、

I
P
R
G
の
管
轄
原
則
に
よ
る
な
ら
ば
、
全
く
例
外
に
属
す
る
。
従
っ
て
、
後
述

H
U
ω
の
在
外
ス
イ
ス
人
に
対
す
る
特
別
の
配
慮
を
除
く
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
婚
姻
当
事
者
の
一
方
の
住
所
が
管
轄
原
因
と
な
り
、
そ
れ

と
結
び
つ
い
て
、
住
所
地
法
た
る
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
、
こ
れ
が
常
態
で
あ
ろ
う
。

も
の
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

(
出
)
一
般
的
に
は
、

ω♀

zaσqwz-白
・
由
。
・
・
〉
ロ
5
・(叶)噌

ω・
均
一

ω山岳町-白・白・
0
・・〉ロヨ・(印
ω)
・
ω・
3
N
一
〈
。
ロ
。
〈
巾
吋

σ巾n
w
(、H
，
E4vgCM)
噌

。℃

n
-
f
ロ
(
由
g
・
u-
∞
斗
一
(
閉
山

2
・
n
ユ-
Y
O
匂
-
n
F
P
2
5
・匂
-
M
怠
・
氏
名
、
離
婚
・
別
居
お
よ
び
相
続
に
つ
い
て
は
、
∞
三
国
各
即
時
F

白血・

0
・w
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〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
・

ω・吋
ω・
志
向
ニ
ロ

ω
同
一

ω
n
y
z
n
σ
R
R
Z
w
白
・
白
・
。
・
〉
ロ
ヨ
・
(
斗

)wω
・川口町
--HE
ア

E
0・
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
同
巾
口
角
川
司
¥ω
ぽ
FF

国・白
-
0・・〉ロ
B
-
(
S
)
・
ω・
ωE-

(
国
)
∞

2mnF白骨
L
・白・

0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・
2
・4
印ム
Y
S同
-LHO
同
一

ω円
E
5曲
げ

RFnyF
白血・

0
・w〉ロ
5
・
3yω
・
8
・
u
p
呂
田
町

-L呂
町

-Lgw

]戸埠

ω
片
山
J

(
山
)
一
般
的
に
は
、
回
。
仲
間
門
『
S
F
白・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋

)"ω
・8
円
一

ω円
FZgσ
均一円
FF
白・白・

0
・w〉ロヨ・(叶)・
ω・
宮
内
一
〈
O
F
g
(司
g
仲間門町吋吾

冨
O
印巾吋
)

w

白・同・

9
・
〉
ロ
ヨ
・

2
8
・
ω
-
E岳
町
・
こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
第
五
九
条
の
制
約
か
ら
、
関
接
管
轄
が

直
接
管
轄
よ
り
も
制
限
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

I
P
R
G
第
一
一
一
条
第
一
項
b
号
、
第
一
四
九
条
第
二
項

a
号
・

f
号
、
第
一
六
五

条
第
一
項

a
号
・
第
二
項
。
連
邦
憲
法
第
五
九
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
債
務
者
は
、
そ
の
住
所
地
に
お
い
て
訴
え
ら
れ

る
こ
と
を
要
し
、
か
っ
そ
の
住
所
地
カ
ン
ト
ン
以
外
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
差
押
を
受
け
な
い
と
さ
れ
る
。

(
凹
)
氏
名
に
つ
い
て
は
、

Z
G
B
第
三

O
条
、
第
一
四
九
条
、
第
一
六

O
条
、
婚
姻
挙
行
に
つ
い
て
は
、

Z
G
B
第
一

O
五
条
以
下
、
養
子
縁
組
に

つ
い
て
は
、

Z
G
B
第
二
六
八
条
参
照
。
更
に
は
、
一
九
五
三
年
六
月
一
日
の
戸
籍
規
則
第
六
七
条
以
下
、
第
七
三

a
条
以
下
、
第
九
二
条
以
下

参
照
。

(
国
)
〈
ぬ
戸
肉
色
町
吋
¥ω
ぽ『戸吋噂釦・白・

0
・w
〉ロヨ・

(S)
・
ω・
ω
宮
内
・

(
凶
)
し
か
し
、
お
そ
ら
く
累
積
適
用
と
解
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
〈
O
D
O
〈巾『
σ
R
W
(閉山巾〈一・

2-F)
唱。唱

-n-Fw
ロ・(∞品

)-HV-NE
一
同
色
]
巾
円
¥ω
ぽ
官

w

出・白・

0
・・〉ロヨ・

(S)
・
ω
N吋∞-

(
悶
)
〈
包
・
∞
♀
印

n
E
F
白・白・

9
・〉ロ
B
・
s
-
ω
-
g・
こ
の
点
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、

I
P
R
G
の
施
行
に
伴
い
改
正
さ
れ
た
戸
籍
規
則
の
氏
名
お

よ
び
婚
姻
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
ご
九
八
八
年
一
一
月
二
八
日
改
正
、
一
九
八
九
年
一
月
一
日
施
行
)
。
ま
ず
、
氏
名
に
関
す
る
第
四
三

a
条
に

よ
る
と
、
カ
ン
ト
ン
は
、
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
適
用
さ
れ
う
る
場
合
に
つ
い
て
、
氏
名
の
問
題
を
カ
ン
ト
ン
の
監
督
機
関
の
検
討

に
委
ね
る
旨
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
婚
姻
に
関
す
る
第
一
六
八
条
に
よ
る
と
、
同
じ
く
カ
ン
ト
ン
は
、
婚
姻
当
事
者
の

一
方
が
ス
イ
ス
国
民
で
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
婚
姻
公
示
の
書
類
を
カ
ン
ト
ン
の
監
督
機
関
の
検
討
に
委
ね
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

れ
る
。
ち
な
み
に
、

I
P
R
G
の
試
案
第
四
一
条
第
三
項
に
お
い
て
は
、
ス
イ
ス
に
お
け
る
婚
姻
を
困
難
と
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
外
国
に
お

け
る
承
認
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
婚
姻
当
事
者
の
一
方
の
本
国
法
ま
た
は
住
所
地
法
を
付
随
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
草
案
以
降
は
削
除
さ
れ
た
。
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説

(
印
)
同
様
の
規
定
は
、
す
で
に

N
A
G第
七

e
条
に
見
ら
れ
る
。
前
述
・
注
(
却
)
参
照
。
ち
な
み
に
、

I
P
R
G
の
施
行
に
伴
い
追
加
さ
れ
た
戸

籍
規
則
第
一
六
八

a
条
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
ン
の
監
督
機
関
が
決
定
を
下
す
と
さ
れ
て
い
る
。

論

特
別
留
保
条
款

管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
と
区
別
す
べ
き
も
の
と
し
て
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
随
所
に
特
別
留
保
条
款
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
当

然
の
事
な
が
ら
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
ま
た
は
官
庁
が
管
轄
を
有
す
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
、
住
所
地
法
と
し
て
よ
り

6 

も
、
ス
イ
ス
の
圏
内
実
質
法
の
適
用
確
保
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
権
利
能
力
に
つ
い
て
は
、
試
案
第
三
二
条
第
一
項
お
よ
び
草
案
第
三
二
条
第
一
項
は
、
寸
何
人
も
権
利
能
力
を
有
す
る
」
と
定
め
て

い
た
。
こ
れ
は
、
文
言
上
、

Z
G
B
第
一
一
条
第
一
項
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
。
現
在
の

I
P
R
G第
三
四
条
第
一
項
は
、
権
利
能
力
に
つ

(
悶
)

い
て
、
ス
イ
ス
法
を
指
定
し
て
い
る
が
、
試
案
お
よ
び
草
案
の
趣
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
認
知
の
取
消
は
、
試
案
第
七
三

a
条
で
は
、
出
生
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
に
関
す
る
規
定
に
従
う
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
草
案
以
降
で
は
、
ス
イ
ス
法
に
よ
る
と
修
正
さ
れ
て
い
る

(
I
P
R
G第
七
二
条
第
三
項
)
。
そ
の
趣
旨
は
、
専
ら

Z
G
B
第
二
六

O

と
り
わ
け
第
二
六

O
b条
の
適
用
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
認
知
の
取
消
は
、
認
知
を
行
っ
た
者
が
子
の
父

a
条
以
下
、

で
な
い
と
い
う
事
実
を
証
明
す
れ
ば
足
り
る
。

他
方
に
お
い
て
、
方
式
に
お
け
る
ス
イ
ス
法
の
適
用
は
、
行
為
地
法
と
し
て
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
ス
イ
ス
に
お
い

て
挙
行
さ
れ
る
婚
姻
の
方
式
」
(
第
四
四
条
第
三
項
)
お
よ
び
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
認
知
の
方
式
」
(
第
七
二
条
第
二
項
)
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
じ
く
行
為
地
法
主
義
と
い
っ
て
も
、
夫
婦
財
産
契
約
お
よ
び
契
約
の
方
式
は
、
択
一
的
に
実
質
の
準
拠
法
ま
た
は
締
結
地
の
法

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
(
第
五
六
条
、
第
一
二
四
条
)
、
婚
姻
お
よ
び
認
知
の
方
式
は
、
常
に
行
為
地
法
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
。
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(
防
)

そ
の
意
味
で
は
、
絶
対
的
行
為
地
法
主
義
で
あ
り
、
や
は
り
行
為
地
の
公
序
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
婚
姻
の
方
式
は
、

(
印
}

Z
G
B第
一

O
五
条
以
下
に
よ
り
、
認
知
の
方
式
は
、

Z
G
B第
二
六

O
条
第
三
項
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
離
婚
お
よ
び
別
居
の
保
全
処
分
に
つ
い
て
も
、
ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る

(
I
P
R
G第
六
二
条
第
二
項
)
。
こ
こ
で
は
、

通
常
、
迅
速
な
手
続
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
外
国
法
の
適
用
は
妥
当
で
な
い
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
離
婚
お
よ
び
別
居
の
保
全
処
分
に

(
瑚
}

つ
い
て
は
、

Z
G
B第
一
四
五
条
が
常
に
適
用
さ
れ
る
。

N
A
G
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の
方
式
(
第
七

c
条
第
二
項
)
お
よ
び
離
婚
原
因
を
除
い
た
離
婚
の
要
件
お
よ
び
効
力
(
第
七

ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
特
別
留
保
条
款
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、

h
条
第
三
項
)
に
つ
い
て
、

(
凶
)
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n
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0
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ω
n
E
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R
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0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω-H室
内
婚
姻
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
〈
色

白ロ円}困問巾}}巾「
¥ω
一巾}凶『
w

白血・

0
・・〉ロヨ・

(S)
・
ω
-
N
S・

(
郎
)
ス
イ
ス
に
お
い
て
は
、
領
事
婚
も
認
め
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
∞
2
R
E
P
-
白血・

0
・
咽
〉
ロ
ヨ
(
吋
)
・

ω・
2
円
一

ω
n
E
5
5
R
W
V
F
同・

国・

0
・〉ロヨ・

(
3
・
ω
-
H
c
m
・
他
方
に
お
い
て
、
ベ
イ
ル
ー
ト
・
カ
イ
ロ
・
ダ
マ
ス
カ
ス
・
バ
グ
ダ
ッ
ド
・
テ
へ
ラ
ン
の
ス
イ
ス
大
使
館
に
お
い
て

は
、
ス
イ
ス
国
民
に
つ
い
て
、
領
事
婚
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
∞
-
U
E
O
F
円
巾
口
。
ロ
〈
g
z
己

g
x
E
Z百
三
宮
口
白
]
円
旦
芯

2
2
m巾

向日間宮内田
5
2
P
E一同区一

U
2
8
5
0
E
2・
0
u
n
-
7
ロ
-ae-
℃・

ωω
ロ。
Z

5・
な
お
、

I
P
R
G第
四
三
条
第
二
項
に
よ
る
ス
イ
ス
に
住
所
を

有
し
な
い
外
国
人
聞
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
挙
行
に
先
立
つ
公
示
手
続
は
、
カ
ン
ト
ン
の
監
督
官
庁
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
(
戸
籍
規
則

第
二
ハ
八

a
条
第
四
項
)
。

(
m
)
Z
G
B第
二
六

O
条
第
三
項
に
よ
る
と
、
認
知
は
、
戸
籍
官
吏
の
面
前
に
お
げ
る
宣
一
言
に
よ
り
、
も
し
く
は
遺
言
に
よ
り
、
ま
た
は
父
子
関
係
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説

確
認
の
訴
が
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
函
前
に
お
い
て
、
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

I
P
R
G第
七
一
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項

も
参
照
。

(
瑚
)
∞
。
仲
良
町
岡
田
戸
田
-
M
W

・
。
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)λ
山
・
富
一

ω
n
y
z
g
σ
R
-
n
Z
L凶・白・
0
・
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω・
5
吋・

(
m
)
Z
G
B
第
一
四
五
条
に
よ
る
と
、
離
婚
ま
た
は
別
居
の
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
、
夫
婦
は
、
訴
訟
の
間
バ
同
居
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で

き
る
(
第
一
項
)
。
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
と
り
わ
け
住
居
、
家
族
の
扶
養
、
夫
婦
の
財
産
関
係
お
よ
び
子
の
監
護
に
つ
い
て
、
必
要
な
保
全
処
分

を
命
じ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
第
二
項
)
。

論

段
階
的
連
結

段
階
的
連
結
は
、
す
で
に

N
A
G
に
お
い
て
も
、
親
子
関
係
の
確
認
お
よ
び
否
認
に
関
す
る
第
八

e
条
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、
親
子
の
共
通
住
所
地
法
が
指
定
さ
れ
、
同
一
国
に
住
所
が
な
い
場
合
に
は
、
第
二
段
階
と
し
て
、

共
通
本
国
法
が
指
定
さ
れ
て
い
た
。
更
に
、
共
通
住
所
地
法
に
も
共
通
本
国
法
に
も
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
第
三
段
階
と
し
て
、

7 

I
P
R
G
に
お
い
て
も
、
確
か
に
、
一
定
の
場
合
に
は
、
も
は
や
住
所
地
法
が
適
用
さ

れ
ず
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
本
国
法
が
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
第
二
段
階
以
降
へ
の
連
結
の
要
件
は
、
様
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
夫
婦
財
産
制
の
客
観
的
連
結
に
関
す
る
第
五
四
条
第
一
項
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、
夫
婦
の
現
在
ま
た
は
最
後
の
共
通
住
所
地
法

(
別
)

を
指
定
す
る
。
こ
こ
で
い
う
共
通
住
所
と
は
、
圏
内
で
住
所
が
同
じ
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
同
居
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
準
拠

法
の
決
定
の
た
め
に
は
、
住
所
が
一
つ
の
国
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
れ
ば
足
り
る
。
従
っ
て
、
現
在
も
過
去
も
、

ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
度
も
夫
婦
が
同
じ
国

に
住
所
を
有
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
ケ

l
ス
は
、
き
わ
め
て
稀
に
し
か
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
第
五
四
条
第
二
項
は
、

(
印
)

第
二
段
階
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
稀
な
ケ

l
ス
の
た
め
に
、
共
通
本
国
法
を
指
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
っ
と
稀
な
ケ

l
ス
で
あ
ろ
う
が
、

「
夫
婦
が
一
度
も
同
じ
国
に
住
所
を
有
し
た
こ
と
が
な
く
、
か
つ
共
通
の
国
籍
も
有
し
な
い
場
合
」
に
は
、
ス
イ
ス
法
の
別
産
制
が
適
用
さ
れ
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る

(
同
条
第
三
項
)
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
三
段
階
に
お
け
る
ス
イ
ス
法
の
適
用
は
、
単
な
る
法
廷
地
法
で
は
な
い
。

ス
イ
ス
法
に
お
い
て
も
、
通
常
は
、
夫
婦

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

の
財
産
は
、
共
有
財
産
と
特
有
財
産
か
ら
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(
Z
G
B
第
一
九
六
条
以
下
)
。
と
こ
ろ
が
、

Z
G
B第
一
八
五
条
以
下

に
、
特
別
の
夫
婦
財
産
関
係
と
し
て
、
ま
ず
別
産
制
の
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
夫
婦
は
、
法
定
の
重
大
な
事
由
が
存

在
す
る
場
合
に
の
み
、
裁
判
所
に
別
産
制
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
別
産
制
の
内
容
に
関
す
る

Z
G
B第
二
四
七
条
以
下
に

よ
る
と
、
夫
婦
は
、
法
定
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
各
自
で
自
己
の
財
産
を
管
理
・
収
益
・
処
分
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

{
悶
)

I
P
R
G第
五
四
条
第
三
項
の
よ
う
な
特
別
の
状
況
に
お
い
て
は
、

Z
G
B
の
別
産
制
が
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
離
婚
お
よ
び
別
居
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
第
一
段
階
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
が
(
第
六
一
条
第
一
項
)
、
こ

れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
住
所
地
管
轄
(
第
五
九
条
)
と
併
せ
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
夫
婦
の
共
通
住
所
地
法
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
、
夫
婦
の
一
方
の
み
が
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
第
二
段
階
と
し
て
、
共
通
本
国
法
が
適
用
さ
れ
る
(
第
六
一
条
第
二
項
)
。

こ
こ
で
は
、
「
夫
婦
の
一
方
の
み
が
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
場
合
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
夫
婦
の
い
ず
れ
も
が
ス
イ

ス
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
外
国
人
夫
婦
の
離
婚
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
の
管
轄
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に

「
夫
婦
が
同
一
国
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
」
と
書
い
て
も
、
同
じ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
更
に
、
住
所
お
よ
び
国
籍
の
い
ず
れ
も
が
共
通

で
な
い
場
合
に
は
、
第
三
段
階
と
し
て
、
再
び
第
六
一
条
第
一
項
に
戻
り
、
ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
六
一
条
第
一
項

(
以
)

に
よ
る
ス
イ
ス
法
の
指
定
は
、
二
通
り
に
解
釈
さ
れ
る
。

最
後
に
、
出
生
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
親
子
関
係
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、
い
ず
れ
も
子
の
常
居
所
地
法
が

指
定
さ
れ
て
い
る
(
第
六
八
条
第
一
項
、
第
八
二
条
第
一
項
)
。
し
か
し
、
父
母
の
い
ず
れ
も
が
子
の
常
居
所
地
固
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合

に
は
、
第
二
段
階
と
し
て
、
当
事
者
全
員
の
共
通
本
国
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
(
同
条
第
二
項
)
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
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説

当
事
者
全
員
の
共
通
本
国
法
が
存
在
し
な
い
限
り
、
結
局
は
、
子
の
常
居
所
地
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
、

直
ち
に
、
子
の
常
居
所
地
法
の
優
位
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
子
の
常
居
所
地
は
、
通
常
、
両
親
の
住
所
と
同
一
で
あ
る
か
、

ま
た
は
、
少
な
く
と
も
、
母
の
住
所
と
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
h

め
る
。
そ
し
て
、
子
の
常
居
所
が
親
の
住
所
と
同
一
で
な
い
例

外
的
な
ケ

l
ス
と
し
て
は
、
外
国
人
労
働
者
の
子
が
ス
イ
ス
に
残
さ
れ
た
場
合
と
か
、
非
嫡
出
子
を
養
子
に
す
る
た
め
に
、
親
権
が
解
除
さ

れ
た
場
合

(
Z
G
B第
三
一
二
条
第
二
号
)
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
未
成
年
者
の
保
護
に
関
す
る
規
定
と
の
調

和
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

論

以
上
の
よ
う
に
、
現
実
問
題
と
し
て
、
第
二
段
階
以
降
へ
の
連
結
は
、
離
婚
お
よ
び
別
居
に
関
し
て
は
、
比
較
的
容
易
に
行
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
出
生
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
親
子
関
係
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
若
干
そ
れ
が
少
な
く
な
り
、
夫
婦
財
産
制

に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
稀
に
し
か
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
二
段
階
へ
の
連
結
の
要
件
は
、
本
国
法
が
よ
り
密
接
な

関
係
の
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
典
型
的
事
例
と
し
て
、
予
め
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
住
所
地
法
か
ら
本
国
法
へ
の
段
階
的
連
結
で
は
な
く
、
婚
姻
の
一
般
的
効
力
に
関
す
る
第
四
八
条
の
よ
う
に
、

あ
く
ま
で
住
所
地
法
の
範
囲
内
に
お
け
る
段
階
連
結
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
婚
姻
の
一
般
的
効
力
は
、
第
一
段
階
に
お
い
て
、
夫

婦
の
共
通
住
所
地
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
が
(
同
条
第
一
項
)
、
夫
婦
が
同
一
国
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
第
二
段
階
と
し
て
、
事
案

と
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
住
所
地
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
(
同
条
第
二
項
)
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
趣
旨
は
、
理
白
書
に
よ

る
と
、
一
方
に
お
い
て
、
当
事
者
の
相
対
立
す
る
利
害
関
係
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
他
方
に
お
い
て
、
実
務
に
と
っ

て
迅
速
に
処
理
し
う
る
規
則
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
四
八
条
第
二
項
の
適
用
に
際
し
て
は
、
具
体
的
事
案
、
事

情
全
体
お
よ
び
婚
姻
共
同
体
維
持
の
た
め
の
処
分
の
機
能
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
婚
姻
共
同
体
を
維
持
す
る
た
め
の
処
分
は
、

Z
G
B
に
お
い
て
は
、
第
一
七
二
条
以
下
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

に
よ
る
と
、
夫
婦
の
一
方
が
家
族
に
対
す
る
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
、
ま
た
は
婚
姻
共
同
体
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
夫
婦
の

意
見
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
共
同
ま
た
は
単
独
で
裁
判
所
に
仲
介
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
一
七
二
条
第
一
項
)
。
更
に
、
裁

判
所
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
夫
婦
の
一
方
の
申
立
に
も
と
づ
き
、
法
定
の
処
分
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
(
同
条
第
三
項
)
。
従
っ
て
、
事

(
悶
)

案
と
よ
り
密
接
な
関
係
の
あ
る
住
所
地
国
と
は
、
通
常
、
こ
の
よ
う
な
処
分
が
実
行
さ
れ
る
べ
き
国
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
則
)
婚
姻
の
一
般
的
効
力
と
異
な
り
、
夫
婦
財
産
制
に
お
い
て
は
、
夫
婦
が
も
は
や
同
一
国
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
最
後
の
共
通
住
所
地

国
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
夫
婦
の
い
ず
れ
も
が
最
後
の
共
通
住
所
地
国
を
離
れ
、
相
異
な
る
第
三
国
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
も
、

夫
婦
財
産
制
は
、
最
後
の
共
通
住
所
地
国
の
法
に
よ
る
。
こ
れ
は
、
夫
婦
財
産
制
に
お
い
て
は
、
出
来
る
限
り
、
同
一
の
連
結
を
維
持
す
る
こ
と

が
、
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
切
。
門
的
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恒
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m
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報
告
書
お
よ
び
理
由
警
に
よ
る
と
、
こ
の
場
合
に
は
、
す
で
に
婚
姻
前
に
実
効
的
国
籍
が
共
通
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
、
単
に
婚
姻
の
結

果
と
し
て
の
み
取
得
し
た
国
籍
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
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六

O
条
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第
一
段
階
と
し
て
夫
婦
の
共
通
住
所
地
法
、
第
二
段
階
と
し

て
共
通
本
国
法
、
第
三
段
階
と
し
て
ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
た
。
更
に
、
第
三
段
階
に
お
い
て
は
、
夫
婦
双
方
の
申
立
に
よ
り
、
一
方
の
住

所
地
法
ま
た
は
本
国
法
の
適
用
も
可
能
と
さ
れ
て
い
た
。
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(
邸
)
閃
O
仲田円
}
g
p
同・釦・

0
・・〉ロヨ・(叶)・

ω一-
H
E
?
ロ
ω
・
ち
な
み
に
、
試
案
第
六
八
条
第
一
項
お
よ
び
第
八
一
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
第
一
段
階
と

し
て
両
親
、
ま
た
は
子
と
同
居
す
る
親
の
住
所
地
法
が
指
定
さ
れ
、
第
二
段
階
と
し
て
、
両
親
の
い
ず
れ
も
が
子
と
同
居
し
な
い
場
合
に
は
、
子

の
常
居
所
地
法
が
指
定
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
草
案
以
降
の
規
定
に
お
い
て
は
、
第
二
段
階
と
し
て
、
当
事
者
全
員
の
共
通
本
国
法
が
入
っ
た

北法40(2・53)343 



説

以
外
に
は
、
実
質
上
、
試
案
と
異
な
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
出
生
に
よ
る
親
子
関
係
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
試
案
第
六
八
条
第
二
項
に
よ

り
、
事
案
が
子
ま
た
は
両
親
の
一
方
の
本
国
法
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ

て
お
り
、
ま
た
同
条
第
三
項
は
、
準
拠
法
に
よ
る
と
、
出
生
さ
え
も
母
子
関
係
を
生
じ
な
い
場
合
に
は
、
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
草
案
以
降
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

(
邸
)
∞
2
R
E
P
-
同・白・

0
・
・
〉
ロ
ヨ
(
吋
)
・

ω
-
E
一
ωnyzgσ
巾
ユ
門
戸
同
国
・

0
・
・
〉
ロ
ヨ
(
吋
)
・

ω・
待
問
・
こ
の
よ
う
な
段
階
的
連
結
は
、
複
数
当
事
者

の
平
等
的
取
扱
の
観
点
か
ら
も
肯
定
さ
れ
よ
う
。
∞
。
仲
間
n
g
p
白・白・

0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)wω
・
コ
円
一

ω
n
E
5島
R
W
F
白・白・

0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)wω
・

坦
∞
円

(
印
)
∞
。
門
印
門
町
民
ゲ
白
血
・

0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・∞
ω・
〈
mF
白ロ
n
F
ω
n
z
z
g
v
q
E
M
F
目・回・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)
・

ω-HHN・

(m)
同・

ωnyd弔問ロ仏
R
w
U白印同ロ同町『口問己
O
ロ
白
]
巾
司
釦
同
己
主
何
回
同
巾

n
Z
己
負

ω円『阿君巾
{Nw
∞
己
・
口
(
冨
∞
印
)w
∞
-
S叶
内
・
一
母
吋
印
-w
同
耐
え
巾
円
曲
グ
百
一
戸
出
己
印
同
ロ
ロ
巾
吋

同内。
-ESE-ロ
S
L
F
目
0
・1
〉
ロ
ヨ
・
(
毘
)
・

ω・∞∞・

論

択
一
的
連
結

一
定
の
実
質
法
的
価
値
判
断
に
も
と
づ
い
て
、
法
律
行
為
の
成
立
を
容
易
す
る
た
め
の
択
一
的
連
結
も
、
す
で
に

N
A
G第
二
四
条
に
お

い
て
、
遺
言
等
の
方
式
に
つ
い
て
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
遺
言
、
相
続
契
約
お
よ
び
遺
贈
は
、
行
為
地
法
、
被
相
続
人
の
行
為
時
も
し
く

は
死
亡
時
の
住
所
地
法
ま
た
は
本
籍
カ
ン
ト
ン
法
に
合
致
す
る
場
合
に
は
、
方
式
に
関
し
て
有
効
と
す
る
。
」
こ
れ
に
対
し
て
、

I
P
R
G
は、

遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
六
一
年
一

O
月
五
日
の
ハ

i
グ
条
約
を
直
接
に
指
定
す
る
と
共
に
、
こ
れ
を
遺
言
以
外
の
死
因
処
分

の
方
式
に
も
準
用
し
て
い
る
(
第
九
三
条
)
。
同
様
の
択
一
的
連
結
は
、
そ
の
他
に
も
、
夫
婦
財
産
契
約
の
方
式
(
第
五
六
条
)
、
認
知
(
第

七
二
条
)
お
よ
び
死
因
処
分
の
能
力
(
第
九
四
条
)
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
が
、
連
結
可
能
な
法
の
範
囲
は
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ

も
、
当
該
法
律
行
為
の
成
立
を
容
易
に
す
る
点
で
は
、
目
的
を
同
じ
く
す
る
。

ま
ず
、
夫
婦
財
産
契
約
に
つ
い
て
は
、
実
質
の
準
拠
法
ま
た
は
締
結
地
法
の
い
ず
れ
か
に
合
致
す
れ
ば
、
方
式
に
関
し
て
有
効
と
さ
れ
る
。
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

婚
姻
お
よ
び
認
知
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
絶
対
的
行
為
地
法
主
義
な
い
し
特
別
留
保
条
款
が
採
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ

で
は
、
む
し
ろ
契
約
の
方
式
の
場
合
(
第
一
一
一
四
条
)
と
同
じ
解
決
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
認
知
の
実
質
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
認
知
有
効
視
の
政
策
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
認
知
の
方
式
お
よ
び
取
消
に
関
す
る
特
別

(
地
)

留
保
条
款
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
認
知
は
、
子
の
常
居
所
地
国
の
法
も
し
く
は
本
国
法
ま
た
は
父
母
の
一
方

の
住
所
地
法
も
し
く
は
本
国
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
(
第
七
二
条
第
一
項
苅
)
こ
れ
に
対
し
て
、
認
知
の
結
果
と
し
て
発
生
す
る
親

子
関
係
の
効
力
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
子
の
常
居
所
地
法
を
第
一
順
位
と
す
る
段
階
的
連
結
に
よ
る
。
従
っ
て
、
親
子
関
係
の
効
力
の
準
拠

法
に
よ
る
な
ら
ば
、
認
知
が
成
立
し
な
い
場
合
に
も
、
第
七
二
条
第
一
項
に
掲
げ
ら
れ
た
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
認
知
が
成
立
し
う
る
が
、

本
条
に
服
す
る
の
は
、
親
子
関
係
の
発
生
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
親
子
関
係
の
効
力
は
、
第
八
二
条
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。
同
様
に
、

第
七
二
条
第
一
項
に
掲
げ
ら
れ
た
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
と
、
認
知
の
取
消
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

場
合
で
あ
っ
て
も
、
認
知
の
取
消
は
、
第
七
二
条
第
三
項
に
よ
り
、
常
に
ス
イ
ス
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
侃
r

最
後
に
、
死
因
処
分
の
能
力
に
関
し
て
は
、
死
因
処
分
の
時
点
に
お
け
る
住
所
地
法
・
常
居
所
地
法
・
本
国
法
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
法

に
よ
り
能
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
死
因
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
(
第
九
四
条
)
。
こ
れ
は
、
行
為
地
法
お
よ
び
不
動
産
所
在
地
法
が
含

ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
別
に
す
る
と
、
遺
言
の
方
式
の
準
拠
法
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
広
い
択
一
的
連
結
で
あ
り
、
方
式

の
場
合
と
同
様
に
、
死
因
処
分
有
効
視
の
政
策
が
働
い
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
本
国
法
の
指
定
に
つ
い
て
は
、

第
二
三
条
第
二
項
の
適
用
が
排
除
さ
れ
、
重
国
籍
者
は
、
い
ず
れ
の
本
国
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
抗
r

北法40(2・55)345

(m)
但
し
、
一
八
六
二
年
の
草
案
第
二
六
条
で
は
、
行
為
地
法
ま
た
は
定
住
カ
ン
ト
ン
の
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
一
八
七
六
年
の
草
案
第
一
四
条

で
は
、
行
為
地
法
の
み
に
よ
り
、
一
八
八
七
年
の
草
案
第
一
八
条
で
は
、
行
為
地
法
ま
た
は
最
後
の
住
所
地
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
さ
れ



説論

て
い
た
。

(
凶
)
但
し
、
ス
イ
ス
は
、
条
約
第
一

O
条
に
よ
る
留
保
宣
言
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
重
国
籍
を
有
し
な
い
ス
イ
ス
国
民
は
、
緊
急
の
場
合
を
除
き
、

口
述
の
遺
書
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
∞
。
仲
間
与
え
汁
白
・
同
・
0
・
w

〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)

w

∞
-HN由
・
な
お
、

Z
G
B第
五

O
六
条
第
一
項
に
よ

る
と
、
口
述
の
死
因
処
分
は
、
生
命
の
危
険
、
交
通
遮
断
、
疾
病
ま
た
は
戦
時
の
よ
う
に
、
異
常
な
事
態
に
よ
り
、
他
の
方
式
に
よ
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(
凶
)
切
O
丹
印

ny由同ゲ白・白・

0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・
8
一
ω円
Ezgσ
巾
ユ
円

Z-
白・白・

0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・
巴
∞
-

(
凶
)
但
し
、
試
案
第
七
一
条
第
三
項
に
お
い
て
は
、
認
知
の
方
式
に
つ
い
て
も
、
実
質
の
準
拠
法
ま
た
は
ス
イ
ス
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
れ
ば
足
り
る

と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
認
知
の
取
消
は
、
試
案
第
七
三

a
条
で
は
、
親
子
関
係
の
成
立
に
関
す
る
試
案
第
六
六
条
な
い
し
第
七

O
条
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
て
い
た
。

(
凶
)
∞
2
R
E
P
-
白・白・

0
・・〉ロヨ・(吋)・

ω・
5
∞一

ω
n
y
z
n
Z
1
n
y
F
白・白・

0
・〉ロヨ・(吋)噌∞一
-
H
2・
ち
な
み
に
、
試
案
第
七
一
条
第
二
項
で
は
、

子
ま
た
は
父
母
の
一
方
の
住
所
地
法
、
常
居
所
地
法
も
し
く
は
本
国
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
父
母
の
一
方
の
常

居
所
地
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
点
で
は
、
適
用
可
能
な
法
の
範
囲
は
狭
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。

(
凶
)
〈
包
・
民

ω芯
F
F
同
耐
え
貸
与
噌
山
口
一
円
mg回
目
ロ
ロ
貨
問
。
=oaz一己ヨ
w由・同・

0
w
〉
ロ
ヨ
・
(
同
ω
)
w
ω
-
H
S・

(
凶
)
〈
mFω
芯
F
F
目・由・

0
・・〉ロヨ・

(
E
5
・∞
-H∞吋・

(
凶
)
∞
2
2『
S
F
白・同・

0
・w〉
ロ
ヨ
・
(
吋
)'ω-HN由一

ω
n
z
g
m
σ
R
W
Z
L・白・

0
・w〉ロヨ・(吋)・

ω-HUM-
ち
な
み
に
、

N
A
G
第
七
条
第
四
項
で
は
、

遺
一
言
一
回
能
力
は
、
遺
言
作
成
時
の
住
所
地
法
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

補
充
的
連
結

同
じ
く
実
質
法
的
価
値
判
断
に
も
と
づ
き
、
法
律
行
為
の
成
立
を
容
易
に
す
る
も
の
と
し
て
、
補
充
的
連
結
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

一
定
の
法
律
行
為
が
原
則
的
連
結
に
よ
る
な
ら
ば
成
立
し
な
い
場
合
に
の
み
、
例
外
的
に
他
の
連
結
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
択

一
的
連
結
と
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
補
充
的
連
結
は
、

N
A
G
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
婚
姻
の

9 
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実
質
的
成
立
要
件
(
第
四
四
条
)
お
よ
び
離
婚
・
別
居
(
第
六
一
条
)
に
つ
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
婚
姻
お
よ
び
離
婚
・
別

居
を
そ
れ
ぞ
れ
容
易
に
す
る
と
い
う
政
策
は
、
共
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
政
策
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て
の
連
結
点
は
、
両
者

の
間
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

ま
ず
、
婚
姻
の
実
質
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
に
よ
り
、
住
所
地
法
た

る
ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
外
国
人
聞
の
婚
姻
は
、
た
と
え
ス
イ
ス
法
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
場
合
と
い
え
ど
も
、

(
瑚
)

一
方
当
事
者
の
本
国
法
に
よ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
(
第
四
四
条
第
二
項
)
。
こ
の
よ
う
な
一
方
当
事
者
の
本
国
法
の
補
充
的
連
結
は
、
ス
イ

ス
に
住
所
を
有
し
な
い
外
国
人
間
の
婚
姻
(
第
四
三
条
第
二
項
)
の
み
な
ら
ず
、
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
外
国
人
間
の
婚
姻
に
つ
い
て
も
、

(
凶
)

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
重
国
籍
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
三
条
第
二
項
に
よ
り
、
本
人
が
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
本
国
法
が
基

ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
重
国
籍
者
た
る
ス
イ
ス
人
は
、
第
四
四
条
第
二
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と

思準
わと
れき
るi面れ
。}る

た
め

次
に
、
離
婚
お
よ
び
別
居
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
第
一
段
階
と
し
て
、
共
通
住
所
地
法
が
適
用
さ
れ
、
第
二
段
階
と
し
て
、
共

通
本
国
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
共
通
本
国
法
に
よ
る
と
、
「
離
婚
が
全
く
、
ま
た
は
異
常
に
厳
格
な
要
件
の
下

で
し
か
許
さ
れ
な
い
場
合
」
に
は
、
補
充
的
に
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
。
但
し
、
夫
婦
の
一
方
が
重
国
籍
者
た
る
ス
イ
ス
人
で
あ
る
か
、

ま
た
は
二
年
以
上
ス
イ
ス
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
(
第
六
一
条
第
三
項
)
。
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
非
常
に
煩
雑
に
見
え
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
公
序
条
項
の
適
用
を
回
避
す
る
た
め
に
、
設
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
主
に
在
外
ス
イ
ス
人
の
保
護
が
考
え

ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
後
述

H
U
ω
の
よ
う
に
、
第
六
一
条
第
一
項
に
よ
る
ス
イ
ス
法
の
指
定
は
、
本
国
(
本
籍
地
)
の
管
轄
(
第
六

O
条
)
と
結
び
つ
く
場
合
に
は
、
本
国
法
の
指
定
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
管
轄
・
法
廷
地
法
主
義
の
結
果
、
国
籍
の
実
効
性
は

問
題
と
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
者
が
住
所
地
国
の
国
籍
を
も
同
時
に
有
す
る
重
国
籍
者
の
在
外
ス
イ
ス
人
で
あ
り
、
か
つ
第
六
一
条
第
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説

ニ
項
の
要
件
を
充
た
す
場
合
に
は
、
住
所
地
法
た
る
外
国
本
国
法
が
適
用
き
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
配
偶
者
が
同
じ
外
国
国
籍
を
有

し
、
か
っ
当
該
配
偶
者
の
み
が
ス
イ
ス
に
居
住
し
て
い
る
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
在
外
ス
イ
ス
人
保
護
の
趣
旨
を
徹
底
す
る
た

め
に
、
第
六
一
条
第
三
項
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
議
会
の
審
議
に
お
い
て
は
、
新
た
に
第
六
一
条
第
四
項
が
設
け

(
印
)

ら
れ
、
ス
イ
ス
の
裁
判
所
が
第
六

O
条
に
よ
り
管
轄
を
有
す
る
場
合
に
は
、
常
に
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
第

六
一
条
第
三
項
は
、
も
は
や
本
来
の
機
能
を
果
た
さ
な
い
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
条
約
に
お
け
る
補
充
的
連
結
の
例
と
し
て
は
、
す
で
に
扶
養
義
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
七
三
年
一

O
月
二
日
の
ハ

l
グ
条
約

が
あ
り
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
夫
婦
聞
の
扶
養
義
務
(
第
四
九
条
)
お
よ
び
親
子
関
の
扶
養
義
務
(
第
八
三
条
第
一
項
)
に
つ
い
て
、

直
接
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
約
は
、
未
婚
の
母
に
よ
る
子
の
扶
養
お
よ
び
出
生
費
用
の
償
還
請
求
に
つ
い
て
も
、
準
用
さ
れ
て

い
る
(
第
八
三
条
第
二
項
)
。

論

(
叩
)
補
充
的
連
結
は
、
更
に
段
階
的
連
結
と
も
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
は
、
第
一
段
階
に
お
け
る
住
所
地
実
質
法
の
適
用
結
果
を
問
題
と

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈
mF
白ロ円『回開内巾=巾吋
¥ω
一巾}戸田・白・

0
・〉ロ
B
E
(
S
)幡
町

出

-
N

∞ω
円

(
凶
)
理
由
書
に
よ
る
と
、
住
所
地
法
主
義
の
基
本
原
則
を
維
持
し
な
が
ら
、
会
一
序
に
反
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
婚
姻
の
容
易
化
を
図
っ
た
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
∞
o
g
n
y白同グ同・同・

9
・〉ロ
B
・(叶)・

ω-g・
こ
れ
を
受
け
て
、

I
P
R
G
の
施
行
に
伴
い
改
正
さ
れ
た
戸
籍
規
則
は
、
そ
の
第
一

六
八
b
条
に
よ
り
、
細
目
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
聞
の
婚
姻
が
ス
イ
ス
法
の
要
件

(
Z
G
B第
九
六
条
|
第
一

O
四
条
)
を
充
た

さ
な
い
場
合
と
い
え
ど
も
、
婚
姻
当
事
者
の
一
方
の
本
国
法
の
要
件
を
充
た
し

(
I
P
R
G
第
四
四
条
第
二
項
)
、
か
つ
婚
姻
が
ス
イ
ス
の
公
序
に

反
し
な
い
と
き
に
は
、
カ
ン
ト
ン
の
監
督
官
庁
は
、
婚
姻
を
許
可
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
試
案
第
四
一
条
で
は
、
第
一
段
階
と

し
て
ス
イ
ス
法
が
指
定
さ
れ
て
い
る
が
(
第
一
項
)
、
第
二
段
階
と
し
て
、
ス
イ
ス
法
の
要
件
を
充
た
さ
な
く
て
も
、
共
通
住
所
地
法
ま
た
は
共
通

本
国
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
(
第
二
項
第
一
文
)
、
第
三
段
階
と
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
婚
姻
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
婚
姻
当
事

者
の
一
方
の
本
国
法
ま
た
は
住
所
地
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
(
第
二
項
第
二
文
)
。
〈
包
・

ω
n
E
E島
R-nz-
白・白・

0
・w
〉
ロ
ヨ
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(一)

(一可)・

ω・
H
O
A
R
-

(
附
)
改
正
さ
れ
た
戸
籍
規
則
第
一
六
八

a
条
第
三
項
に
よ
る
と
、
カ
ン
ト
ン
の
監
督
官
庁
は
、

I
P
R
G
第
四
三
条
第
二
項
に
も
と
づ
く
申
立
と
共

に
、
婚
姻
当
事
者
の
一
方
の
本
国
法
に
よ
る
婚
姻
の
許
可
(
第
一
六
八
b
条
)
に
つ
い
て
も
決
定
を
下
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
削
)
〈

mu・
2
n
y
d司
・
国

2
印∞
-RWHWERy--22ロ
m
g芹
〉

宣

告

骨

σ
R
5
2ロ
m
E
n
y
Z官
邸
『
奇
2
2
己

g
弔
問
自
の
2
2
N
2・
NNd司
(HU∞
由
)
い
・

印・
(m)
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
特
別
留
保
条
款
の
性
格
が
強
い
と
言
え
よ
う
。
〈
mF
∞2mny白
F
白・白・

0
・w〉
ロ

5
・
(
3
・
ω・
百
一
同
巾
ロ
巾
吋

¥ω
山
岳
吋

w白・

白・

0
・
・
〉
ロ
ヨ
・

(S)・
ω・
N
8・

(
印
)
後
述
H
U
ω
参
照
。

(
邸
)
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
ハ

l
グ
条
約
の
適
用
を
受
げ
る
か
否
か
明
ら
か
で
な
い
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
第
八
三
条
第
二
項
は
、
こ
の
点
の
解
釈
問

題
を
予
め
立
法
的
に
解
決
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
〈
肉
「
切
o
g
n
E
F
白・白・

9
・
〉
ロ
ヨ
・
(
叶

)wω-HH品
一

ω
n
E
5凹
σ
q
w
z
-
目
白
・

0
・
・
〉
ロ

B

(
吋
)
・

ω・
]5N・

限
定
的
当
事
者
自
治

人
事
・
家
族
・
相
続
法
に
お
け
る
限
定
的
当
事
者
自
治
の
ル

1
ツ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

N
A
G第
二
二
条
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
相
続
は
、
原
則
と
し
て
、
被
相
続
人
の
最
後
の
住
所
地
法
に
よ
る
が
、
し
か
し
、
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
り
、
本
国
(
本
籍
地
)

法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
限
定
的
当
事
者
自
治
の
規
定
は
、
連
邦
政
府
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
本
籍
地
法
主
義
を
主
張

(
瑚
)

す
る
カ
ン
ト
ン
と
の
妥
協
を
図
る
た
め
、
最
後
の
段
階
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ

積
極
的
に
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
自
治
が
拡
大
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
相
続
の
み
な
ら
ず
、
夫
婦
財
産
制
お
よ
び
氏
名
に
つ
い
て

も
、
新
た
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
相
続
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
に
最
後
の
住
所
を
有
す
る
外
国
人
は
、
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
り
、
本
国
法
を
選
択
す
る
こ
と

10 

北法40(2・59)349



説

が
で
き
る
(
第
九

O
条
第
二
項
第
一
文
)
。
し
か
も
、
重
国
籍
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
三
条
第
二
項
の
適
用
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ず

れ
の
本
国
法
を
選
択
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
但
し
、
死
亡
の
時
点
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
国
籍
を
有
す
る
場
合
に
は
、
た
と
え
同
時
に
外

国
国
籍
を
有
し
て
い
て
も
、
外
国
本
国
法
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
第
九

O
条
第
二
項
第
二
文
)
。
す
な
わ
ち
、
相
続
に
お
け
る
当
事

(
邸
)

者
自
治
は
、
ス
イ
ス
に
最
後
の
住
所
を
有
す
る
ス
イ
ス
人
に
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
対
し
て
は
、
法
選
択
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
に
最
後
の
住
所
を
有
す
る

ス
イ
ス
人
は
、
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
り
、
本
国
法
た
る
ス
イ
ス
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
八
七
条
第
二
項
、
第
九
一
条
第

二
項
)
。
こ
の
よ
う
な
法
選
択
は
、
ス
イ
ス
所
在
の
財
産
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
全
財
産
に
つ
い
て
行
う
こ
と
も
で
き
る
(
第

八
七
条
第
二
項
)
。
他
方
に
お
い
て
、
在
外
ス
イ
ス
人
が
こ
の
よ
う
な
財
産
に
つ
い
て
、
ス
イ
ス
の
管
轄
だ
け
を
選
択
し
た
場
合
に
も
、
原
則

と
し
て
、
本
国
法
た
る
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
る
(
第
八
七
条
第
二
項
、
第
九
一
条
第
二
項
本
文
)
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、

同
じ
く
遺
言
ま
た
は
相
続
契
約
に
よ
り
、
最
後
の
住
所
地
法
の
適
用
を
留
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
(
第
九
一
条
第
二
項
但
書
)
。
以
上
の

(
蹴
)

よ
う
な
在
外
ス
イ
ス
人
の
相
続
に
関
す
る
当
事
者
自
治
は
、

N
A
G
に
お
い
て
は
、
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
も
、
夫
婦
財
産
契
約
に
お
い
て
、
ま
た
は
夫
婦
財
産
契
約
と
関
わ
り
な
く
、
書
面
に
よ
り
、
法
選
択
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
(
第
五
二
条
第
一
項
、
第
五
三
条
第
一
項
)
。
こ
の
場
合
、
選
択
可
能
な
法
の
範
囲
は
、
夫
婦
の
現
在
も
し
く
は
婚
姻
挙
行

後
の
共
通
住
所
地
法
ま
た
は
夫
婦
の
一
方
の
本
国
法
に
限
定
さ
れ
て
い
る
(
第
五
二
条
第
二
項
第
一
文
)
。
但
し
、
第
二
三
条
第
二
項
の
適
用

は
、
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
(
第
五
二
条
第
二
項
第
二
文
)
、
重
国
籍
者
は
、
い
ず
れ
の
本
国
法
を
選
択
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

最
後
に
、
ス
イ
ス
に
住
所
を
有
す
る
者
の
氏
名
は
、
ス
イ
ス
法
に
よ
り
、
外
国
に
住
所
を
有
す
る
者
の
氏
名
は
、
住
所
地
国
の
抵
触
法
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
法
に
よ
る
(
第
三
七
条
第
一
項
)
、
こ
れ
が
原
別
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
そ
の
氏
名
を
本
国
法
に
よ
ら
せ
る
こ
と
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
同
条
第
二
項
)
。

論

北法40(2・60)350



スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

こ
れ
ら
の
限
定
的
当
事
者
自
治
の
う
ち
、
相
続
お
よ
び
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
も
の
は
、
統
一
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

報
告
書
お
よ
び
理
由
書
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
け
る
当
事
者
'
自
治
は
、
単
に
住
所
地
法
主
義
と
本
国
法
主
義
の
調
和
の
た
め
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
財
産
法
的
性
格
の
ゆ
え
に
、
当
事
者
の
処
分
権
を
広
く
認
め
よ
う
と
し
た
こ
と
、
更
に
は
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
と
相

続
の
準
拠
法
を
一
致
さ
せ
る
可
能
性
を
認
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
も
、
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
後
二
者
の
点
に
つ
い
て
、
若

干
の
補
足
を
行
っ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
試
案
第
九
一
条
第
二
項
第
三
文
で
は
、
生
存
配
偶
者
お
よ
び
子
孫
は
、
そ
の
正
当
な
期
待
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
に
は
、
法
選
択
の

い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
ス
イ
ス
法
に
よ
る
遺
留
分
を
主
張
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
不
明
確
で
あ
る
と
の
批
判

(
悶
)

を
受
け
て
、
草
案
以
降
で
は
削
除
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
遺
留
分
保
護
の
規
定
が
な
い
現
在
の

I
P
R
G
に
お
い
て
は
、
遺
留
分
侵
害
の
危
険

は
、
特
に
考
慮
さ
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
削
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

I
P
R
G第
九

O
条
第
二
項
の
趣

旨
か
ら
、
被
相
続
人
が
死
亡
の
時
点
に
お
い
て
、
も
は
や
本
国
と
僅
か
の
関
係
し
か
持
た
ず
、
か
つ
法
選
択
が
遺
留
分
の
侵
害
と
考
え
ら
れ

(
瑚
)

る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
権
利
の
濫
用
と
し
て
排
除
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
権
利
の
濫
用
の
判
断

基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
遺
留
分
に
対
す
る
単
な
る
期
待
は
考
慮
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
相
続
財
産
が
ど
こ
で
取
得
さ
れ
た

か
、
誰
が
そ
の
取
得
に
寄
与
し
た
か
、
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
者
が
い
か
な
る
影
響
を
受
け
る
か
、
伺
よ
り
も
、
そ
の
者
が
現
実
に
困
窮
状

態
に
陥
る
か
否
か
等
の
客
観
的
事
情
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ

M
r
従
っ
て
、
法
選
択
に
よ
る
被
相
続
人
の
処
分
権
そ
の
も

の
は
否
定
さ
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ハ

1
ド
・
ヶ
l
ス
に
お
い
て
は
、
権
利
の
濫
用
と
し
て
、
法
選
択
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

う
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

次
に
、
相
続
の
準
拠
法
と
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
を
一
致
さ
せ
る
た
め
に
は
、
当
事
者
に
よ
る
意
識
的
な
法
選
択
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
客
観
的
連
結
に
よ
る
と
、
必
ず
し
も
両
者
は
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
夫
婦
の
一
方
だ
け
が
他
の
国
に
住
所
を
移
し
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説

た
場
合
に
は
、
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
共
通
住
所
地
国
法
が
適
用
さ
れ
る
た
め
(
第
五
四
条
第
一
項
b
号
)
、
相
続
の
準
拠
法
た

る
死
亡
の
時
点
に
お
け
る
最
後
の
住
所
地
法
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
ま
た
、
夫
婦
が
共
に
他
の
国
に
住
所
を
移
し
た
場
合
に

も
、
書
面
に
よ
っ
て
、
以
前
の
法
の
継
続
適
用
を
合
意
し
た
場
合
、
ま
た
は
夫
婦
財
産
契
約
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
夫
婦
の
財
産
関
係
の

準
拠
法
は
、
変
更
さ
れ
な
い
(
第
五
五
条
第
二
項
)
。
従
っ
て
、
最
も
確
実
に
夫
婦
の
財
産
関
係
の
準
拠
法
お
よ
び
相
続
の
準
拠
法
が
一
致
す

(
問
)

る
場
合
と
は
、
両
者
に
つ
い
て
、
夫
婦
の
共
通
の
本
国
法
を
選
択
し
た
場
合
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
に
お
い
て
、
選
択
可
能
な
法
の
範
囲
は
、
と
り
わ
け
夫
婦
の
財
産
関
係
に
つ
い
て
争
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
婚
姻
後
の
共
通
住
所
地

法
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、
婚
姻
挙
行
前
に
将
来
の
婚
姻
住
所
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
を
意
味

(
胤
)

し
、
現
実
に
、
そ
の
後
、
選
択
さ
れ
た
法
の
所
属
国
に
住
所
を
取
得
す
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
の
規

定
の
意
味
は
、
婚
姻
挙
行
時
点
に
お
い
て
も
、
夫
婦
が
い
ま
だ
同
一
国
に
住
所
を
取
得
し
て
い
な
い
場
合
に
、
共
通
本
国
法
ま
た
は
ス
イ
ス

法
の
別
産
制
の
適
用
(
第
五
四
条
第
二
項
・
第
三
項
)
を
回
避
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
更
に
婚
姻
挙
行
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
法

選
択
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
夫
婦
が
婚
姻
挙
行
後
に
、
選
択
さ
れ
た
法
の
所
属
国
に
現
実
に
住
所
を
取

得
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
選
択
は
無
効
と
な
る
が
、
こ
れ
は
長
期
間
、
法
律
関
係
を
不
安
定
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ

(
珊
)

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
連
邦
議
会
の
審
議
に
お
い
て
、
新
た
に
第
二

O
条
第
二
項
第
二
文
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
ど
こ
に
も
住
所
が
な
い
場
合
に
は
、
常
居
所
が
基
準
と
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
夫
婦
は
、
他
の
国
に
も
住
所
を
有
し
な
い
限
り
、
選

択
さ
れ
た
法
の
所
属
国
に
、
少
な
く
と
も
常
居
所
を
取
得
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

論

次
に
、
夫
婦
財
産
制
の
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
七
八
年
三
月
一
四
日
の
ハ

l
グ
条
約
(
未
発
効
)
は
、
ス
イ
ス
に
よ
っ
て
署
名
も
批
准
も

行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
第
三
条
第
一
項
第
二
号
は
、
夫
婦
の
一
方
の
常
居
所
地
法
の
選
択
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

I
P
R

G
は
、
夫
婦
の
一
方
の
住
所
地
法
の
選
択
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

I
P
R
G
に
お
い
て
も
、
夫
婦
の
一
方
の
住
所
地
法
の
選
択
を
認
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スイス国際私法典における若干の基本的諸問題(ー)

(
瑚
)

め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
相
異
な
る
国
に
居
住
す
る
夫
婦
は
、
い
ま
だ
夫
婦
の
財
産
関
係
に

つ
い
て
、
法
選
択
を
行
う
に
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
一
方
当
事
者
が
そ
の
本
国
に
居
住
し
て
い
れ
ば
、
結
局
、
こ
の
国
の
法
を
選

択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、

I
P
R
G
の
規
定
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。

最
後
に
、
氏
名
に
関
す
る
限
定
的
当
事
者
自
治
は
、
試
案
第
三
五
条
第
三
項
に
お
い
て
は
、
在
外
ス
イ
ス
人
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
戸
籍
実
務
の
側
か
ら
、
在
留
外
国
人
に
つ
い
て
も
、
本
国
法
選
択
の
可
能
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
批
判

(m) 

が
あ
り
、
現
在
の

I
P
R
G
第
三
七
条
の
よ
う
な
規
定
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
試
案
に
お
い
て
は
、
ス
イ
ス
に
住
所
を
有

す
る
者
の
氏
名
は
、
専
ら
ス
イ
ス
法
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
の

I
P
R
G第
三
七
条
に
お
い
て
は
、
外
国
法
の
適
用
が
予
想

さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
草
案
以
降
、
戸
籍
記
載
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
「
ス
イ
ス
の
戸
籍
記
載
の
原
則
」
に
も
と
づ
い
て
行
う
こ
と
が
特
に
規
定

(
第
四

O
条)。

さ
れ
て
い
る

(
胤
)
∞
∞

-
(
E
S
-
-
-円)
・

ω・
史
山
岳
町
・

(邸
)
I
P
R
G第
九

O
条
第
二
項
第
二
文
に
よ
る
と
、
更
に
、
被
相
続
人
が
死
亡
の
時
点
に
お
い
て
、
も
は
や
選
択
し
た
法
の
所
属
国
の
国
籍
を
有

し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
法
選
択
は
失
効
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
法
選
択
の
有
効
性
の
基
準
時
点
は
、
選
択
を
行
っ
た
時
で
は
な

く
、
死
亡
の
時
で
あ
る
。
な
お
、
報
告
書
お
よ
び
理
由
書
に
よ
る
と
、
ス
イ
ス
国
籍
を
有
す
る
重
国
籍
者
に
対
し
て
、
法
選
択
を
認
め
な
い
の
は
、

他
の
ス
イ
ス
人
と
の
平
等
的
取
扱
を
考
慮
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
切
。
門
的
門
町
白
戸
田
・
白
・
。
ニ
〉
ロ
ヨ
・
(
叶
)
・

ω-HN印
円
一

ω
n
z
g
m
σ
q
w
z
-
白・白・

0
・・〉ロ
5
・(吋)・

ω-Eω
・

(
邸
)
そ
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
後
述
H
U
凶
参
照
。

(即

)
I
P
R
G第
五
三
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
夫
婦
の
財
産
関
係
に
関
す
る
法
選
択
は
、
「
書
面
に
よ
り
合
意
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
夫
婦
財
産
契
約
か

ら
一
義
的
に
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
更
に
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
選
択
さ
れ
た
法
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
相
続
に
お
け
る
法
選
択
に
つ
い
て
は
、
試
案
第
九
一
条
第
三
項
で
は
、
死
因
処
分
か
ら
一
義
的
に
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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